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執　筆　要　項

1．   西南学院大学博物館（以下「博物館」という。）は、西南学院大学博物館研究紀要（以
下 「研究紀要」 という。）を毎年1回刊行する。

2．   研究紀要の編集については、『西南学院大学博物館研究紀要』編集委員会（以下「編
集委員会」という。）が、これに当る。

3．   編集委員会は、次の者をもって構成する。
⑴博物館長（委員長）
⑵博物館教員（学芸員）
⑶学芸研究員
⑷その他、館長が委嘱する者

4．   研究紀要に投稿できる者は、博物館に所属する教職員、学芸研究員、学芸調査員及び
編集委員会が認めた者とする。

5．  研究紀要に投稿できる種別は、論文、研究ノート及び資料紹介とする。

6．   原稿枚数は、400字詰原稿用紙に換算して、次のとおりとする。ただし、図版につい
ては、枚数に換算しない。
⑴論文　　　　60枚程度
⑵研究ノート　30枚程度
⑶資料紹介　　特に定めない

7．   投稿希望者は、題名（英文タイトルを含む）及び種別を明示し、12月までに編集委員
会宛に原稿を提出すること。

8．   提出原稿の体裁は、A4版、40字×30行とする。ただし、編集委員会において体裁を
整えることがある。なお、形式は、縦書き・横書きを問わない。

9．  註は、末尾に通し番号で一括すること。

10． 図表・写真等は、掲載場所を指示すること。なお、論文への画像掲載に伴う利用申請
等の手続は、すべて著者自身が行うものとする。

11． 編集委員会は、査読したうえで、投稿者に修正を求めたり、編集委員会の責任において、
文言、体裁等を統一するために原稿に修正を加えたりすることがある。

『西南学院大学博物館研究紀要』編集委員会
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12世紀ラテン語聖書写本「ローマの信徒への手紙」

12世紀／ヨーロッパ（西欧）／羊皮紙に手彩／西南学院大学博物館蔵

関連論文：下園知弥「西南学院大学博物館所蔵『12世紀ラテン語聖書写本「ローマの信徒への手紙」』」（59頁〜69頁）
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１．元寇防塁出現の技術的系譜をめぐる課題

元寇防塁「石築地」は、モンゴル帝国（元朝）に

よる二度目の北部九州侵攻（弘安の役・1281年）に

先立ち、鎌倉時代の1276（建治２）年に急造され

た。博多湾沿岸の全長約20kmにわたって構築され

た、長大な防御線による遮断型城郭の一種である。

その後も、少なくとも室町時代の1342（康永元）年

まで修築維持「鎮西要害石築地修固」が継続してい

たことが知られる（川添 1971：485頁）。

しかし、この防塁の石積み構築に関する技術的系

譜はほとんど明らかでない。こうした、長大な防御

線による遮断機能を特徴とする城郭は、北部九州で

は古代の水城がよく知られる。また、近い時期の国

内の例では福島県国見町の阿
あ

津
つ

賀
か

志
し

山
やま

防塁がある。

ところが、これらは主として土塁で構築されてい

る。同時期の国内で、石塁の類例は知られていない

のである。元寇防塁は、「西日本古代山城と戦国城

館の中間に取り残されたように存在する軍事的構築

物」（齋藤・向井 2016：181頁）という。

そこで、小論では、こうした元寇防塁の石積みの

技術的系譜について、特に博多湾沿岸周辺を主とす

る北部九州とその近隣地域の関連事例から比較検討

する。

２．元寇防塁の石積みと構造

福岡市西区今
いま

津
づ

から東区香
か

椎
しい

まで築かれた元寇防

塁は、実態が依然不明確な香椎周辺を除き、地区ご

との違いが明らかにされている。ただし、これらの

地区ごとの違いも、塁壁本体の下半部を主とする基

礎構造に関する情報がほとんどで、防塁の上部構造

については不明確な部分が多い。

これまで、西区今津（鏡山ほか 1969）、西区生
いき

の松原（鏡山ほか 1968、荒牧編 2001）、早良区

西新
にしじん

（柳田ほか 1970、大塚編 2002、伊藤 2017・

2021）、博多区博多（佐藤編 2002）、東区箱崎（福

田・森編 2018、三阪・谷編 2019、齋藤編 2020、

福永編 2021）などにおける考古学的発掘調査の結

果、複数の地区で共通する特徴や、地区ごとの独自

の特徴が把握されてきた（柳田・西園 2001、大塚

2013、藏富士編 2019）（第１図）。

防塁基底部分の標高は約３〜４ｍで、断面形態が

ほぼ台形状（箱形）であることで共通する。しか

し、海側（正面）・陸側（背面）とも壁面を石積み

にする今津・西新・博多地区に対して、生の松原地

区は海側壁面のみを幅狭の胸壁状の石積みとし、一

段低い陸側は砂と粘土を版築状に互層に重ねた土

塁・土壇状（頂部は「武者走り」状）になってい

る。また、今津地区の玄武岩主体区間と博多地区は

塁壁内部も含めてほぼすべて石積みであるが、西新

地区は粘土の基礎地業上に砂と粘土を版築状に互層

に重ね海・陸側両壁面のみが擁壁状の石積みであ

る。今津地区の花崗岩主体区間も塁壁内部を砂で満

たすが、西新地区と異なり上部は再び石を充填す

る。なお、西新地区西南学院大学１号館地点例の

み、石塁背後の陸側に独立した版築状の土塁が並走

する。そして、最近解明が進んだ箱崎地区は、砂丘

の海側にのみ擁壁状の石積みを構築し、その背後陸

側に「大溝」が伴う構造である。

防塁本体の石材は、今津地区では周辺産出の玄武

岩と花崗岩、生の松原地区では周辺産出の砂岩（姪
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元寇防塁の石積みの系譜―山岳寺院と高麗城郭―（伊藤 慎二）4

第１図 各地区の元寇防塁断面構造 出典：(荒牧編 2001：24頁 Fig.7）



浜石）と巨晶花崗岩（ペグマタイト）、西新地区で

は西区姪浜周辺に多い砂岩（姪浜石）と礫岩、博多

地区と箱崎地区では東区名島海岸産の礫岩と砂岩が

主として用いられている。

各地区の防塁の基底幅は、生の松原例の陸側土塁

状部分も含めて、ほぼ３〜４ｍほどである。本来の

高さは不明確な部分も多いが、もっとも保存状態の

良い今津地区では約３ｍの残存例がある。

これらの各地区の調査成果を踏まえて、2019年に

刊行された福岡市の『元寇防塁調査総括報告書』

は、壁面の石積み・塁壁本体の幅・断面構造の違い

で細分し、元寇防塁全体を２類に統合する新たな分

類案を提示した。Ⅰ類は従来から知られる海側・陸

側の両壁面が石積みの例に対して、新たにⅡ類とし

て海側壁面のみ石垣状（擁壁状）に石積みを行うと

いう類型が設定されている（藏富士編 2019：24頁)

（第２図）。

しかしながら、現在までに把握されている元寇防

塁の構造は、上部が崩壊あるいは石材持ち去り・破

壊などですでに失われたほぼ下半部のみの状態であ

る。発掘調査で検出された遺構も、基底部付近のみ

の事例が多い。本来あった上部も含めた全体の構造

については、今後の検討課題といえる（伊藤 2021：

88頁）。

３．元寇防塁の上部構造と女墻

築造当初の元寇防塁上部の具体的な形状に関して

は、著名な「蒙古襲来絵詞」（後巻１絵12）で生の

松原付近の元寇防塁前面（海側）を、肥後国の御家

人竹崎季長一行が通り過ぎる情景描写が、同時にお

けるほぼ唯一の史資料である（第３図）（註１）。

この場面の防塁上に居並ぶ武士の体勢は、防塁壁

面際に腰掛けて足先が見える人物と、鎧の草摺部分

など腰から下が防塁の背後に隠れているように見え

る人物とに描き分けられている。そこで、これら

は、防塁石塁部分に対して、そのすぐ背後陸側に一

段低い足場状の部分が存在していた状況と解釈さ

れ、生の松原地区における元寇防塁復元の根拠の一

つとなっている（荒牧編 2001：26頁）（第４図）。

しかし、この生の松原地区における元寇防塁の復

元形状に関して、堀本一繁は、絵詞の石塁上周辺の

人物表現は防塁壁面に腰掛ける「主将クラスの武将

の背後に控え、ともに座している」（堀本 2010：191
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第２図 『元寇防塁調査総括報告書』における分類 出典：（藏富士編 2019：24頁 図17・表２）
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第３図 ｢蒙古襲来合戦絵巻」（「蒙古襲来絵詞」の模写資料）防塁場面

出典：国立国会図書館デジタルコレクション



頁）状況であるとし、石塁背後の段差の存在そのも

のに否定的である。

生の松原地区元寇防塁の発掘調査結果（鏡山ほか

1968、荒牧編 2001）では、基底部幅で約1.5ｍの

幅狭の石塁と、その後背部陸側に接して砂と粘土を

版築状に重ねた土塁・土壇状の「後背盛土」が確認

されている。そして、石塁部分の陸側も壁面を意識

したやや大きめの石材を整えて積んでおり、石塁塁

壁内部の裏込めのような状況とは明らかに異なって

いる（第１図１・２）。現状の復元防塁については、

本来の状態より高いとする服部英雄の指摘（服部

2014：479−482頁）もあるが、陸側背後の版築状部

分に対して、海側の石塁部分がより高い胸壁状の形

状になっていたことは確実と考えられる。このよう

な胸壁状の石積みは、同時代の中国・朝鮮半島の城

郭で一般的な堞・女墻（ひめがき・여장）（愛宕

1991、손 2011）と類似する。

現在までのところ、他の地区の元寇防塁の発掘調

査所見では、このような構造は知られていない。し

かし、現存する防塁遺構は、いずれも上部がかなり

失われた状態である。地区により防塁下半部の断面

構造は異なるが、いずれも海側の外壁は石積みで共

通する。海側からの外観と実戦時の利用方法の共通

性が構築作業の前提にあったのであれば、海側壁面

上部が胸壁状に一段高く、背後の陸側が一段低い

「武者走り」的な通路空間が、他の地区の防塁上部

にも共通して設けられていた可能性が充分考えられ

る（註２）。

４．元寇防塁前後の石積み：在来の系譜

元寇防塁の日本城郭史における特異性は、「石垣

構造の軍事的な構築物は、中世の歴史のなかでは、

戦国城館を除いて他に類例をもたない」（齋藤・向

井 2016：181頁）ことである。

博多湾沿岸周辺地域では、福岡市中央区の鴻
こう

臚
ろ

館
かん

北館第Ⅱ期（推定：８世紀前半）に属する高さ４ｍ

以上の石積み（折尾ほか編 2004）（第５図左）と、

糸島市怡
い

土
と

城（大門遺跡：８世紀後半頃）にある土

塁下部外側の最大高３ｍほどの石積み（瓜生編

2006）（第５図右）（註３）が、７世紀頃の古代山城

に続く最後の大規模な石積み構築例といえる。どち

らも土留め的な擁壁状の石積みで、鴻臚館の例では

石積み壁面内部に裏込め石などが見られないことも

指摘されている。

最近では、福岡市博多区博多遺跡群第221次調査

の結果、11世紀後半〜12世紀前半頃の最大高0.6ｍ

ほどの港湾関連施設とみられる長大な石積み遺構が

検出された。裏込め石で調整し面を整える積み方か

ら、中国との関連性も示唆されている（福岡市教育

委員会編 2021）（第６図）。

以上の例を除くと、古代末〜中世の博多湾沿岸周

辺地域における石積み遺構は、山岳寺院と城郭・城

館に限られる。そこで、それらのおもな事例を以下
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第４図 生の松原地区の復元元寇防塁（左：海側壁面、右：陸側壁面） ※筆者撮影



にまとめる。

（１）山岳寺院

a．薬王寺廃寺（古賀市）：第７図a

犬鳴山系の隔絶された谷間の急斜面に形成された

古代末の山岳寺院遺跡である。段状の造成面の段差

部複数個所で、擁壁状の低い石積みが検出されてい

る。第３テラス第１トレンチから検出された最大高

0.8ｍほどの石積みが３段連続する一画では、９世

紀半ば〜10世紀頃の遺物が多数出土している。寺院

の存続期間は９世紀前半〜12世紀初頭前後で、10世

紀〜11世紀の遺物出土量がもっとも多いとされる

（森下編 1995）。

b．首
しゅ

羅
ら

山
さん

遺跡（久山町）：第７図b

犬鳴山系の白山山頂と山麓緩斜面に形成された大

規模な中世山岳寺院遺跡である。山麓に多数の段状

の造成を行っており、なかでも西谷地区では中世の

擁壁状の低い石積みが複数確認されている。第７図

bは、最大高１ｍほどの西谷地区石垣１の現状であ

る。庭園遺構に関連する盛土造成面の段差に設けら

れた擁壁状石積みの一部である。同遺跡西谷地区の

変遷過程C期に属し、13世紀半ば頃に位置づけられ

ている（江上編 2020）。元寇防塁に近い時期に構

築された石積みである。

c．西油山天福寺遺跡（福岡市早良区）：第７図c・d

脊振山系の油山山麓緩斜面に形成された中世の大

規模な山岳寺院遺跡である。発掘調査は行われてい

ないが、詳細な遺構現状調査が行われ、多数の段状

の造成面が確認されている。それらの造成された複

数の平坦面端部の法面で擁壁状の石積みが確認され

ている。第７図dは平坦面４の縁辺の石積み、第７

図cは平坦面15の東側後背斜面にある石積みの現状

である。どちらも高さ１ｍほどである。採集された

輸入陶磁器は12世紀後半〜13世紀の資料が多いこと

から、14世紀半ばには廃絶されたと考えられている

（山口・岡寺 2011）。元寇防塁に近い時期に構築さ

れた可能性のある石積みである。

d．正
しょう

楽
らく

遺跡（宇美町）：第７図e・g

宝満山に連なる三郡山系の頭巾
とっきん

山山麓緩斜面に形

成された中世の山岳寺院遺跡である。６段の段状造

成面が確認され、各段差部分におもに擁壁状の石積

みが設けられている。中心的な礎石建物跡がある第

２平坦部縁辺の石垣２は特に大規模で、現存最大高

が２ｍほどである。また注目されるのは、最下段の

元寇防塁の石積みの系譜―山岳寺院と高麗城郭―（伊藤 慎二）8

第５図 鴻臚館（左）と怡土城（右）の石積み遺構 出典：（折尾ほか編 2000：巻頭図版４-７、瓜生編 2006：巻頭５）

第６図 博多遺跡群第221次調査の石積み遺構

出典：(福岡市教育委員会編 2021：１頁１）
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a．薬王寺廃寺 (森下編 1995：図版４-２）

第７図(1) 博多湾沿岸周辺地域の山岳寺院遺跡の石積み遺構

b．首羅山遺跡 ※筆者撮影

c．天福寺遺跡 ※筆者撮影 ｄ．天福寺遺跡 ※筆者撮影

e．正楽遺跡 (松尾 2020：192頁 写５-26） f．一滴遺跡 (松尾・平ノ内編 2013：図版10）



第６平坦部にある「石垣６」で、内外壁面が石積み

の幅狭な石塁状になっている（第7図g）（註４）。

出土遺物は、15世紀を中心に前後する時期のものも

含む（平ノ内編 2003、松尾 2020）。

e．一
いっ

滴
てき

遺跡（宇美町）：第７図f

三郡山系の頭巾山山麓緩斜面に形成された中世山

岳寺院遺跡である。正楽遺跡よりもさらに低位置の

丘陵斜面に位置する。４段の段状造成面が確認さ

れ、そのうち下位の２段に擁壁状の石積みがみられ

る。なかでも、最下段の第１平坦部の石垣１は大規

模で、現存最大高が２ｍほどである（第7図f）。出

土遺物は、15世紀後半から16世紀中頃が中心である

（松尾・平ノ内編 2013、松尾 2020）。なお、石垣

１は、石材の長辺と短辺を交互に積み重ねるやや算

木積み的な隅角部をもつことから、北垣聰一郎の石

垣編年（北垣 1987）のⅠ期の１〜２（天正年間以

前〜天正年間）頃に位置づけられる可能性もある。

（２）城郭・城館

a．宝
ほう

満
まん

山
さん

遺跡群第11次・21次調査地点（太宰府

市）：第８図a

三郡山系の宝満山山麓の緩斜面に形成された中世

城館関連と推測されている遺跡である。造成された

平坦面の尾根続き側を土塁で画し、平坦面下側段差

に２段にわたる擁壁状の石積み（21SX006遺構・

21SX024遺構）が構築されている（第８図a）。上段

側の最大高は1.8ｍで、下部ほど大形の石材を利用

している傾向がうかがわれる。発掘調査の所見で

は、特に裏込め石などについては言及されていな

い。層序と出土遺物から13世紀代の遺構とされ、寺

院よりも筑前国守護武藤少弐氏の居館との関連性が

示唆されている（山村編 2001）。元寇防塁に近い

時期に構築された石積みであるばかりでなく、元寇

防塁の築造主体にもかかわる可能性がある重要な例

である。

b．その他の城郭遺跡

博多湾沿岸周辺地域では、福岡市東区・新宮町の

立花山城、福岡市東区の名島城、福岡市中央区の福

岡城が、本格的な織豊系城郭石垣の導入例である。

しかし、その他の戦国城郭でも、織豊系城郭の石垣

との関係が不明確な城郭石積み例が、かなり多く知

られる。

現地表で遺構が明瞭に確認できるおもな事例とし

ては、太宰府市有
う

智
ち

山
やま

城（第８図b）、宇美町頭巾山
とっきんさん

城（第８図c）、福岡市早良区安
あ

楽
ら

平
ひら

城（第８図d）、

那珂川市鷲ヶ岳城（第８図e）、糸島市二丈（深江）

元寇防塁の石積みの系譜―山岳寺院と高麗城郭―（伊藤 慎二）10

g．正楽遺跡第６平坦部「石垣６｣ 左：外面、右：上部 ※筆者撮影

第７図(2) 博多湾沿岸周辺地域の山岳寺院遺跡の石積み遺構
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a．宝満山遺跡群21次調査 (山村編 2001） b．有智山城 ※筆者撮影

c．頭巾山城 ※筆者撮影 d．安楽平城 ※筆者撮影

e．鷲ヶ岳城 ※筆者撮影 f．二丈岳城 ※筆者撮影

第８図(1) 博多湾沿岸周辺地域の城郭城館遺跡の石積み遺構・「非織豊系城郭石積み」



岳城（第８図 f・g）などがある（岡寺編 2014・

2015、林・岡寺 2015）。

このうち、有智山城については、第８図b画面外

の左側に算木積み的特徴部分もあることから、宮武

正登により16世紀後半の改修可能性が指摘されてい

る（山村編 2001：90頁）。しかし、その他の城郭

例も含めて、裏込め石を欠くかまたは不充分で、自

然石や粗い割石を不ぞろいの面のまま擁壁状に石積

みをすることでいずれも共通する。ただし、二丈岳

城には、石塁状の部分も知られる（第８図g）。こ

れらの仮に「非織豊系城郭石積み」と名づけられる

事例の正確な構築年代などはまだ不明である。戦国

期を中心に、織豊期に入ってからの構築例を含むこ

とも考えられる。しかし、博多湾沿岸周辺地域にお

ける中世山岳寺院の擁壁状石積み例とそれらの年代

観から判断すると、「非織豊系城郭石積み」もその

技術的系譜の延長上に無理なく位置づけられるとみ

られる。こうした状況は、中井均らが指摘する、安

土城築城直前の関西地方周辺における城郭石垣と寺

院との関係（中井 1996、岡本 2006）に相似する

といえる。

博多湾沿岸周辺地域の石積み事例を検討した結

果、古代末以降の現存・確認例はおもに中世山岳寺

院における土留め目的の擁壁状石積みに偏り、それ

らの延長上に「非織豊系城郭石積み」も位置づけら

れる見込みが得られた。ところが、山岳寺院から戦

国城郭へと続く在来石積みの系譜のなかには、元寇

防塁の存在感が明らかに希薄なのである。

元寇防塁の特徴である、①長大な防御のための遮

断線を、②内外壁面が石積みの石塁で築き、③生の

松原地区元寇防塁のような胸壁状の石積みを伴う事

例は、いずれも少なくとも同時期に類例を確認でき

なかった。

同時代の日本全域を考慮に入れても、長距離にお

よぶ遮断型の城郭技術の先行的採用例は、大宰府の

水城を除くと、奥州藤原氏が福島県国見町に構築し

た二重空堀をはさむ三重土塁の阿津賀志山防塁や、

神奈川県の鎌倉周囲をめぐる山稜部の切岸などがあ

げられる程度である（伊藤 2017：124−125頁、伊

藤 2021：89頁）。国内の遮断型城郭の類例は、土

塁・空堀または切岸のみで、長大な石塁の例は確認

できない。

つまり、元寇防塁の出現には、国内のみでは充分

に系譜をたどることができない技術的な飛躍と隔絶

が存在するのである。

５．高麗城郭との比較

しかし、博多湾沿岸の近隣地域ということであれ

ば、実はこれら元寇防塁の①〜③の特徴を備えた城

元寇防塁の石積みの系譜―山岳寺院と高麗城郭―（伊藤 慎二）12

g．二丈岳城の石塁状遺構 左：内面、右：上部 ※筆者撮影

第８図(2) 博多湾沿岸周辺地域の城郭城館遺跡の石積み遺構・「非織豊系城郭石積み」
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a．ソクセゴル千里長城城壁上部

(조선유적유물도감편찬위원회 1991：247頁 401）

b．鴒原山城城壁上部

（차・신・노・박 1998：200頁 写真16）

c．鴒原山城城壁女墻断面

（차・신・노・박 1998：202頁 写真20）

e．涯月環海長城城壁内側

（社団法人耽羅文化遺産保存会撮影）

d．鴒原山城城壁断面

（차・신・노・박 1998：120頁 図面７）

第９図 高麗城郭の城壁



郭がかなり一般的にみられる地域がある。玄界灘・

対馬海峡対岸の朝鮮半島・高麗などの東北アジア地

域である。

高麗では、モンゴル帝国の高麗侵攻以前から、北

方の契丹・女真対策のため、11世紀前半に黄海側の

鴨緑江河口から咸鏡南道の日本海沿岸まで朝鮮半島

北部を横断する千里長城（천리장성）を構築してい

る（조선유적유물도감편찬위원회 1991、高 2015）。

地域によって残存状態に大きく差があり、良好な例

では現存城壁の高さが４〜７ｍほどである。第９図

aは、慈江道東新郡のソクセゴル（쏙새골）の長城

遺構で、石塁城壁上部の外面側に女墻（여장）＝胸

壁、その内側に廻郭道（회곽도）＝「武者走り」の

並走する状況が分かる。

こうした石塁城壁の構造は、13世紀前半〜中頃の

対蒙抗争期（対モンゴル抵抗戦期）における高麗各

地の山城（김 2017）にも広く共通する。たとえば、

第９図b・c・dは、韓国中部の江原道原州市にある

鴒原山城（영원산성）の残存状況が良好な東南城壁

である（차・신・노・박 1998）。石塁城壁上部の

外面側に女墻、その内側に廻郭道が並走している。

石塁城壁の基底幅は３ｍほどで、城壁外面の現存高

は２〜３ｍ、女墻内側の現存高は１ｍほどである。

ただし、特に城壁外面の高さは、土台となる山稜地

形に影響を受けてかなり幅がある。そのため、内外

壁面が石積みの夾築（협축）の石塁城壁と、外壁面

のみが石積みの片築（편축）（内側が土塁状の場

合・部分は内托：내탁）となる擁壁状城壁の部分も

みられる。これらの城壁の構造は、高麗時代前後の

各時代の城郭にも広く共通する（손 2011、나・하

2016）。

さらに博多湾沿岸地域に近接する済州島（耽羅

탐라）には、立地・構造・時期・性格まで、元寇防

塁と類似した事例がある。済州島北海岸を中心に東

海岸の一部にまで断続的に築かれた環海長城（환해

장성）は、高麗元宗王期の1270年に構築されてい

る。三別抄（삼별초）政権最後の済州島における

1273年の対蒙抗争の際にも増築活用された。しか

し、その後の朝鮮王朝期以降も引き続き修築や改変

が行われたため、築造当初の高麗期の状態は不明な

部分が多い（김 2017：199−200頁、金・文 2015）。

残存遺構が良好で大規模な例として、済州島北西

海岸の涯月里（애월리）環海長城（第９図e）があ

る。内外壁面が石積みの夾築石塁城壁で、外壁の現

存高５ｍ・内壁の現存高3.8ｍ・横幅７ｍである。

その他の地区は、残存最大高と横幅がともに数ｍ程

度の例が多いようである。また、石塁城壁上部外面

側の女墻とその内側に並走する廻郭道の残存例も、

各所で確認されている（김・신・박 1996、고・

강・강 1998）。

なお、版築工法も石積みと同じく高麗の城郭では

多用されている。対蒙抗争期の高麗王朝の遷都宮城

である江華島の江華都城（강화도성）や、その後の

三別抄政権最後の拠点である済州島の缸坡頭里城

（항파두리성）など、多くの版築土塁使用例がある

（이 2016、고・강・강 1998、김 2017、오・진 2017、

尹 2015）｡

６．考察

文化財としての元寇防塁は、戦前の排外的で「神

国」思想的な国威宣揚とその記念物顕彰の社会風潮

のなかで、最初の価値評価が行われた。その解釈や

研究には、最初から一定の枠がはめられていた状況

であった。そのため、元寇防塁は、日本城郭史のな

かで明らかに特殊な位置を占めるにもかかわらず、

同時代の世界史的観点から充分な検証が無いまま戦

前の研究が開始された。しかし、元寇防塁築造当事

者の鎌倉幕府と出先の大宰府にとっての最優先事項

は、モンゴル軍の侵攻に対処できる築城技術であ

る。内外のあらゆる関連情報の収集と検討が当然行

われたはずである。

蒙古襲来以前の日本と高麗の関係は、対馬を中心

とする「進奉船」を介した私貿易や、鎌倉幕府が大

宰府に派遣した武藤（少弐）氏と高麗使節との間

で、初期倭寇禁圧対策を主とする外交交渉も積み重

ねられていた。武家外交により「進奉定約」が高麗

との間で結ばれるなどの進展があったことも知られ

元寇防塁の石積みの系譜―山岳寺院と高麗城郭―（伊藤 慎二）14



る（近藤 2019）。さらに、モンゴルによる高麗侵

攻に対抗した三別抄政権が、日本に対モンゴル抵抗

戦への協力申し入れ（1271・文永８年「三別抄牒

状」）を行っている（石井 2017）。このように、蒙

古襲来前段階に、日本と高麗・三別抄の間で多様な

交流が存在し、そのなかには軍事分野にまでかかわ

る情報交流があったことも改めて注意される。

そして、文永の役（1274年）において、モンゴル

軍の「てつはう」といった火薬兵器などの新兵器・

戦闘方法に直面した。世界最先端水準の国際紛争を

初めて経験し、当時の日本国内で一般的な「垣楯」

程度の防御施設（川合 1996）の限界を、この時に

強く認識したことは明らかである。そこで、このよ

うな蒙古襲来前段階の高麗・三別抄と日本との関係

を改めて念頭に置くと、たとえば記録に残っていな

い三別抄・高麗系の博多湾沿岸周辺地域在留者や、

高麗の城郭を実見した関係者による、元寇防塁の構

想と築造への直接・間接的関与があったことが充分

に推測できる。

同時代には、山岳寺院などでの石積みや版築技術

と遮断型城郭の先行例が存在した。そこに高麗の城

郭に関する知識が新たに加わることで、国際紛争規

模に対応した長大な遮断型城郭である元寇防塁の構

築が初めて可能になったと推察される（註５）。

しかし、このような国際紛争動向と連動した元寇

防塁築造とその維持のための技術体系の必要性は、

比較的短期間で終了した。そのため、地域の石積み

技術の系譜に存在感をとどめなかった可能性が考え

られる。日本の城郭史における元寇防塁の位置は、

古代山城や幕末の稜堡式城郭に類似するといえる。

註

１） 防塁構築当時の描写としては、1281（弘安４）年の「武雄神社文

書」に、「楯幷石築地上垣楯令用意之」という記述がみられる（川

添 1971：186−187頁）。防塁上とその近くには、「垣楯」と「楯」

の両者が備えられる必要のあったことがわかる。

そのほかに、防塁の修築に関わる史料で、防塁破損個所の部分名

称として、「高」・「裏加佐」・「加佐」・「裏」・「裏芝」という語句が

知られる（川添 1971）。このうち、「裏加佐」については、後方

（陸側）から石塁へ登りやすくするための土盛りなどの部分を指す

と従来想定されていた（相田 1982：202−203頁、川添編 1971：

242頁）。最近、塁壁上部から後背砂地の植栽などとする解釈も新た

に示された（齋藤編 2020：187頁、福永編 2021）。「高」につい

ては、これまであまり明確な解釈は示されていない。

また、「乱杭」「切立」という語句についても、相田二郎は防塁付

属の障害物である可能性を指摘しているが、川添昭二は特に「乱

杭」について防塁近隣河川河口部に設けた障害物と解釈している

（相田 1982：205−207頁、川添 1971）。なお、その想定地の一つ

である室見川河口西側の西区愛宕（鷲尾）山の北側尾根に時期不明

の切岸状・平場状地形がみられる（伊藤 2021：91頁）。

２） 今津地区の元寇防塁に関して、戦前の川上市太郎による調査報告

に掲載された1921（大正10）年の断面実測図では、海側壁面に対し

て陸側壁面がかなり低くなっている。そして、防塁上端部は、海側

壁面寄りにやや平坦面があって、陸側壁面に向かって緩やかに低く

なる形状が示されている（川上 1941：68頁）。また、1968（昭和

43）年の発掘調査成果の報告（鏡山ほか 1969）中の断面実測図で

も、海側壁面が高く、陸側壁面がやや低くなる形状が示されている

（第１図３・４）。同報告中では、直接その形状についての言及はな

いが、海側壁面に対して陸側壁面の角度が緩く、海側よりも小形の

石材を多用することで陸側壁面がより不安定で崩落しやすい状態で

あったことを指摘する（鏡山ほか 1969：８頁）。しかし、こうし

た断面形態の特徴は、海側壁面上部が胸壁＝女墻状に一段高く、背

後の陸側が一段低い「武者走り」的な通路空間が存在した痕跡とし

ても解釈可能と考えられる。

また、西新地区の元寇防塁のうち、西南学院大学中央キャンパス

１号館建設に先立って検出された遺構は、最初に版築状の土塁が構

築され、その後最大でも１ｍ程度のすぐ海側に隣接して石塁本体が

構築されたと考えられている（大塚編 2002）。この調査所見に基

づき、石塁と土塁がそれぞれ独立して並走するように現在の遺構復

元展示が行われている。しかし、この場合、石塁と土塁の間で防塁

守備側の行動と視界が完全に阻まれることになる。そのため、この

石塁・土塁間の間隙空間も、防塁完成時には砂などで埋めて、生の

松原地区の防塁とある程度似通った断面構造になっていた可能性が

考えられる。

なお、土塁自体の性格も未解明である。西新地区の国史跡指定地

内の防塁では、塁壁本体内部を版築状に構築していることが特徴で

ある（柳田ほか 1970）。そこで、西南学院大学１号館の土塁も、

防塁構築途中で当初計画よりも海側に塁壁本体が構築されることに

なったため、構築基礎段階のまま中断された塁壁本体中核部分の遺

構という解釈も考えられる。土塁本体背後に直交するように等間隔

で付属する控え状の小土塁の先端まで含めると、各地区の平均的な

防塁基底幅である３〜４ｍほどになる点も、これと符合する。

３） 怡土城（大門遺跡）で検出された石積みは、一部下部が土塁線の

外側に大きく突出する「テラス状遺構」を形成することも指摘され

ている（瓜生編 2006：46頁）。これは、中国・韓国の城郭に一般

的な「馬面」・「雉城」に類する城壁付属防御施設の可能性が考えら

れる。

４） 福井県勝山市の白山平泉寺南谷坊院跡では、16世紀後半に位置づ

けられる幅狭の低い石塁状遺構が多数検出され、「土塀基礎石垣」

と名付けられている（阿部編 2014）。正楽遺跡の第６平坦部「石

垣６」も、この「土塀基礎石垣」に類似する可能性がある。

ちなみに、「土塀基礎石垣」とみられるより良好な類例遺構を、

福岡市東区・新宮町の立花山城の「小つぶら」地区で確認できる。

５） 同時代の東北アジアでは、長大な遮断型城郭＝長城がかなり一般

的である。たとえば、モンゴルそのものにも「チンギス＝ハーンの

長城」と呼ばれるような多数の長大な長城遺跡がある。それらに

は、土塁と石塁の構築例の両者が含まれるが、構築者・時期性格な

どについては、まだ多くの未解明の課題が残されている（ボルジギ

ン編 2021）。

なお、元寇防塁と同時代で、博多湾沿岸周辺地域と関わりの深い
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中国・南宋の城郭は、城郭都市と山城が主体で、防塁のような長大

な遮断型城郭は知られていない。城壁の基本構造は高麗と共通する

部分が多い。しかし、各種攻城兵器や火薬兵器の発達に対応して、

城壁の規模も大きく、壁材に膨大な磚を使用し、城壁上の女墻など

の胸壁も多様な形態が創出されている。また、城郭都市の城壁周囲

には護城河＝外堀のめぐる例が多い（粟 2008、愛宕 1991）。
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はじめに コロナ禍における影響

新型コロナウイルス感染症の流行により、日本で

は2020年２月に文化イベントの自粛要請が出され、

国立博物館等の臨時休館、イベント等の中止・延期

等が相次いだ。同年４月には７都府県1に緊急事態

宣言が出されたのち、宣言の対象は全国に拡大され

た。

西南学院大学博物館では、2020年４月４日から８

月２日までを臨時休館とし、以降も感染状況や運営

母体である西南学院大学の方針に合わせて臨時休館

や事前予約制、来館者制限などを実施した。展示事

業に関しては会期の短縮、開催延長、講演会やイベ

ントの中止を行った（表１）。

新型コロナウイルス感染症流行以前の2019年度と

流行が顕著となった2020年度の開館日数と来館者数

を比較すると、開館日数は2019年度が288日に対し

て2020年度が169日の約４割減、来館者数にいたっ

ては2019年度が8474名に対して2020年度が990名の

約９割減となった（図１）。文化庁委託事業による

全国の博物館を対象とした調査2によると、来館者

数の平均の推移は2019年度から2020年度にかけての

前年度比が約46.1％の落ち込みであったことから、

西南学院大学博物館はとくに顕著な影響を受けた博

物館といえるだろう。
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コロナ禍における大学博物館の社会教育のための取り組み
―おうちでせいなんワークショップ―

山尾 彩香

表１ 新型コロナウイルス感染症による影響と対応

対 応 期 間 備 考

臨時休館
2020年４月４日〜

８月２日

臨時休館
2021年１月16日〜

２月９日

臨時休館（予約制）
2021年５月12日〜

６月20日

事前予約制（電話

予約者のみ入館可）

予約制開館

（一部例外）

2021年6月21日〜

７月13日

事前予約制

（西南学院大学の学

生および教職員は

事前予約の必要な

し）

臨時休館（予約制）
2021年８月20日〜

９月12日

事前予約制

（例外なし）

▶博物館の閉館（2021年12月15日時点）

対応 展 覧 会 会 期 イベント等

短縮

企画展「文化財と

ともに生きていく

―ドージャー記念

館 次の100年に向

けて―」

2020年２月３日

〜４月９日

→会期終了４月

３日

公開講座「ス

テンドグラス

の 修 復・そ の

技 術 と 理 念 」

（3/14）の中止

延期

企画展「黒木重雄

―絵を描くという

生き方―」

2020年４月13日

〜７月11日

→延期10月３日

〜12月18日

トークイベン

ト（ 5/23 ）の

中止

延長

特別展「地図を描

く ―伝えられた

『日本』―」

2020年 12月 23日

〜2021年２月27日

→会期終了2021

年４月14日

▶展示事業



１．これまでの「せいなんワークショップ」

博物館には果たすべき役割が大きく分けて三つあ

る。それは「収集・保存」、「調査・研究」、「教育・

展示」だ。とくに「教育・展示」に関しては、博物

館における表立った機能でもあることから、社会教

育施設としての一般認知度は高いだろう。

西南学院大学博物館は2006年に開館し、2010年に

博物館相当施設に指定された。この年、本格的な教

育普及事業として「せいなんこどもワークショッ

プ」3と銘打った活動が始まった。本取り組みは当

初、大学周辺の小学生を対象としたものであった

が、十年以上にわたる活動のなかで、他県などの館

外で開催する「おでかけワークショップ」や大人向

けの「せいなんワークショップ」など、地域や年齢

を限定しない活動へと展開していった。現在では、

定期的に開催する展覧会の教育プログラムとしても

定着している。

ワークショップでは「楽しみながら学べる」をコ

ンセプトに、基本的な活動内容として、①学芸員や

博物館スタッフによる展覧会の解説や講座、②展示

内容に沿った工作やレクレーションを行う二部構成

となっている。ワークショップを企画・運営するに

あたって活躍するのが、博物館スタッフとして雇用

している学生アルバイトや学生ボランティアといっ

た西南学院大学・大学院の在学生たちだ。一般の博

物館とは主旨の異なる大学博物館においては、学生

教育もまた一般市民を対象とした生涯学習に並ぶ重

要な使命となる。また、ワークショップを通じての

学生と地域住民との交流の場の提供は、「社会に開

かれた大学の窓口」としての大学博物館の役割を果

たすものでもある。だがしかし、参加者主体の体験

を重視するこれらの活動は、対面・対話によって支

えられていた活動でもある。2020年以降、対面によ

るせいなんワークショップの開催は2021年12月現在

まで実現していない。

博物館における最大の教育機能は展示にある。せ

いなんワークショップも、展示による学びを重視し

て構成されているのは先に述べた通りだ。しかし、

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が

2020年４月に全国に拡大されると、ほとんどの博物

館が休館4を余儀なくされ、博物館における展示教
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図１ 開館日数と来館者数の推移



育の機会が大きく失われた。このとき、光明をもた

らしたのがインターネットを介した教育普及活動

だった。博物館が休館していても、家庭で博物館の

学びが得られるようにと、学習のためのデジタルコ

ンテンツを企画、提供する動きが全国の博物館で活

発化したのだ。西南学院大学博物館でも既存のデジ

タルアーカイブを活用し、オンラインでの情報発信

に取り組んだ。

２．土台となったデジタルアーカイブ事業

デジタルアーカイブとは「図書・出版物、公文

書、美術品・博物品・歴史資料等公共的な知的資産

をデジタル化し、インターネット上で電子情報とし

て共有・利用できる仕組み」5をいい、インター

ネットが社会基盤として欠かせない時代となった昨

今において、博物館でのデジタルアーカイブ事業の

推進は重要な取り組みのひとつとなっている。

西南学院大学博物館では、2017年度よりデジタル

アーカイブ事業の一環として、博物館が所蔵する資

料の一部をデータ化し、ホームページで所蔵資料

データベース6として公開している。データベース

では西南学院大学博物館のコレクションの三本柱で

ある「日本キリスト教史関連資料」「キリスト教文

化関連資料」「関谷定夫コレクション」と平戸藩の

的山
あづち

大
おお

島
しま

に関する史料群「松澤氏収集文書」を公開

し、各資料の詳細（所蔵機関、コレクション名、資

料番号、表題、年代、形態、内容）や資料画像を閲

覧することができる（図２）。

また、2019年度には大学の教育支援プログラムで

デジタル・アーキビスト養成7を実施した。本教育

プログラムは、大学博物館が雇用している学芸調査

員（学部生・院生アルバイト）を対象とし、デジタ

ルアーカイブに関する専門知識の習得と実践経験を

通じて、次世代のデジタル・アーキビストを養成す

ることを目的としたものである。受講者は博物館教

員によるデジタルアーカイブに関する基礎知識の教

育を受けたのち、NPO法人日本アーカイブ協会が

提供する４日間の教育プログラムを受講。同協会が

実施する検定試験にのぞみデジタル・アーキビスト

資格を取得した。資格取得後は、デジタルアーカイ

ブ事業の実践として、西南学院大学博物館の所蔵資

料データベースの拡充に従事した。

所蔵資料データベースのほかにも、ホームページ

では過去の展覧会で刊行された図録や博物館ニュー

ス、年報、研究紀要などの刊行物をPDFで公開し

ている。また、Googleが提供するインターネット

サービス「ストリートビュー」を活用し、常設展示
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図２ 西南学院大学博物館所蔵資料データベース



室およびドージャー記念室をパノラマで閲覧できる

ページも2016年よりホームページに設置した。

デジタルアーカイブ事業によるこれらのデジタル

コンテンツの拡充は、コロナ禍における博物館の教

育普及活動に大きく貢献することとなる。

３．SNSでの教育普及活動

2020年４月、最初の緊急事態宣言を受けての臨時

休館では、西南学院大学博物館のほとんどの職員が

在宅勤務となり、博物館での活動が長期間休止と

なった。休館中でも博物館の社会的役割や教育機能

を果たすにはどうしたらよいのか。この時期、西南

学院大学博物館だけではなく全国の博物館が直面し

た課題は、オンラインでの博物館活動に解決の活路

を見出した。

西南学院大学博物館のオンラインでの情報発信の

主要な場はホームページであった。しかし、博物館

ホームページのサーバーは外部からアクセスができ

ない仕様のため、在宅勤務の博物館職員はホーム

ページの更新を行うことができない。ホームページ

を主流にしたオンラインでの情報発信は、当時の環

境では困難であったのだ。そこで、博物館の臨時休

館中のオンライン活動は、ホームページからソー

シャル・ネットワーキング・サービス（以下、

SNS）へと移行することとなった。

西南学院大学博物館では、2012年からTwitter

（seinan_museum）とFacebook（seinanmuseum）、

2017年からInstagram（seinan_museum）を運営し

ている。タイムリーな短文投稿と不特定多数への拡

散を特徴とするTwitterでは、展覧会やイベントな

どのお知らせや、博物館スタッフによるタイムリー

なつぶやきなどを行い、運用しているSNSのなかで

は一番の更新頻度を誇る。画像付きの長文投稿が可

能で、実名制のため比較的フォーマルな印象のある

Facebookでは、博物館事業や専門性の高いコラム

（博物館実習の報告や所蔵資料の解説など）を定期

的に更新。若年層をターゲットとするInstagramで

は、ビジュアルを重視した画像投稿を心がけてき

た。外部からでも更新が可能なこれらのSNSは、休

館中でも「見える博物館」の場として活躍した。な

により、SNSの特性のひとつである「ユーザーから

の反応の可視化」の恩恵も大きかった。この相互的

に「見える」状況は、利用者が博物館にどのような

情報やサービスを求めているかを検証することを可

能にし、博物館運営や教育普及活動の方針に生かす

ことができるからだ。

SNSでのオンライン活動では、ホームページ上で

公開していた既存のデジタルコンテンツを最大限に

活用した。また、学芸調査員によるコラム連載を実

施することで、学生教育や雇用の機会も創出した。

以下、臨時休館中にSNSで行った教育普及活動の事

例である。

・ジョージくんクイズ（Twitter）全42回

期間：2020年４月８日〜６月11日

臨時休館を実施してから４日後、博物館の所蔵資

料に関するクイズを出題する「ジョージくんクイ

ズ」の連載をTwitterで開始。教育普及担当の学芸

研究員が更新を担当し、土日を除くほぼ毎日投稿し

た。クイズの基本構成は①クイズの出題、②クイズ

の答え、③デジタルアーカイブ・サービスへの誘導

とし、リプライで一連の投稿をつないでいる（図

３）。

ジョージくんとは、福岡県指定有形文化財でもあ

る博物館建物をモチーフにしたマスコットキャラク

ターで、名前は建物の建築様式「ジョージアン・コ

ロニアル・スタイル」に由来する。不特定多数に向

けて発信されるTwitterの特性を鑑み、マスコット

キャラクターを起用することで親しみやすさを演出

した。出題するクイズの資料画像は、所蔵資料デー

タベースの資料画像や無料公開している図録の画像

などを使用し、解説も専門性よりも簡潔でわかりや

すさを重視したものとなっている。その代わりに、

より専門的な知識を得る手段として、資料のデータ

ベースや関連書籍（図録や刊行物）などへの誘導も

行った。この時期、全国の博物館がオンラインでの

情報発信8や教育普及活動を始動、発展させており、
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そういった他館からの活動の呼びかけにあったハッ

シュタグ「＃エア博物館」「＃おうちでミュージア

ム」も活用した。ハッシュタグの利用は、博物館と

市民とでの相互の情報の発信や共有を可能とするこ

とから、新たな取り組みとしても注目されている9。

・聖書植物園ツアー（Twitter)

2020年６月９日〜更新継続中（2021年12月15日現在）

臨時休館中ではあるものの、博物館職員の出勤が

一部解除となった６月から「ジョージくんクイズ」

の後続企画として「聖書植物園ツアー」の連載を

Twitterで開始した。更新は教育普及担当の学芸研

究員が行い、季節の聖書植物の写真や聖書植物につ

いての情報を不定期で発信している。投稿の基本構

成は①聖書植物の写真、②聖書植物の詳細、③聖書

植物の解説、④聖書植物園の情報となっている（図

４）。

聖書植物園とは、西南学院大学の敷地内で展開し

ている聖書に登場する植物を復元・展示した植物

園10である。「聖書植物園ツアー」の連載当初の目

的のひとつは、大学への入構禁止・制限により現地

で観察することができない来園者に代わり、聖書植

物の生体の様子を発信することにあった。静物であ

る博物館資料とは異なり、植物という生体の特性

上、季節や日ごとに生育し変化する植物は繰り返し

紹介することも可能である。そのため本企画は、

Twitterのユーザーからの好評もあり、臨時休館後

も更新を継続している。

・スタッフのオススメ図録（Facebook）全12回

期間：2020年４月20日〜５月２日

Facebookでは学生アルバイトの学芸調査員によ

るコラム連載を実施した。臨時休館特別企画第一弾

は、これまで博物館で刊行された展覧会図録を博物

館スタッフの目線で紹介する「スタッフのオススメ

図録」である。学芸調査員が持ち回りで担当し、12

日間連続で更新した。構成は①スタッフのつぶや

き、②図録の書籍情報と要約、③オススメポイン

ト、④刊行物のページリンク、⑤図録の画像となっ

ている（図５）。

・壱週逸品（Facebook) 全12回

期間：2020年５月９日〜７月24日

臨時休館特別企画の第二弾も学芸調査員による連

載で、「壱週逸品」と題して毎週土曜日に所蔵資料

一点を紹介した。構成は①スタッフのつぶやき、②
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①クイズの出題

ジョージくんによるクイズの出題と解説員

によるヒント。クイズの資料画像を掲載。

②クイズの答え

ジョージくんと解説員による資料の解説。

③デジタルアーカイブ・サービスへの誘導

博物館ホームページで公開している所蔵資料

データベースや図録（刊行物）へのリンク。

図３ ジョージくんクイズ（Twitter）
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①聖書植物の写真

聖書植物の最新写真とジョージくんと解説員によるコ

メント。

②聖書植物の詳細

植物の学名とともに、聖書での名前と植物が登場する

聖書の句を紹介。

③聖書植物の解説

解説員やジョージくんによる植物の解説や豆知識

図４ 聖書植物園ツアー（Twitter）

④聖書植物園の情報
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図５ スタッフのオススメ図録（Facebook）

図６ 壱週逸品（Facebook）



資料詳細と解説、③スタッフの資料に対するコメン

ト、④資料画像となっている（図６）。所蔵資料を

紹介するTwitterの「ジョージくんクイズ」とは差

別化をはかり、30〜40代の利用者が多い11Facebook

ではより専門性の高い内容を掲載した。

４．おうちでせいなんワークショップ

2020年６月、博物館職員の出勤が許可されるよう

になり、博物館ホームページの更新ができるように

なった。これを機に、臨時休館を継続しながらも、

それまでSNSだけで行っていたオンライン活動を

ホームページにも拡充した。それが「おうちでせい

なんワークショップ｣ 12である。おうちでせいなん

ワークショップでは、博物館への来館を前提とする

展示教育とは別の教育手段として、博物館の学びを

家庭でも学習・体験することを目的としている。ま

た、公開する学習コンテンツの作成には学芸調査員

も携わっている。通常の博物館業務で必要となるデ

ザインや映像制作で使用するアプリケーションソフ

トの技術習得や、アイデアを形にする企画力や制作

能力を養うなど、せいなんワークショップでも重視

していた実践的な学生教育の面も担っている。

おうちでせいなんワークショップ開設の契機のひ

とつとして、北海道博物館（北海道）の「おうち

ミュージアム」の取り組みがある。おうちミュージ

アムとは、新型コロナウイルスの感染拡大のため

2020年２月末より全国各地の小中学校などが臨時休

校になったことをきっかけに、北海道博物館が３月

よりはじめた取り組みである。それは、同時期に多

くの博物館が長期の臨時休館となるなか、「おうち

で楽しく学べる」をコンセプトに、自宅で過ごす子

どもたちのために各地の博物館と共にオンラインで

学習コンテンツを提供する連携活動であった13。

2021年12月時点で、230以上14の館が本企画に参加

しており、西南学院大学博物館も2021年６月より参

加を表明している。

ホームページに新設したおうちでせいなんワーク

ショップ専用のウェブページでは、せいなんワーク

ショップの「楽しみながら学べる」のコンセプトを

そのままに、過去の展覧会で開催したワークショッ

プをアレンジしたものから、おうちでワークショッ

プ限定の学習コンテンツを公開している。例えば、

在宅勤務期間中に準備していた幼児向けのワーク

シート「ジョージくんのわくわくパズル」（図７）

と「ジョージくんぬりえ」は、臨時休館直前まで館

内で実施していた常設型のワークショップ15を家庭

用にアレンジしたものである。以下、おうちでせい

なんワークショップにて公開している学習コンテン

ツの一部を紹介する。
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館内に常設されているマグネットパズル（左）を、はさみとのりを使って完成させる幼児向けパズルにアレンジした家庭用ワークシート（右）

図７ ジョージくんのわくわくパズル



・聖書植物を学ぶ「聖書植物ビンゴシート」

「聖書植物ビンゴシート ―身近なもの編―」（図

８）は、おうちでワークショップ専用のワークシー

トとして７月に公開した。本ワークシートの作成の

きっかけは、当時Twitterで発信していた「聖書植

物園ツアー」だった。というのも、想定以上のユー

ザーが聖書植物や聖書植物園に高い関心をもってい

ることに気付いたからだ。本来であれば、聖書植物

園を散策しながら行う屋外型のワークショップを提

供するのだが、大学への入構が制限されるコロナ禍

では実施が難しい。そこで、体験の場を聖書植物園

から家庭に移し、家や身近にあるものなどで聖書植

物を探すことにしたのだ。

ワークシートには９種類の聖書植物の画像がビン

ゴ形式に配置されている。植物だけでなく、食べ物や

加工品などになった聖書植物を見つけ出して、発見し

たときの様子を書き込み、ビンゴを目指す。一見、馴染

みのない聖書植物でも、生体そのものの姿だけでな

く、本来とは異なる姿で身近なところに存在している

のだという発見は、家庭で行うからこそのものであり、

聖書植物への親近感も演出してくれる。

・歴史を学ぶ「九州の今と昔」

博物館資料を活用した学習コンテンツとして歴史

を学べるワークシートがある。「九州の今と昔 ―九

州九カ国之絵図―」（図９）は、江戸時代の九州の

地図「九州九カ国之絵図」（1783）と現在の九州地

図とを比較し、江戸時代に九州にあった９つの国が

現在の何県になるかを解答する日本史の学習シート

だ。資料紹介シートと資料に関連する問題シートで

構成された本ワークシートの形式は、後続の「アジ

アの今と昔 ―アジア図―」にも引き継がれシリー

ズ化している。

・動画で学ぶ「ジョージくんミュージアムガイド」

2020年の臨時休館が９月に終了した後でも、感染

拡大により2021年にもたびたび長期の臨時休館（表

１）を実施した。そのようななかでも、予約制度の

導入や感染症対策を施したうえでの展覧会を開催し

たが、2021年度上半期（４月〜９月）の来館者数

は、コロナ以前の2019年度の上半期に比べて３割16

にまで減少した。コロナ禍の影響で、展示による教

育効果が十分に望めない状況が依然として続いてい

西南学院大学博物館 研究紀要 第10号

27
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た。そこで新たな取り組みとして、全国の博物館の

オンライン活動でも主流になりつつある動画による

展示解説の投稿をYouTube17で開始した。動画は開

催中の展覧会をジョージくんが案内する内容で、学

芸員や展示担当者の監修のもと制作している。動画

制作による活動は今後、新たなデジタルアーカイブ

事業として拡充を目指したい。

・せいなんワークショップとの連動

博物館で開催しているせいなんワークショップ

を、おうちでせいなんワークショップでも同時に提

供する試みも行った。「出島の出入許可証を書いて

みよう！」（図10）は2021年度特別展「長崎口と和

華蘭文化 ―異文化のさざ波―」の関連ワーク

ショップとして、会期中（2021年９月１日〜11月４

日）、館内に常設された自由参加型のワークショッ

プである。参加者は、展示資料の「長崎阿蘭陀商館

出入許状」（江戸時代中期）を模した許可証に、奉

行として役職と名前と日付を書き込み、判を押して

オリジナルの出島の出入許可証を作成する。本ワー

クショップと同じ内容を家庭でも出来るように、説

明シート、資料解説シート、ワークシートを別途作

成し、おうちでせいなんワークショップでも公開し

た。展示教育とオンライン教育の同時提供は、展示

教育の機会喪失やデジタルディバイドの解消になん

らかの希望が見いだせないかとも期待している。

さいごに ポストコロナ時代にむけて

コロナ禍、そしてその先のポストコロナ時代にむ

けて、大学博物館が社会教育施設としての役割を果

たすにはどうすればよいのか。先行きの見えない状

況ではあるものの、新型コロナウイルス感染症と付

き合いながら博物館活動を再開、さらには発展させ

るような工夫や新規事業が全国の博物館で見られる

ようになってきた。オンライン講演会18や公演・展

覧会・社会教育活動のライブ中継や配信、リモート

による情報交換会や研修会、バーチャル展示やVR

コンテンツ、デジタルアーカイブの推進など様々な

取り組みが行われている。西南学院大学博物館は、

「生涯学習のための社会教育施設」としての博物館

であると同時に、「学生教育と社会に開かれた窓口」

コロナ禍における大学博物館の社会教育のための取り組み ―おうちでせいなんワークショップ―（山尾 彩香）28
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としての大学博物館の使命も帯びている。来館者の

数が特別な意味をもたなくなるであろうこれからの

時代、市民や学生にどういった「展示・教育」の機

会を提供していくのか。コロナ禍が収束した後も、

新しい博物館の教育普及活動としてオンライン活動

を継続さらには発展させていく必要があるだろう。
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館内常設型ワークショップ（左）とオンライン学習用のワークシート（右）

図10 出島の出入許可証を書いてみよう！
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一
七

二
八
︶
年
に
完
成
し
た
著
書
﹃
交
隣
提
醒
﹄
の
中
で
︑
主
張
を
一
方
的
に
押
し
通
そ
う

と
す
る
対
馬
藩
の
強
硬
な
外
交
姿
勢
を
批
判
し
て
お
り
︑
時
勢
を
見
極
め
︑
朝
鮮
側
と

の
妥
協
点
を
探
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
︒
そ
し
て
芳
洲
ら
の
尽
力
の
末
︑
正

徳
元
︵
一
七
一
一
︶
年
に
は
︑
交
奸
に
関
す
る
三
か
条
の
約
条
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
︒
通
信
使
の
派
遣
に
と
も
な
う
交
渉
経
過
の
検
討
は
︑
今
後
の
課
題
と
し
た

い
︒

1

｢
四
つ
の
口
﹂
は
︑
荒
野
泰
典
﹃
近
世
日
本
と
東
ア
ジ
ア
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︵
一
九
八
八
︶
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
﹁
鎖
国
﹂
に
代
わ
る
概
念
で
あ
る
︒
十
七
世
紀
初
頭
に
形
成
さ
れ
︑
十
九
世
紀
中
頃
ま
で
維
持
さ
れ
た
日
本
の
国

際
関
係
で
︑
長
崎
に
お
け
る
来
日
中
国
人
・
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
関
係
︵
長
崎
口
︶︑
対
馬
藩
を
仲
介
役
と
し
た
朝
鮮

と
の
関
係
︵
対
馬
口
︶︑
薩
摩
藩
を
通
じ
た
琉
球
王
国
と
の
関
係
︵
薩
摩
口
︶︑
松
前
藩
を
通
じ
た
ア
イ
ヌ
民
族
と
の

関
係
︵
松
前
口
︶
と
い
う
四
か
所
の
窓
口
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
︒

2

｢
誠
信
﹂
と
は
︑
雨
森
芳
洲
以
前
の
時
代
か
ら
対
馬
と
朝
鮮
と
の
良
好
な
関
係
を
表
す
際
に
︑
公
文
書
な
ど
に
お
い

て
も
用
い
ら
れ
た
言
葉
だ
が
︑
次
第
に
形
骸
化
し
常
套
句
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
雨
森
芳
洲
は
こ
の
事

態
を
憂
慮
し
︑
自
身
の
著
書
﹃
交
隣
提
醒
﹄︵
一
七
二
八
︶
に
お
い
て
﹁
誠
信
﹂
と
は
﹁
互
ニ
不
欺
不
争
︑
真
実
を

以
交
﹂
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
た
︵
雨
森
芳
洲
著
︑
田
代
和
生
校
注
﹃
交
隣
提
醒
﹄
平
凡
社
︹
二
〇
一
四
︺︑
三

〇
四
～
三
〇
五
頁
︶︒

3

長
崎
の
出
島
や
唐
人
屋
敷
で
は
︑
日
本
人
女
性
︵
遊
女
︶
の
出
入
り
は
認
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
草
梁
倭
館
は
日
本

人
・
朝
鮮
人
に
限
ら
ず
︑
女
性
の
出
入
り
や
居
留
が
一
切
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
朝
鮮

人
が
倭
館
に
ひ
そ
か
に
侵
入
し
て
日
本
人
と
の
密
通
を
行
う
﹁
交
奸
﹂
事
件
が
︑
江
戸
時
代
を
通
し
て
少
な
く
と
も

十
一
件
以
上
確
認
さ
れ
て
い
る
︒
交
奸
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
︑
尹
裕
淑
﹃
近
世
日
朝
通
交
と
倭
館
﹄
岩
田
書
院

︵
二
〇
一
一
︶・
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ル
イ
ス
﹁
釜
山
倭
館
に
お
け
る
日
・
朝
交
流
︱
売
春
事
件
に
み
る
権
力
・
文
化
の
相

剋
︱
﹂︑
中
村
質
編
﹃
鎖
国
と
国
際
関
係
﹄
吉
川
弘
文
館
︵
一
九
九
七
︶・
孫
承
喆
﹁︽
倭
人
作
拏
謄
録
︾
을

통
하
여

본

倭
館
﹂︑﹃
港
都
釜
山
﹄
第
十
号
︵
一
九
九
三
︶・
守
屋
浩
光
﹁
対
馬
藩
に
お
け
る
﹃
交
奸
﹄
に
つ
い
て
︱
﹃
罰

責
﹄
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
に
︱
﹂︑
藩
法
研
究
会
編
﹃
幕
藩
法
の
諸
相
︱
規
範
・
訴
訟
・
家
族
︱
﹄
汲
古
書

院
︵
二
〇
一
九
︶
等
に
詳
し
い
︒

4

迫
田
ひ
な
の
﹁
館
守
﹃
毎
日
記
﹄
に
見
る
草
梁
倭
館
の
交
奸
事
件
︱
元
禄
三
︵
一
六
九
〇
︶
年
の
事
例
を
も
と
に

︱
﹂︑﹃
西
南
学
院
大
学
博
物
館
研
究
紀
要
﹄
第
九
号
︵
二
〇
二
一
︶︒

5

倭
館
に
滞
在
す
る
日
本
人
を
統
率
す
る
た
め
︑
対
馬
藩
は
寛
永
十
四
︵
一
六
三
七
︶
年
ご
ろ
か
ら
︑
馬
廻
︵
上
士
︶

の
う
ち
現
役
の
与
頭
か
表
番
頭
か
ら
選
任
さ
れ
る
館
守
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
任
期
は
原
則
と
し
て
二
年

だ
っ
た
が
︑
な
か
に
は
十
年
ほ
ど
勤
め
る
者
や
︑
一
度
退
い
て
再
任
す
る
館
守
も
い
た
︒
彼
ら
の
職
務
内
容
は
︑
外

交
官
で
あ
る
裁
判
の
相
談
役
︑
貿
易
の
管
理
や
倭
館
住
人
の
統
率
︑
許
可
証
の
発
行
か
ら
日
々
の
雑
務
ま
で
多
岐
に

わ
た
る
︒
ま
た
業
務
日
誌
で
あ
る
﹃
毎
日
記
﹄
の
記
録
を
行
っ
て
お
り
︑
天
候
︑
対
馬
船
や
人
の
出
入
り
︑
朝
鮮
側

の
役
人
の
訪
問
︑
伝
達
事
項
な
ど
が
逐
一
記
録
さ
れ
て
い
る
︵
田
代
和
生
﹃
新
・
倭
館
︱
鎖
国
時
代
の
日
本
人
町
﹄

ゆ
ま
に
書
房
︹
二
〇
一
一
︺︑
一
〇
五
～
一
一
〇
頁
・
国
立
国
会
図
書
館
編
﹃
参
考
書
誌
研
究
﹄
第
七
十
六
号
︹
二

〇
一
五
︺︑
九
～
一
二
頁
︶︒

6

通
信
使
派
遣
や
︑
対
馬
へ
の
朝
鮮
米
輸
入
な
ど
︑
個
別
の
交
渉
事
を
行
う
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
外
交
官
で
あ
る
︒
起

源
は
少
な
く
と
も
文
禄
・
慶
長
以
前
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
当
初
は
町
人
で
あ
っ
た
が
︑
業
務
の
複
雑
化
に
よ
り

慶
安
四
︵
一
六
五
一
︶
年
ご
ろ
か
ら
士
分
か
ら
任
命
さ
れ
︑
や
が
て
常
駐
役
員
の
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

宝
永
二
︵
一
七
〇
五
︶
年
に
は
︑
業
務
日
誌
で
あ
る
﹃
裁
判
記
録
﹄
の
提
出
が
義
務
化
さ
れ
て
お
り
︑
交
渉
の
過
程

が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
︵
田
代
和
生
﹃
新
・
倭
館
︱
鎖
国
時
代
の
日
本
人
町
﹄︹
前
掲
︺︑
一
一
〇
～
一
一
四

頁
・
国
立
国
会
図
書
館
編
﹃
参
考
書
誌
研
究
﹄︹
前
掲
︺︑
一
三
六
～
一
三
七
頁
︶︒

7

宗
家
文
書
﹃
分
類
事
考
﹄
十
六
︑﹁
変
死
・
死
刑
・
外
向
共
﹂︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶︒

8

宗
家
文
書
﹃
分
類
紀
事
大
綱
﹄
三
十
一
︑﹁
交
奸
一
件
﹂︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶︒

9

宗
家
文
書
﹃︵
館
守
︶
毎
日
記
﹄
六
十
六
︑
樋
口
久
米
右
衛
門
︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶︒

10

宗
家
文
書
﹃︵
館
守
︶
毎
日
記
﹄
六
十
八
︑
樋
口
久
米
右
衛
門
︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶︒

11

田
代
和
生
﹃
新
・
倭
館
︱
鎖
国
時
代
の
日
本
人
町
﹄︵
前
掲
︶
に
よ
る
と
︑
渡
海
訳
官
使
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
六

十
回
近
く
対
馬
へ
派
遣
さ
れ
た
使
節
で
︑
朝
鮮
の
司
訳
院
に
属
す
る
日
本
語
通
訳
官
の
う
ち
︑
国
王
に
拝
謁
で
き
る

堂
上
訳
官
が
正
使
に
な
る
た
め
﹁
訳
官
使
﹂
と
称
し
︑
あ
る
い
は
対
馬
藩
主
の
江
戸
か
ら
の
帰
国
を
慰
問
し
た
た
め

﹁
問
慰
行
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒
人
数
は
四
～
五
十
人
︑
多
く
て
百
人
余
り
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

12

宗
家
文
書
﹃︵
館
守
︶
毎
日
記
﹄
七
十
︑
樋
口
久
米
右
衛
門
︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶︒

13

崔
同
知
︑
崔
尚
㠎

︒
同
知
は
同
枢
︵
従
二
品
︶
の
別
名
で
︑
堂
上
訳
官
︒
倭
館
訓
導
や
渡
海
訳
官
使
正
使
︑
正
徳
期

通
信
使
上
々
官
な
ど
を
歴
任
し
︑
訳
官
の
最
高
位
で
あ
る
知
事
︵
正
二
品
︶
ま
で
昇
進
す
る
が
︑
享
保
六
︵
一
七
二

一
︶
年
︑
渡
海
訳
官
使
と
し
て
来
日
し
た
際
︑
密
貿
易
の
主
犯
を
働
き
失
脚
し
て
い
る
︵
雨
森
芳
洲
著
︑
田
代
和
生

校
注
﹃
交
隣
提
醒
﹄︹
前
掲
︺︑
一
二
二
頁
︶︒

14

宗
義
方
︵
一
六
八
四
～
一
七
一
八
︶
は
︑
三
代
藩
主
義
真
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
︑
元
禄
七
︵
一
六
九
四
︶
年
︑
四

代
藩
主
で
あ
っ
た
兄
義
倫
が
亡
く
な
っ
た
た
め
︑
十
一
歳
で
五
代
藩
主
と
な
っ
た
︒
正
徳
元
︵
一
七
一
一
︶
年
に
は

通
信
使
を
護
行
し
た
が
︑
享
保
三
︵
一
七
一
八
︶
年
︑
府
中
屋
形
で
病
死
し
た
︵
木
村
礎
ほ
か
編
﹃
藩
史
大
事
典
﹄

第
七
巻
︹
一
九
八
八
︺︑
二
六
一
～
二
六
九
頁
︶︒

15

宗
家
文
書
﹃
裁
判
記
録
﹄
七
︑
龍
田
権
兵
衛
︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶︒

16

朝
鮮
時
代
の
官
僚
組
織
は
東
班
︵
文
班
︑
文
臣
︶
と
西
班
︵
武
班
︑
武
臣
︶
か
ら
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
を
合
わ
せ

て
両
班

ヤ
ン
バ
ン

︵
양
반
︶
と
称
し
た
︒
東
班
に
属
す
る
中
央
機
構
の
中
核
は
六
曹
と
儀
政
府
︵
十
七
世
紀
以
降
は
備
辺
司
︶

が
担
っ
て
い
た
︒
六
曹
は
行
政
官
府
で
あ
る
吏
曹
・
戸
曹
・
礼
曹
・
兵
曹
・
刑
曹
・
工
曹
の
総
称
で
あ
り
︑
礼
曹

︵
예
조
︶
は
儀
礼
・
外
交
・
学
校
・
科
挙
な
ど
を
扱
う
官
府
で
あ
っ
た
︵
李
成
市
ほ
か
編
﹃
世
界
歴
史
大
系

朝
鮮
史

一
︱
先
史
～
朝
鮮
王
朝
︱
﹄
山
川
出
版
社
︹
二
〇
一
七
︺︑
三
〇
五
～
三
〇
九
︑
三
八
五
頁
︶︒

宝永四（一七〇七）年の交奸（密通）事件に見る対馬と朝鮮の外交交渉（迫田ひなの）

(

二
七
︶

32



倭
館
か
ら
申
し
入
れ
る
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
︑
と
館
守
は
言
い
切
っ
て
い
る
︒
こ
れ

に
対
し
両
判
事
は
︑
館
守
か
ら
の
言
伝
を
言
い
洩
ら
し
た
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
て
お

り
︑
今
の
返
答
で
不
備
が
あ
る
な
ら
ば
︑
東
莱
府
へ
﹁
幾
度
ニ
而
も
罷
越
可
申
入
候
﹂

と
述
べ
て
い
る
︒

こ
の
後
︑
二
月
十
日
に
は
館
守
の
茶
礼
が
翌
十
一
日
に
決
定
し
た
と
の
知
ら
せ
も
た

ら
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
館
守
は
一
向
に
解
決
し
な
い
﹁
古
裁
判
馳
走
﹂
問
題

を
︑
茶
礼
で
東
莱
府
使
に
直
訴
す
る
と
主
張
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
︑
両
訳
は
東
莱
府
の

長
官
で
あ
る
権
以
鎮
が
﹁
殊
外
六
ヶ
鋪

む
つ
か
し
き

﹂
人
物
で
あ
る
た
め
対
応
に
苦
慮
し
て
お
り
︑

自
分
た
ち
か
ら
話
を
通
す
の
で
︑
直
訴
は
控
え
て
ほ
し
い
と
懇
願
し
て
い
る
︒
結
局
︑

翌
日
に
は
予
定
通
り
茶
礼
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
︑
東
莱
府
使
へ
の
直
訴
は
行
っ
て
い

な
い
︒
さ
ら
に
︑
二
月
十
三
日
に
は
交
奸
事
件
の
評
定
が
朝
廷
で
行
わ
れ
て
お
り
︑
近

い
う
ち
に
結
審
す
る
と
い
う
知
ら
せ
が
両
判
事
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対

し
館
守
は
︑
東
莱
府
へ
出
向
き
︑
納
得
で
き
る
道
理
を
示
す
よ
う
求
め
る
な
ど
︑
事
件

の
処
理
が
未
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
︒﹁
古
裁
判
馳
走
﹂
問
題
の
交
渉
も

ま
た
難
航
し
︑
龍
田
が
対
馬
へ
帰
国
で
き
た
の
は
︑
十
月
二
日
に
﹁
音
物
﹂
を
受
け

取
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒

お
わ
り
に

元
禄
三
︵
一
六
九
〇
︶
年
の
事
件
に
お
い
て
︑
朝
鮮
側
は
関
係
者
全
員
を
死
罪
に
し

て
い
る
︒
日
本
人
に
対
し
て
も
同
罪
︵
同
一
処
罰
︶
で
あ
る
死
罪
を
求
め
て
い
た
も
の

の
︑
実
際
に
は
日
本
人
の
事
件
関
係
者
は
倭
館
内
で
の
謹
慎
処
分
を
経
て
対
馬
へ
帰
国

し
て
い
る
︒
藩
か
ら
は
﹁
旅
﹂
の
禁
止
と
い
う
処
分
が
下
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
︒
し

か
し
︑
実
際
に
は
こ
の
処
分
す
ら
も
遵
守
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
事
件
の
三
年
後
に
は
関
係

者
の
二
名
が
倭
館
に
滞
在
す
る
な
ど
︑
対
馬
藩
の
杜
撰
な
対
処
が
目
立
つ
結
果
と
な
っ

た
︒

元
禄
三
年
の
事
件
で
︑
朝
鮮
側
の
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め
る
の
を
待
ち
︑
事
件
関
係
者
を

帰
国
さ
せ
る
こ
と
で
事
態
が
う
ま
く
収
束
し
た
と
判
断
し
た
対
馬
藩
は
︑
続
く
元
禄
十

︵
一
六
九
七
︶
年
の
事
件
で
も
︑
同
様
の
対
処
を
行
お
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
︒
結
局
こ
の
件
は
︑
事
件
の
処
理
が
終
わ
ら
ぬ
間
に
︑
関
係
者
と
思
わ
れ
る
人

物
と
そ
の
仲
間
が
︑
わ
ず
か
九
か
月
後
に
﹁
潜
商
﹂︵
密
貿
易
︶
を
働
い
た
と
発
覚
し

て
し
ま
う
︒
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
︑
交
奸
事
件
の
取
り
締
ま
り
は
︑
倭
館
の
風
紀
を
正

す
上
で
必
要
で
あ
る
と
い
う
危
機
感
を
朝
鮮
側
に
植
え
付
け
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
︒

そ
の
十
年
後
に
発
覚
し
た
宝
永
四
︵
一
七
〇
七
︶
年
の
事
件
に
お
い
て
︑
朝
鮮
側
は

従
来
通
り
︑
ま
ず
館
守
と
の
交
渉
を
行
っ
た
︒
し
か
し
︑
館
守
は
﹁
少
し
で
も
疑
わ
し

い
者
は
す
ぐ
に
帰
国
さ
せ
る
よ
う
に
﹂
と
い
う
国
元
の
家
老
か
ら
の
指
示
も
あ
り
︑
ま

た
こ
の
件
は
倭
館
外
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
︑
朝
鮮
か
ら
の
捜
査
の
要
求
に
頑
と
し
て

応
じ
な
か
っ
た
︒
事
件
発
覚
か
ら
約
一
年
間
︑
一
向
に
取
り
合
お
う
と
し
な
い
館
守
に

痺
れ
を
切
ら
し
た
朝
鮮
側
は
︑
継
嗣
誕
生
と
い
う
祝
い
の
席
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
交
奸

を
行
っ
た
日
本
人
を
死
罪
に
す
る
よ
う
対
馬
側
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
︒
犯
人
と
目
さ

れ
た
白
水
は
︑
訳
官
使
た
っ
て
の
願
い
に
よ
り
倭
館
に
送
還
さ
れ
た
が
︑
東
莱
府
使
の

怒
り
の
矛
先
は
白
水
で
は
な
く
︑
礼
曹
か
ら
の
書
簡
を
受
け
取
ら
な
い
対
馬
藩
へ
と
向

け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
朝
鮮
側
は
訳
官
使
の
対
応
を
行
っ

た
裁
判
の
龍
田
の
﹁
馳
走
﹂
を
引
き
︑
あ
ま
つ
さ
え
藩
主
嫡
子
の
図
書
発
給
に
関
す
る

書
簡
に
交
奸
事
件
に
つ
い
て
記
載
す
る
と
い
う
強
硬
手
段
に
出
る
こ
と
と
な
る
︒

対
馬
藩
は
︑
元
禄
年
間
の
交
奸
事
件
に
お
い
て
︑
一
貫
し
て
朝
鮮
側
か
ら
の
要
求
で

あ
る
﹁
一
罪
﹂︵
同
一
処
罰
︶
を
拒
否
し
︑
関
係
者
を
帰
国
さ
せ
た
の
ち
に
水
面
下
で

処
分
を
行
う
と
い
う
方
針
を
取
っ
て
い
る
︒
朝
鮮
側
と
の
交
渉
に
お
い
て
も
︑
他
に
打

つ
手
が
な
い
状
況
に
な
っ
て
初
め
て
最
低
限
の
対
応
を
行
う
な
ど
︑
事
件
へ
の
対
処
全

て
が
後
手
に
回
っ
て
い
る
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
度
重
な
る
事
件
と
対
馬
藩
の
消

極
的
対
応
に
よ
っ
て
︑
朝
鮮
側
か
ら
の
関
係
者
処
罰
の
要
求
は
苛
烈
さ
を
増
す
が
︑
そ

れ
で
も
な
お
︑
対
馬
藩
に
交
奸
と
い
う
﹁
些
細
な
﹂
問
題
に
対
し
真
摯
に
向
き
合
お
う

西南学院大学博物館 研究紀要 第10号

(

二
六
︶

33



候
︑
国
書
を
御
取
上
不
被
成
候
而
も
家
老
中
ヨ
リ
短
簡
を
以
被
申
入
︑
殊
ニ
源
七

義
も
召
捕
被
差
渡
候
段
ハ
︑
即
国
書
御
取
上
ゲ
被
成
候
心
同
然
之
事
候
︑
此
段
両

訳
何
分
ニ
被
相
心
得
候
哉
と
申
入
候
処
ニ
︑
被
仰
聞
候
通
︑
去
々
年
源
七
義
も
爰

元
へ
被
差
渡
︑
御
年
寄
中
ヨ
リ
御
書
付
も
被
遣
候
故
︑
我
々
義
も
段
々
結
構
ニ
被

成
被
遣
候
間
︑
定
而
首
尾
好
相
済
可
申
と
珍
重
存
候
処
ニ
︑
国
書
を
も
御
取
上
不

被
下
候
故
︑
御
年
寄
中
ヨ
リ
之
御
書
付
も
披
見
仕
候
ニ
不
及
候
由
︑
其
節
被
申
置

候
古
館
守
御
代
ニ
も
︑
源
七
義
若
対
決
被
仰
付
候
節
ハ
︑
館
守
へ
も
御
出
被
成
義

ニ
候
哉
と
粗
様
子
承
之
候
へ
共
︑
館
守
抔
御
出
被
成
儀
ニ
而
ハ
無
之
候
︑
御
横
目

頭
可
被
差
出
と
の
御
事
之
由
被
承
届
候
付
︑
左
様
之
義
︑
旁
ニ
付
而
段
々
入
組
ニ

罷
成
︑
古
裁
判
馳
走
方
引
候
様
ニ
都
ヨ
リ
差
図
之
由
︑
東
莱
一
途
ニ
被
申
候
故
︑

私
申
義
図
書
之
儀
ニ
被
仰
越
候
︑
御
返
簡
ニ
交
奸
之
儀
御
書
込
被
成
候
ニ
付
︑
裁

判
不
被
相
請
取
候
︑
図
書
之
儀
ハ
御
附
送
不
被
成
候
ハ
ヽ
︑
其
趣
御
返
簡
ニ
御
書

載
被
仰
遣
候
様
ニ
︑
何
と
そ
此
段
は
一
応
御
注
進
被
成
可
然
由
色
々
申
入
候
へ

ハ
︑
先
頃
都
表
へ
被
申
越
候
処
ニ
︑
右
申
上
候
通
ニ
偏
ニ
国
書
を
御
取
上
ケ
無
之

故
︑
夫
ニ
抱
り
馳
走
被
引
候
段
︑
都
ヨ
リ
之
差
図
ニ
候
間
︑
何
角
ハ
不
及
申
︑
唯

都
ヨ
リ
之
差
図
ニ
而
候
と
計
被
申
候
︑
其
上
達
而
申
入
候
へ
ハ
我
々
義
︑
日
本
之

勝
手
に
罷
成
候
義
計
申
候
付
︑
急
度
科
ニ
可
申
付
抔
と
被
申
候
付
︑
中
ニ
立
候

我
々
別
而
迷
惑
千
万
ニ
奉
存
候
由
申
聞
ル

対
馬
藩
は
礼
曹
書
簡
を
受
け
取
り
こ
そ
し
な
か
っ
た
も
の
の
︑
家
老
中
か
ら
の
書
付

を
代
わ
り
に
発
給
し
て
お
り
︑
白
水
の
倭
館
送
還
に
も
応
じ
て
い
る
︒
こ
れ
は
書
簡
を

受
け
取
っ
た
も
同
然
の
対
応
で
あ
り
︑
こ
の
期
に
及
ん
で
﹁
交
奸
之
儀
ニ
抱
り
馳
走
方

被
引
﹂
く
と
い
う
の
は
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ
る
と
し
て
館
守
は
朝
鮮
側
の
対
応
を
痛

烈
に
批
判
し
て
い
る
︒
館
守
と
朝
鮮
朝
廷
と
の
板
挟
み
に
な
っ
た
両
判
事
は
﹁
我
々
別

而
迷
惑
千
万
奉
存
候
﹂
と
�
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
図
書
に
つ
い
て
の
返
簡
に
﹁
交
奸

之
儀
御
書
込
被
成
候
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
た
め
に
裁
判
は
返
簡
の
受
け
取
り
を
拒
否
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
館
守
は
︑
続
け
ざ
ま
に
両
判
事
へ
以
下
の
よ
う
な
返
答
を
行
っ

て
い
る
︒

〃
拙
者
申
候
ハ
︑
先
刻
申
入
候
通
︑
古
裁
判
馳
走
可
被
引
道
理
ニ
相
当
り
候
義
を
︑

是
非
御
馳
走
被
成
候
様
ニ
と
申
入
ニ
而
ハ
曽
而
無
之
候
︑
図
書
之
儀
御
附
送
不
被

成
候
ハ
ヽ
︑
其
趣
御
書
載
被
成
︑
交
奸
之
儀
ハ
別
而
御
書
簡
を
以
︑
古
館
守
帰
国

之
節
成
共
被
仰
越
候
様
ニ
有
之
候
へ
ハ
一
筋
御
尤
之
被
成
方
共
被
存
候
へ
共
︑
図

書
之
儀
被
仰
越
候
御
返
簡
ニ
不
預
交
奸
之
儀
御
書
込
被
成
候
而
ハ
︑
誰
ニ
い
た
し

候
而
も
請
取
可
申
候
哉
︑
日
本
ニ
而
ハ
左
様
之
儀
ハ
非
法
之
仕
形
と
申
候
︑
兎
角

両
訳
義
︑
此
方
ヨ
リ
申
入
候
趣
︑
具
ニ
東
莱
へ
得
不
被
申
達
候
故
と
存
候
︑
両
訳

役
義
ハ
た
と
ひ
呵
ニ
逢
候
と
も
︑
可
申
入
義
ハ
何
分
ニ
も
不
申
入
候
而
ハ
不
叶
義

ニ
候
︑
只
今
之
分
ニ
而
ハ
何
共
難
落
着
候
間
︑
又
々
東
莱
へ
罷
越
道
理
立
候
様
ニ

具
ニ
承
届
罷
出
候
様
ニ
︑
其
上
ニ
而
致
茶
礼
︑
掛
御
目
候
節
も
可
申
談
候
旨
申
聞

候
処
︑
訓
導
返
答
申
候
ハ
︑
被
仰
聞
候
通
一
々
御
尤
千
万
奉
存
候
︑
東
莱
へ
申
達

候
様
ニ
と
被
仰
付
候
儀
を
︑
聊
一
ツ
と
し
て
申
残
候
義
曽
而
無
之
事
候
︑
平
生
東

莱
被
申
分
之
内
︑
是
ハ
御
自
分
様
へ
申
上
候
而
ハ
極
而
不
宜
義
も
折
々
御
座
候
ニ

付
︑
拾

ヲ
(マ
マ
)

之
内
四
ツ
五
ツ
ハ
残
候
而
申
上
義
も
多
御
座
有
候
得
共
︑
此
間
ハ

段
々
物
毎
折
渡
り
六
ヶ
敷
義
計
御
座
候
付
︑
御
耳
ニ
達
不
宜
義
有
之
候
而
も
無
是

非
申
上
事
候
︑
幾
度
被
仰
聞
候
而
も
︑
只
今
御
返
答
被
申
候
外
ハ
被
申
入
間
敷
存

候
へ
共
︑
又
々
罷
越
候
様
ニ
と
被
思
召
候
ハ
ヽ
︑
幾
度
ニ
而
も
罷
越
可
申
入
候
由

申
聞

前
館
守
の
樋
口
久
米
右
衛
門
が
帰
国
す
る
際
︑
交
奸
に
関
す
る
こ
と
は
﹁
別
而
御
書

簡
を
以
﹂
申
し
入
れ
る
よ
う
依
頼
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
﹁
図
書
之
儀
被
仰
越
候
御

返
簡
﹂
に
書
き
込
み
が
な
さ
れ
た
の
は
︑
両
判
事
が
対
馬
の
意
向
を
き
ち
ん
と
東
莱
府

へ
申
し
入
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
り
︑
仮
に
両
判
事
が
﹁
呵
ニ
逢
﹂
っ
た
と
し
て
も
︑
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共
︑
曽
而
取
上
ケ
不
申
候
間
︑
左
様
相
心
得
候
様
ニ
と
被
申
渡
候
段
拙
者
へ
被
申

置
︑
日
帳
ニ
も
書
載
相
見
へ
候
︑
無
実
申
掛
ニ
相
極
り
候
ハ
ヽ
︑
前
以
此
方
へ
一

旦
届
有
之
候
上
︑
死
罪
ニ
可
被
申
付
義
と
存
候
得
共
︑
何
角
申
論
候
儀
も
無
益
之

事
候
︑
若
重
而
館
外
ニ
而
召
捕
候
抔
と
申
候
而
ケ
様
之
十
方
義
共
申
聞
候
共
︑
此

已
後
決
而
取
上
ケ
不
申
候
間
︑
此
旨
能
々
相
心
得
候
様
ニ
と
訓
別
へ
申
渡
ス

白
水
は
対
決
の
た
め
倭
館
へ
送
還
さ
れ
た
が
︑
朝
鮮
側
は
﹁
何
角
不
埒
成
﹂
返
答
を

繰
り
返
し
︑
結
局
対
決
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
︑
対
馬
側
は
女
性
が
白
水
に
﹁
虚
言

を
申
掛
﹂
た
と
判
断
し
た
︒
前
館
守
で
あ
る
樋
口
久
米
右
衛
門
の
時
に
白
水
は
対
馬
へ

戻
す
こ
と
に
な
っ
た
が
︑﹁
万
一
重
而
ケ
様
之
不
埒
成
義
﹂
を
持
ち
出
し
た
と
し
て
も
︑

対
馬
は
﹁
取
上
ケ
﹂
な
い
こ
と
を
心
得
る
よ
う
通
達
し
て
い
る
︒

第
四
節

倭
館
に
お
け
る
﹁
裁
判
馳
走
﹂
問
題

さ
ら
に
こ
の
間
︑
対
馬
藩
主
の
嫡
男
彦
千
代
の
﹁
図
書
｣27
に
関
す
る
交
渉
を
務
め

る
裁
判
と
し
て
︑
再
度
倭
館
へ
渡
っ
て
い
た
﹁
龍
田
権
兵
衛
﹂
に
対
す
る
﹁
馳
走
﹂

︵
支
給
物
︶
が
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
記
事
が
﹃
毎
日
記
』28
上
で
散
見
さ
れ
る
︒
倭
館

で
は
﹁
闌ら

ん

出
し
ゅ
つ

﹂︵
倭
館
か
ら
の
無
断
外
出
︶
な
ど
が
起
こ
っ
た
際
に
︑
館
守
や
裁
判
が

そ
の
責
任
を
負
い
︑
朝
鮮
か
ら
の
支
給
物
の
撤
供
︑
外
交
儀
礼
の
中
止
な
ど
の
措
置
が

取
ら
れ
た
例
が
あ
る
が
︑
龍
田
は
な
ぜ
﹁
馳
走
﹂
の
支
給
を
中
止
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
︒

【宝
永
七
年

二
月
︼

一

二
月
七
日
︑
晴
天
︑
北
東
風

︵
中
略
︶

〃
訓
導
・
仮
別
差
申
聞
候
ハ
︑
先
頃
已
来
被
仰
聞
候
古
裁
判
馳
走
被
引
候
儀
︑
東
莱

へ
申
達
候
処
ニ
︑
東
莱
被
申
候
ハ
︑
其
段
ハ
先
頃
ヨ
リ
申
入
候
通
都
表
ヨ
リ
之
差

図
に
而
候
故
︑
引
之
候
由
可
被
申
候
旨
申
聞
ル

〃
拙
者
致
返
答
候
ハ
︑
何
共
難
落
着
候
︑
古
裁
判
馳
走
方
之
儀
︑
極
而
御
引
不
被
成

候
而
不
叶
儀
ニ
候
を
︑
是
悲(非

)

御
馳
走
被
成
被
下
候
様
ニ
と
申
入
義
ニ
無
之
候
︑
都

表
ヨ
リ
如
何
様
之
訳
ニ
而
御
引
被
成
候
と
の
義
︑
道
理
を
分
ケ
被
仰
聞
候
得
ハ
︑

其
趣
対
州
へ
も
申
越
義
ニ
候
処
︑
唯
都
表
ヨ
リ
之
差
図
ニ
而
被
相
引
候
と
の
御

事
︑
東
莱
被
仰
分
と
も
不
存
候
︑
両
訳
承
違
ニ
而
ハ
無
之
候
哉
︑
東
莱
被
仰
分
︑

訓
導
尤
と
被
存
候
ハ
ヽ
︑
委
細
ニ
申
聞
候
様
ニ
と
申
達
候
処
ニ
︑
訓
導
返
答
申
候

ハ
︑
被
仰
聞
候
通
承
届
︑
御
尤
ニ
奉
存
候
︑
馳
走
方
被
引
候
段
も
︑
別
之
義
ニ
而

無
無

(
マ
マ
)

御
座
候
︑
去
々
年
渡
海
訳
官
持
渡
り
国
書
御
取
上
不
被
成
候
付
而
︑
右
一
件

ニ
抱
り
古
裁
判
馳
走
方
引
申
候
と
の
義
︑
都
表
ヨ
リ
差
図
ニ
候
故
其
通
申
上
候
様

ニ
と
被
申
候
︑
我
々
ニ
至
而
も
古
裁
判
之
儀
ハ
少
も
愚
ニ
不
奉
存
義
ニ
御
座
候
得

共
︑
右
之
通
被
申
候
付
︑
何
共
気
毒
千
万
奉
存
候
由
申
聞
ル

館
守
が
古
裁
判
で
あ
る
龍
田
の
﹁
馳
走
﹂
が
引
か
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
︑
両
訳

を
介
し
東
莱
府
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
︑
東
莱
府
は
朝
廷
か
ら
の
指
示
で
あ
る
と
返
答
し
て

い
る
︒
得
心
が
い
か
な
い
館
守
は
︑
訓
導
に
対
し
﹁
東
莱
府
使
の
言
い
分
が
も
っ
と
も

だ
と
思
う
な
ら
ば
︑
詳
し
く
説
明
す
る
よ
う
に
﹂
と
申
し
掛
け
た
と
こ
ろ
︑
訓
導
か
ら

﹁
去
々
年
渡
海
訳
官
持
渡
り
国
書
御
取
上
不
被
成
候
付
而
︑
右
一
件
ニ
抱
﹂
っ
て
い
た

た
め
だ
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
両
判
事
と
し
て
は
︑
龍
田
は
少
し
も
﹁
愚
﹂

で
な
い
と
考
え
て
い
る
た
め
︑
こ
の
対
応
を
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が

え
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
館
守
は
次
の
よ
う
に
返
答
し
て
い
る
︒

〃
拙
者
返
答
申
候
ハ
︑
去
々
年
訳
官
持
渡
り
御
書
簡
之
儀
︑
対
州
へ
御
取
上
難
被
成

首
尾
有
之
ニ
付
︑
其
趣
家
老
中
ヨ
リ
書
付
御
渡
被
成
︑
源
七
義
も
爰
元
へ
被
差

渡
︑
其
上
古
館
守
方
ヨ
リ
委
細
以
短
簡
被
申
入
候
得
共
︑
其
節
ハ
御
披
見
無
之
候

而
︑
唯
今
ニ
至
り
交
奸
之
儀
ニ
抱
り
馳
走
方
被
引
候
と
の
義
︑
左
様
有
之
間
敷
事
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滞
候
様
ニ
被
致
候
様
ニ
申
渡
候
処
︑
両
訳
返
答
ニ
申
候
ハ
︑
如
仰
女
事
一
件
之
儀

ハ
︑
両
国
大
切
成
儀
ニ
御
座
候
︑
御
双
方
ヨ
リ
被
仰
通
候
趣
︑
少
も
相
違
不
仕
候

様
ニ
随
分
念
を
入
可
申
候
︑
右
被
仰
聞
候
御
口
上
之
趣
︑
一
々
具
ニ
東
莱
へ
申

達
︑
追
而
東
莱
ヨ
リ
之
御
返
答
可
申
上
由
返
答
仕
ル

四
日
に
倭
館
へ
到
着
し
た
白
水
は
︑
国
元
か
ら
の
指
示
に
よ
り
番
を
付
け
ら
れ
て
い

る
︒
一
連
の
報
告
を
受
け
た
東
莱
府
使
は
︑
白
水
の
倭
館
送
還
よ
り
も
︑
礼
曹
書
簡
を

受
け
取
ら
な
い
対
馬
の
対
応
を
問
題
視
し
た
︒
こ
の
た
め
︑
こ
れ
以
降
の
﹃
毎
日
記
﹄

に
は
白
水
に
関
す
る
記
事
は
見
ら
れ
な
い
︒

【九
月
の
経
過
︼

九
月
十
六
日
﹁
囚
人
白
水
源
七
﹂
が
対
馬
に
帰
国
す
る
と
い
う
記
事
が
登
場
す
る
︒

帰
国
後
︑
白
水
が
藩
内
で
下
さ
れ
た
処
分
に
つ
い
て
は
︑
対
馬
藩
が
編
纂
し
た
判
決
用

例
集
で
あ
る
﹃
罰
責
』24
の
交
奸
の
項
に
次
の
よ
う
に
記
載
が
あ
る
︒

○
弐
拾
番

交
奸

宝
永
六
丑
九
月
廿
五
日

町
人
白
水
源
七

右
朝
鮮
之
女
ニ
眤
ミ
両
国
之
制
禁
を
犯
候
由
︑
当
春
渡
海
之
訳
官
申
出
︑
対
決
之
為

彼
地
江
被
差
渡
候
得
共
︑
彼
方
何
分
之
存
入
ニ
候
哉
︑
対
決
不
申
付
候
︑
実
否
難
決

候
︑
併
□
此
業
作
不
宜
故
名
差
ニ
も
逢
︑
両
国
之
出
入
ニ
及
候
段
不
届
ニ
付
︑
流
罪

ニ
被
仰
付
候
間
︑
親
類
中
ヨ
リ
田
舎
へ
差
下
置
︑
他
国
ハ
不
及
申
︑
府
内
江
も
決
而

為
登
不
申
様
︑
堅
可
申
付
旨
申
渡

こ
れ
に
よ
る
と
︑
白
水
は
倭
館
へ
送
ら
れ
た
が
︑
対
決
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に

罪
状
の
有
無
は
定
ま
ら
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
名
指
し
さ
れ
た
の
は
素
行
に
問
題
が

あ
っ
た
た
め
で
あ
り
︑
結
果
的
に
両
国
間
に
軋
轢
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
不
届
き
で
あ

る
と
し
て
﹁
流
罪
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
流
罪
﹂
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て

は
﹁
親
類
中
ヨ
リ
田
舎
へ
差
下
置
︑
他
国
ハ
不
及
申
︑
府
内
江
も
決
而
為
登
不
申
様
﹂

と
あ
り
︑
実
質
的
に
は
府
内
か
ら
の
所
払
い
25

に
近
い
措
置
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

【宝
永
七
年

七
月
︼

こ
れ
に
対
し
︑
朝
鮮
側
で
は
翌
年
の
七
月
に
関
係
者
の
処
刑
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
︑

﹃
毎
日
記
』26
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

一

七
月
廿
七
日
︑
晴
天
︑
南
風

︵
中
略
︶

〃
訓
導
李
僉
知
・
別
差
k
判
事
罷
出
申
聞
候
ハ
︑
唯
今
東
莱
ヨ
リ
伝
令
参
候
処
ニ
︑

先
比
国
法
を
背
致
交
奸
候
と
申
女
并
其
節
致
中
取
候
部
将
︑
此
弐
人
之
者
共
候

間
︑
坂
下
於
二
獄
斬
罪
ニ
申
付
候
間
︑
其
通
ニ
相
心
得
候
様
ニ
と
申
参
候
︑
右
伝

令
之
通
ニ
候
得
ハ
︑
館
守
へ
も
御
届
申
入
候
様
ニ
と
之
儀
ニ
而
ハ
無
御
座
候
得

共
︑
境
目
ニ
而
死
罪
ニ
被
行
候
義
︑
一
旦
御
届
不
申
入
置
候
段
︑
如
何
被
存
候
故

致
参
上
候
由
申
聞
候
付
︑
私
返
答
申
候
ハ
︑
東
莱
ヨ
リ
之
御
届
ニ
而
ハ
無
之
候
得

と
も
︑
坂
下
ニ
而
死
罪
ニ
被
申
付
候
故
為
念
各
ヨ
リ
被
致
届
候
と
の
義
承
届
候
︑

国
法
ニ
被
行
候
儀
は
︑
此
方
ヨ
リ
兎
角
可
申
入
様
無
之
事
候
得
共
︑
右
女
前
御
詮

議
之
節
︑
源
七
と
申
者
交
奸
相
手
ニ
候
段
申
出
候
由
ニ
而
館
守
へ
被
相
届
︑
其
上

御
国
ニ
て
も
崔
同
知
・
韓
僉
正
方
ヨ
リ
申
出
候
付
︑
実
不
実
不
相
知
義
ニ
候
得

共
︑
御
誠
信
之
儀
専
被
入
御
念
候
故
︑
早
速
源
七
義
被
召
捕
︑
対
決
之
為
爰
元
へ

被
差
越
候
ニ
付
︑
先
館
守
方
ヨ
リ
折
々
対
決
之
儀
被
申
掛
候
へ
共
︑
何
角
不
埒
成

御
返
答
ニ
而
終
ニ
対
決
不
被
申
付
候
︑
然
ハ
右
女
源
七
へ
虚
言
を
申
掛
候
ニ
相
極

り
候
故
と
存
︑
先
館
守
代
ニ
源
七
儀
ハ
被
差
返
候
︑
其
砌
金
正
ニ
被
申
渡
候
は
︑

源
七
儀
数
ケ
月
爰
元
へ
被
召
置
候
得
共
︑
虚
言
申
掛
候
ニ
相
極
り
候
哉
︑
対
決
不

被
申
付
候
故
︑
則
今
度
御
国
へ
差
返
候
︑
万
一
重
而
ケ
様
之
不
埒
成
義
申
聞
候
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白
ニ
成
候
ハ
ヽ
︑
永
々
流
罪
申
付
︑
此
以
後
迄
之
定
格
ニ
相
究
可
申
候
間
︑
左
様

ニ
相
心
得
可
成
候
︑
元
来
貴
国
ニ
而
本
国
之
人
ニ
ち
な
ミ
候
女
ヲ
死
刑
ニ
被
仰
付

候
も
至
当
之
御
刑
法
と
も
難
存
候
︑
刑
罰
之
儀
ハ
あ
な
が
ち
惨
酷
ニ
候
得
ハ
︑
重

而
科
ヲ
犯
し
候
者
無
之
と
申
ニ
而
も
有
之
間
鋪
候
得
ハ
︑
此
通
ニ
而
ハ
将
来
之
奸

ハ
懲
可
申

(不
欠
カ
)

事
ニ
候
︑
乍
此
上
右
之
科
ヲ
犯
し
候
者
︑
決
而
死
刑
ニ
可
申
付
筈
之
道

理
有
之
候
ハ
ヽ
︑
其
訳
ヲ
委
細
ニ
被
仰
聞
可
被
下
候
︑
何
ニ
い
た
し
候
而
も
両
国

誠
信
之
永
久
成
様
ニ
と
存
候
間
︑
幾
重
ニ
も
宜
様
御
相
談
可
申
入
候
︑
此
趣
帰
国

之
節
礼
曹
へ
可
被
申
入
候
︑
已
上

月
日

杉
村
頼
母

大
浦
忠
左
衛
門

杉
村
三
郎
左
衛
門

平
田
隼
人

崔
同
知

前

韓
僉
知

白
水
は
事
件
当
時
﹁
麻
瘡
﹂
を
病
ん
で
い
た
と
近
隣
の
人
々
も
供
述
し
て
お
り
︑
本

人
も
一
貫
し
て
無
罪
を
主
張
し
て
い
る
た
め
︑
対
馬
藩
は
白
水
を
倭
館
へ
送
還
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
︒
し
か
し
︑﹁
日
本
﹂
に
お
い
て
は
刑
を
科
せ
ら
れ
る
行
動
で
は
な
い

と
し
て
お
り
︑
あ
く
ま
で
﹁
貴
国
之
御
法
も
立
﹂
よ
う
対
馬
が
取
り
計
ら
っ
て
い
る
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
︒

こ
う
し
て
︑
三
月
九
日
に
は
訳
官
使
の
乗
船
が
十
六
日
に
決
定
し
た
︒
ま
た
︑
訳
官

使
に
渡
し
た
書
簡
と
同
様
の
書
簡
を
館
守
か
ら
東
莱
府
使
へ
渡
す
よ
う
指
示
し
て
い

る
︒
訳
官
使
一
行
は
十
六
日
に
乗
船
︑
対
馬
佐
賀
浦
に
数
日
間
停
泊
し
た
の
ち
︑
二
十

二
日
鰐
浦
に
到
着
し
て
い
る
︒
そ
の
後
は
風
を
待
ち
︑
四
月
四
日
に
鰐
浦
を
出
船
︑
そ

の
日
の
う
ち
に
倭
館
へ
到
着
し
た
︒
こ
の
後
の
経
過
は
館
守
の
﹃
毎
日
記
』23
に
見
ら

れ
る
︒

【四
月
の
経
過
︼

一

同
︵
四
月
︶
四
日
︑
晴
天
︑
北
東
風

︵
中
略
︶

〃
去
々
年
女
事
之
儀
ニ
付
︑
白
水
源
七
今
度
被
差
渡
□

(虫
損
)

︑
船
揚
申
付
︑
番
人
等
御

国
ヨ
リ
御
差
図
之
通
申
付
ル
︑
委
細
別
帳
ニ
記
之

一

同
︵
四
月
︶
五
日
︑
雨
天
︑
南
風

︵
中
略
︶

一
去
々
年
女
事
出
入
ニ
付
︑
白
水
源
七
と
申
者
相
手
之
由
訳
官
共
於
対
州
申
出
候

付
︑
則
源
七
儀
拷
問
被
申
付
候
処
ニ
其
身
誤
り
無
之
旨
申
談
候
︑
乍
然
両
国
預
り

候
事
ニ
候
へ
ハ
︑
源
七
申
分
計
ニ
而
ハ
難
相
止
︑
爰
元
ニ
而
右
之
女
為
対
決
︑
科

有
無
之
儀
を
分
明
ニ
不
遂
吟
味
候
而
ハ
不
叶
事
ニ
被
存
︑
今
度
裁
判
引
船
乗
之
被

差
越
候
︑
依
之
拙
者
方
ヨ
リ
東
莱
へ
申
達
候
趣
短
簡
を
以
申
遂
候
︑
且
亦
於
対
州

崔
同
知
・
韓
僉
正
方
へ
家
老
共
ヨ
リ
相
渡
候
書
付
之
写
︑
別
書
一
通
︑
是
又
拙
者

方
ヨ
リ
東
莱
へ
掛
御
目
候
様
ニ
差
越
候
付
令
進
覧
候
︑
源
七
対
決
之
儀
ハ
︑
各
御

返
答
東
莱
ヨ
リ
被
仰
下
候
以
後
対
決
可
申
付
候
︑
勿
論
御
返
答
之
趣
一
々
対
州
へ

申
遣
儀
ニ
候
間
︑
両
訳
口
上
ニ
而
被
仰
下
候
而
ハ
不
相
済
事
ニ
候
︑
御
返
答
之
趣

委
細
短
簡
ニ
而
被
仰
下
候
様
ニ
兼
而
可
被
相
心
得
候
︑
右
之
通
具
ニ
東
莱
へ
可
被

申
達
候
事

四
月
五
日

金
正
公

洪
判
事
公

〃
右
之
通
書
付
を
以
申
渡
︑
御
年
寄
中
ヨ
リ
訳
官
崔
同
知
・
韓
僉
正
御
渡
被
成
候
御

書
付
之
写
一
通
并
拙
者
方
ヨ
リ
東
莱
へ
之
短
簡
一
対
︑
両
訳
渡
之
︑
拙
者
ヨ
リ
両

訳
ニ
申
渡
候
今
度
女
□
□

(
虫
損
)

科
之
儀
ハ
双
方
大
切
成
事
ニ
而
︑
両
訳
儀
ハ
取
次
事
ニ

候
へ
□
□
□

(

虫

損

)

ヨ
リ
之
申
分
少
も
違
却
不
仕
候
様
ニ
随
分
念
を
入
︑
双
方
申
分
不
相
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裁
判

右
之
通
之
御
書
付
両
使
へ
申
渡
候
処
ニ
︑
両
使
返
答
ニ
申
上
候
ハ
︑
今
度
御
嘉
儀

之
使
者
ニ
罷
渡
候
時
節
︑
不
遠
慮
成
ル
儀
ヲ
申
上
候
と
奉
存
候
得
共
︑
カ
ク
セ
イ

出
入
之
儀
ハ
朝
廷
ヨ
リ
被
仰
付
候
故
︑
無
是
非
申
上
候
︑
然
ハ
源
七
儀
厳
拷
問
被

仰
付
候
処
︑
其
身
ニ
誤
り
無
之
候
申
募
候
故
︑
兼
而
被
仰
聞
置
候
通
朝
鮮
へ
被
差

渡
被
下
候
と
之
御
事
︑
誠
ニ
忝
次
第
ニ
奉
存
候
︑
源
七
儀
朝
鮮
に
て
も
弥
誤
り
無

之
ニ
相
極
候
得
ハ
︑
乍
此
上
我
々
と
て
も
珍
重
奉
存
候
︑
唯
我
々
帰
国
仕
候
而
︑

朝
廷
へ
申
達
候
道
筋
明
キ
候
段
︑
火
悦
至
極
ニ
存
候
︑
御
礼
之
儀
ハ
宜
様
ニ
申
上

候
様
ニ
と
申
聞
候
︑
尤
朝
鮮
言
葉
ニ
て
も
一
々
御
書
付
之
趣
申
達
︑
返
答
傳
五
郎

承
之
︑
太
廰
ヨ
リ
罷
帰
掛
ニ
直
ニ
三
郎
左
衛
門
殿
へ
傳
五
郎
同
道
仕
罷
出
︑
両
使

返
答
之
次
第
申
上
ル

白
水
源
七
は
︑
訳
官
使
へ
の
伝
言
通
り
三
月
二
日
か
ら
﹁
詮
議
﹂
を
受
け
て
い
る
︒

七
日
の
記
事
に
よ
る
と
︑
白
水
は
や
は
り
身
に
覚
え
が
な
い
と
供
述
し
た
た
め
に
倭
館

へ
送
還
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
︒
白
水
送
還
の
際
に
は
︑
龍
田
の
﹁
裁
判
引
船
﹂
で

護
送
さ
れ
る
と
あ
り
︑
訳
官
使
は
﹁
朝
廷
へ
申
達
候
道
筋
﹂
が
明
い
た
と
話
し
て
い

る
︒
八
日
に
書
き
直
さ
れ
た
礼
曹
へ
の
書
簡
の
和
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

白
水
源
七
と
申
者
︑
帰
国
之
女
ニ
ち
な
ミ
候
次
第
︑
委
細
被
申
聞
承
届
候
︑
此
儀

ハ
兼
而
厳
鋪
申
付
置
候
処
ニ
︑
法
制
ヲ
犯
シ
倫
理
ヲ
乱
リ
至
極
不
届
者
ニ
候
得

ハ
︑
其
侭
差
置
可
申
道
理
無
之
候
︑
乍
然
厳
拷
問
申
付
候
而
も
白
状
不
致
︑
其
身

之
誤
り
無
之
由
申
詰
候
︑
且
亦
館
内
へ
申
遣
シ
︑
一
人
宛
遂
吟
味
候
処
ニ
︑
右
之

女
ハ
貴
国
之
人
石
垣
之
外
ニ
而
召
捕
候
得
ハ
︑
若
ハ
盗
ニ
入
可
申
と
存
シ
候
事
ニ

而
も
可
有
之
哉
︑
源
七
儀
ハ
其
節
麻
瘡
相
煩
居
申
申

(
マ
マ
)

候
由
︑
何
も
申
候
︑
乍
然
誠

信
之
條
之
儀
ニ
候
得
ハ
︑
一
方
之
申
分
計
り
承
︑
有
無
ヲ
決
可
申
筈
も
無
之
対
決

之
之

(
マ
マ
)

上
□
分
明
ニ
相
知
レ
可
申
と
存
候
付
︑
此
度
館
守
方
へ
差
送
︑
得
と
遂
吟
味

候
様
と
申
遣
候
︑
且
亦
此
儀
ニ
付
︑
貴
国
へ
不
申
入
候
而
不
叶
儀
有
之
候
︑
委
細

ニ
左
ニ
書
伸
候
間
︑
御
亮
察
可
被
成
候
︑
貴
国
ニ
而
ハ
本
国
之
人
ニ
ち
な
ミ
候
女

ハ
死
罪
ニ
被
仰
付
候
由
︑
兼
而
承
及
候
︑
此
度
之
女
ヲ
も
前
例
之
通
死
罪
ニ
被
仰

付
候
付
︑
此
方
之
者
も
同
刑
ニ
被
仰
付
候
度
被
思
食
ニ
而
可
有
之
候
︑
乍
然
其
段

ハ
同
刑
難
申
付
次
第
有
之
候
︑
其
子
細
ハ
我
国
之
人
他
国
へ
致
往
来
候
ハ
︑
薩
州

ヨ
リ
琉
球
へ
罷
渡
候
と
︑
松
前
ヨ
リ
蝦
夷
島
へ
罷
越
候
と
対
州
ヨ
リ
貴
国
へ
罷
渡

候
と
ニ
而
候
︑
其
内
薩
州
・
松
島(前

)

之
人
︑
琉
球
・
蝦
夷
島
ニ
而
男
女
交
会
之
儀
有

之
候
而
も
曽
而
東
武
ヨ
リ
御
禁
制
も
無
之
︑
其
通
被
成
被
置
事
ニ
候
︑
二
十
年
以

前
迄
ハ
長
崎
ニ
而
唐
ヨ
リ
罷
渡
候
者
︑
妻
ヲ
娶
り
子
ヲ
育
シ
留
住
い
た
し
候
者
も

間
ニ
有
之
候
︑
右
之
通
ニ
候
故
︑
他
国
之
女
ニ
ち
な
ミ
候
者
ヲ
科
行
候
儀
︑
元
来

日
本
之
法
ニ
無
之
事
ニ
候
︑
乍
然
対
州
之
儀
ハ
貴
国
迄
界
ヲ
構
へ
︑
代
々
誠
信
ヲ

以
申
通
候
処
ニ
︑
貴
国
ニ
而
大
禁
ニ
被
成
儀
ヲ
能
々
乍
存
︑
日
本
之
法
ニ
無
之
候

と
而
男
女
之
交
を
心
ま
か
せ
に
致
さ
せ
可
申
様
無
之
候
故
︑
兼
而
厳
鋪
申
付
候
事

ニ
候
得
共
︑
死
罪
と
申
程
ニ
ハ
難
行
候
︑
総
体
其
国
之
風
俗
時
勢
ニ
ヨ
リ
刑
罰
之

軽
重
大
小
有
之
候
事
︑
天
下
古
今
之
道
理
ニ
而
候
得
ハ
︑
他
国
之
者
ヲ
も
是
非
ニ

其
国
之
法
之
通
ニ
行
可
申
と
申
道
理
も
有
之
間
鋪
候
︑
仮
ハ
潜
商
ヲ
い
た
し
候
者

ハ
日
本
ニ
而
死
刑
ニ
行
候
法
ニ
而
候
候

(
マ
マ
)

︑
人
参
之
類
ニ
而
も
潜
商
い
た
し
︑
斤
数

大
分
ニ
候
得
ハ
必
定
死
刑
ニ
行
候
儀
︑
毎
度
之
事
ニ
而
候
間
︑
定
而
貴
国
ニ
も
御

存
知
ニ
而
可
有
之
と
存
候
︑
乍
去
此
方
之
儀
ヲ
死
刑
ニ
行
候
間
︑
貴
国
之
人
参
売

出
候
者
ヲ
も
死
刑
ニ
被
仰
付
候
様
ニ
と
ハ
終
ニ
不
申
入
候
︑
銘
々
其
国
之
法
式
ニ

候
得
ハ
︑
他
国
ニ
か
ま
ひ
可
申
事
ニ
無
御
座
候
︑
此
度
女
事
仕
出
候
者
も
右
同
前

ニ
候
得
ハ
︑
貴
国
之
女
ヲ
死
刑
ニ
被
仰
付
候
間
︑
此
方
之
者
ヲ
も
同
刑
ニ
申
付
候

様
ニ
と
ハ
被
思
食
間
鋪
事
ニ
存
候
︑
乍
然
貴
国
と
対
州
之
儀
︑
幾
久
下
々
迄
往
来

可
仕
候
処
ニ
︑
貴
国
之
大
禁
ヲ
犯
候
者
ヲ
其
侭
ニ
召
置
候
而
ハ
貴
国
之
御
法
も
立

申
間
鋪
︑
其
上
兼
々
貴
国
之
御
心
ヲ
体
し
厳
ク
申
付
置
候
主
意
ニ
も
違
候
得
ハ
︑

其
侭
召
置
可
申
道
理
ニ
も
無
之
候
︑
仍
是
右
女
事
仕
出
候
者
︑
対
決
之
上
罪
状
明
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訳
并
両
使
右
之
書
付
朝
廷
方
へ
難
差
出
と
申
候
故
︑
直
ニ
東
莱
へ
遣
シ
候
訳
︑

一
々
東
莱
へ
申
遣
売
渡
無
之
︑
快
ク
埒
明
候
様
ニ
可
致
候
︑
若
又
右
之
科
人
不
致

白
状
︑
類
船
ニ
而
差
渡
ス
首
尾
ニ
成
候
而
も
書
直
シ
候
︑
真
文
一
通
ハ
両
使
方
へ

相
渡
︑
一
通
ハ
写
ヲ
東
莱
へ
遣
ス
事
ニ
候
︑
右
科
人
之
儀
ニ
付
︑
先
頃
短
簡
ヲ
以

申
聞
候
已
後
︑
早
速
朝
鮮
へ
申
遣
シ
︑
同
宿
并
隣
端
之
者
一
人
宛
︑
横
目
方
へ
食

寄
遂
穿
鑿
候
得
共
︑
衆
口
同
辞
ニ
不
存
之
由
申
出
候
︑
然
乍
礼
曹
ヨ
リ
被
仰
越
候

程
之
事
ニ
候
得
ハ
︑
定
而
科
人
ニ
其
紛
有
之
間
鋪
候
︑
誠
信
之
際
ケ
様
之
儀
其
侭

ニ
可
召
置
道
理
無
之
筈
と
存
候
付
︑
御
忌
明
拷
問
申
付
︑
其
上
ニ
も
不
及
白
状
候

ハ
ヽ
対
決
之
為
朝
鮮
へ
差
渡
︑
罪
状
明
白
ニ
成
候
ハ
ヽ
相
当
之
科
被
仰
付
候
様
可

致
候
故
︑
罪
軽
重
之
相
談
右
之
科
人
差
渡
候
時
一
度
不
申
入
候
而
ハ
不
叶
儀
と
存

候
︑
然
ハ
両
使
右
之
真
文
持
渡
候
而
も
︑
亦
は
不
持
越
候
而
も
︑
写
一
通
ハ
東
莱

へ
遣
ス
事
ニ
候
間
︑
左
様
ニ
相
心
得
候
様
ニ
と
可
被
申
聞
候
︑
総
体
此
度
女
事
之

一
件
ニ
付
︑
御
国
ヨ
リ
之
致
方
誠
信
之
道
ニ
お
い
て
ハ
此
方
無
残
所
丁
寧
之
仕
方

ニ
存
候
︑
乍
然
朝
鮮
と
日
本
と
ハ
風
俗
も
違
イ
︑
元
来
義
理
無
窮
者
ニ
候
得
ハ
︑

若
ハ
御
国
之
致
方
不
当
事
と
存
候
儀
も
可
有
之
候
︑
左
様
之
儀
ハ
無
遠
慮
可
申
聞

候
︑
少
も
道
理
ヲ
ま
げ
可
申
筈
ハ
無
之
事
ニ
候
間
︑
両
使
申
分
尤
と
存
候
ハ
ヽ
相

改
可
申
候
︑
且
又
両
使
心
入
ニ
此
儀
ハ
尤
ニ
ハ
存
候
共
︑
此
通
ニ
被
成
而
ハ
両
使

迷
惑
ニ
及
候
︑
ケ
様
々
々
ニ
被
成
被
下
候
得
ハ
︑
対
州
之
道
理
も
立
︑
両
使
難
儀

も
無
之
候
と
存
候
儀
も
可
有
之
候
︑
是
又
訳
官
之
儀
ハ
両
国
之
事
ヲ
取
扱
申
役
人

ニ
而
候
得
ハ
上
ニ
も
兼
々
大
切
ニ
思
食
候
故
︑
此
度
之
仕
形
不
届
と
存
候
而
も
︑

了
簡
成
り
候
事
ニ
了
簡
無
之
科
ニ
逢
ニ
申
候
様
ニ
い
た
し
度
心
少
も
無
之
事
ニ

候
︑
成
り
申
程
之
事
ニ
候
ハ
ヽ
幾
重
ニ
も
宜
様
ニ
申
付
ル
ニ
而
可
有
之
候
︑
乍
然

先
頃
ヨ
リ
申
聞
候
通
ニ
元
来
道
理
無
之
儀
ヲ
両
使
迷
惑
ニ
及
候
間
︑
相
止
候
様
ニ

と
申
候
分
ニ
而
ハ
何
程
弁
ヲ
立
申
聞
候
而
も
決
而
許
客
仕
間
鋪
事
ニ
候
間
︑
両
使

好
々
思
案
致
候
得
と
可
被
申
聞
候
︑
以
上

二
月
日

年
寄
中

裁
判

対
馬
藩
は
︑
こ
こ
で
よ
う
や
く
訳
官
使
の
希
望
通
り
白
水
の
白
状
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
︑
彼
を
倭
館
に
送
還
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
た
め
︑
訳
官
使
は
最
初
に
渡
さ
れ
た
書

付
の
返
還
に
応
じ
た
︒
ま
た
︑
二
月
に
送
ら
れ
た
倭
館
か
ら
の
﹁
同
宿
并
隣
端
之
者
﹂

の
口
書
に
は
﹁
衆
口
同
辞
ニ
不
存
之
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
上

で
対
馬
と
訳
官
使
双
方
の
体
面
を
保
つ
解
決
策
を
探
っ
て
お
り
︑
白
水
が
倭
館
へ
送
還

さ
れ
る
と
し
て
も
︑
死
罪
と
な
ら
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
︒同

︵
三
月
︶
二
日

︵
中
略
︶

一
白
水
源
七
儀
︑
今
日
ヨ
リ
終
日
夜
ニ
掛
御
詮
議
有
之
由

同
︵
三
月
︶
七
日

一
三
郎
左
衛
門
殿
ヨ
リ
罷
出
候
様
ニ
被
仰
下
候
ニ
付
︑
致
仕
公
候
処
ニ
︑
白
水
源
七

儀
拷
問
被
仰
付
候
得
共
︑
其
身
誤
り
無
之
候
由
申
候
ニ
付
︑
朝
鮮
へ
被
差
渡
候
︑

依
之
両
訳
へ
被
仰
渡
候
御
書
付
一
通
御
渡
シ
被
成
候
之
旨
︑
太
廰
へ
罷
出
両
使
へ

申
渡
候
様
ニ
と
之
御
事
ニ
付
︑
及
暮
ニ
太
廰
へ
罷
出
候
而
両
使
へ
申
渡
ス
︑
尤
嘉

勢
傳
五
郎
同
道
仕
ル
︑
御
書
付
之
案
爰
ニ
記
之

白
水
源
七
儀
︑
厳
鋪
拷
問
申
付
候
得
共
白
状
不
致
︑
其
身
誤
り
無
之
由
申
詰
候
︑

依
之
館
守
方
へ
差
送
︑
猶
々
遂
吟
味
其
上
ニ
而
為
致
対
決
ニ
候
様
ニ
と
存
︑
先
達

而
佐
須
奈
関
所
迄
遣
置
︑
訳
官
共
帰
帆
之
節
︑
裁
判
引
船
ニ
乗
セ
為
致
渡
海
可
申

候
︑
此
旨
訳
官
共
へ
可
被
仰
聞
候
︑
且
亦
先
頃
之
真
文
近
日
書
改
相
附
可
申
候

間
︑
左
様
相
心
得
居
候
得
と
可
被
申
聞
候
︑
已
上

三
月
日

年
寄
中
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で
︑
よ
く
思
案
す
る
よ
う
求
め
て
お
り
︑
崔
同
知
は
こ
の
日
の
夜
に
軍
官
た
ち
へ
言
い

聞
か
せ
る
と
返
答
し
て
い
る
︒

こ
の
日
︑
崔
同
知
は
通
詞
の
二
人
に
︑﹁
明
朝
﹂
の
訪
問
を
求
め
て
い
る
︒
日
付
の

記
載
は
な
い
も
の
の
︑
翌
二
十
三
日
の
も
の
と
思
わ
れ
る
記
事
が
次
の
通
り
で
あ
る
︒

一
今
朝
︑
傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
罷
出
申
聞
候
ハ
︑
昨
日
太
廰
へ
罷
出
候
而
︑
崔
同
知

へ
御
了
簡
之
趣
申
聞
候
処
ニ
︑
軍
官
へ
夜
前
得
と
申
聞
候
処
ニ
︑
何
も
落
着
申
候

間
︑
左
様
相
心
得
候
様
ニ
と
申
聞
候
ニ
付
︑
乍
此
上
各
無
油
断
教
訓
被
致
候
而
可

然
候
︑
若
落
着
候
ハ
ヽ
早
々
被
申
聞
候
︑
崔
同
知
へ
能
合
点
候
へ
ハ
別
条
有
之
間

鋪
と
存
候
︑
此
度
両
様
之
願
申
上
置
候
得
共
︑
両
訳
心
ニ
不
申
御
返
答
ニ
付
︑
差

当
り
可
仕
様
無
之
候
故
ニ
︑
例
之
お
ど
し
ニ
而
と
や
か
く
と
申
ニ
て
可
有
之
と
存

候
︑
併
不
慮
成
仕
形
仕
候
儀
も
可
有
之
と
存
候
︑
左
様
候
而
ハ
至
而
大
切
成
事
ニ

候
間
︑
好
々
御
聞
合
可
被
申
聞
候
︑
実
否
之
儀
其
内
三
郎
左
衛
門
殿
へ
粗
申
上
置

候
様
ニ
可
仕
候
由
︑
両
人
へ
申
聞
候
得
ハ
︑
傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
申
候
ハ
︑
崔
同

知
我
々
ニ
申
候
ニ
も
︑
軍
官
共
不
了
簡
之
儀
ヲ
す
ゝ
め
申
候
得
共
︑
私
ニ
ハ
同
意

不
存
候
︑
此
度
之
儀
無
調
法
罷
成
候
得
共
︑
崔
同
知
一
人
之
無
調
法
ニ
而
候
︑
然

ハ
別
而
軍
官
中
之
越
度
罷
成
ル
事
ニ
て
無
之
と
崔
同
知
軍
官
中
へ
申
渡
候
ニ
付
︑

何
も
落
着
之
由
︑
両
通
詞
へ
申
聞
候
時
︑
傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
申
候
ハ
︑
万
一
御

通
之
節
無
調
法
之
仕
形
有
之
候
而
ハ
︑
御
駕
籠
廻
り
之
衆
不
関
打
捨
ニ
被
致
候
儀

目
前
ニ
候
間
︑
左
様
ニ
相
心
得
能
々
了
簡
可
有
之
由
︑
傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
申
入

候
得
ハ
︑
其
儀
も
合
点
仕
居
候
と
崔
同
知
申
候
由
︑
両
人
拙
子
へ
申
聞
ル

今
回
の
こ
と
は
︑
崔
同
知
の
知
ら
ぬ
間
に
軍
官
た
ち
が
進
め
て
い
た
話
で
は
あ
る

が
︑
こ
れ
は
崔
同
知
の
﹁
越(落

)

度
﹂
に
な
る
と
軍
官
た
ち
へ
よ
く
言
い
聞
か
せ
︑
事
態
は

収
束
し
て
い
る
︒
も
し
も
﹁
御
通
り
﹂
の
際
に
こ
の
よ
う
な
無
調
法
が
あ
れ
ば
︑﹁
打

捨
﹂
と
な
る
に
違
い
な
い
と
崔
同
知
へ
も
申
し
含
め
て
い
る
︒

翌
二
十
四
日
の
記
事
を
見
る
と
︑
こ
の
話
は
三
郎
左
衛
門
の
耳
に
も
入
っ
て
い
る
︒

今
回
の
訳
官
使
が
複
数
の
問
題
を
持
ち
込
ん
で
い
た
た
め
か
︑﹁
斛
枡
一
件
﹂
の
た
め

に
﹁
御
駕
籠
に
す
か
り
可
申
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
︑
二
十
六
日
に

は
﹁
殿
様
御
乗
船
被
遊
候
節
︑
太
廰
之
内
ヨ
リ
壱
人
も
外
へ
不
罷
出
様
ニ
﹂
と
堅
く
申

し
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
同
日
︑
藩
主
は
無
事
に
乗
船
し
︑
二
十
八
日
に
出
船
し
た
︒

二
十
九
日
に
は
︑
対
馬
藩
で
事
件
に
つ
い
て
動
き
が
あ
り
︑
家
老
か
ら
裁
判
を
介

し
︑
ô
日
に
訳
官
使
へ
伝
え
ら
れ
た
︒
以
下
が
そ
の
内
容
で
あ
る
︒

一
両
使
へ
申
達
候
ハ
︑
御
年
寄
中
被
仰
候
︑
先
頃
ヨ
リ
被
仰
渡
置
候
通
︑
弥
来
月
二

日
ヨ
リ
科
人
拷
問
被
仰
付
候
︑
然
ハ
先
頃
遣
シ
被
置
候
□

(閤
カ
)

氏
之
短
簡
之
儀
︑
科

人
白
状
仕
候
而
も
白
状
不
仕
候
而
も
︑
其
所
ヲ
口
書
改
被
成
候
而
御
渡
可
被
成
と

之
御
事
ニ
候
間
︑
只
今
差
返
シ
︑
拙
子
へ
被
相
渡
候
得
と
之
儀
ニ
候
由
口
上
ニ
而

申
達
シ
︑
尤
御
書
付
読
聞
セ
︑
其
上
両
通
詞
朝
鮮
言
葉
ニ
移
し
申
入
候
得
処
ニ
︑

両
訳
之
返
答
ニ
被
仰
下
候
趣
奉
承
候
︑
と
か
く
幾
重
ニ
も
御
断
申
上
ヨ
リ
外
ハ
無

之
候
︑
御
請
之
儀
ハ
宜
様
申
上
候
様
ニ
申
聞
ケ
︑
其
上
ニ
而
請
取
置
候
短
簡
差
返

ス
︑
請
取
候
而
御
屋
鋪
へ
致
持
参
︑
三
郎
左
衛
門
殿
へ
差
上
ル
︑
今
日
両
訳
へ
申

渡
候
御
書
付
案
爰
記
之

口
上
覚

〃
先
頃
訳
官
両
使
へ
相
渡
候
女
事
之
真
文
請
取
此
方
へ
可
被
差
返
候
︑
此
真
文
ニ
ハ

未
得
実
情
と
有
之
候
︑
御
忌
明
拷
問
い
た
し
候
ハ
ヽ
拷
問
之
上
白
状
致
シ
実
状
相

知
レ
候
と
か
︑
又
ハ
拷
問
致
候
而
も
実
状
相
知
レ
不
申
と
か
︑
其
趣
ヲ
書
加
へ
申

事
ニ
候
故
︑
右
之
真
文
差
返
候
様
ニ
と
被
申
達
︑
其
上
ニ
而
可
被
申
ハ
︑
右
之
科

人
致
白
状
候
ハ
ヽ
︑
朝
鮮
へ
差
渡
ニ
不
及
候
と
申
渡
候
ハ
ヽ
︑
定
而
先
頃
申
聞
候

通
︑
弥
右
之
書
付
両
使
方
ヨ
リ
ハ
朝
廷
方
へ
難
差
出
存
ニ
而
可
有
之
候
間
︑
其
節

ハ
両
使
へ
相
渡
候
真
文
ヲ
別
紙
写
︑
此
方
ヨ
リ
直
ニ
東
莱
へ
遣
礼
曹
ヨ
リ
之
御
書

ü
︑
殿
様
御
披
見
不
被
成
訳
白
状
候
上
ハ
対
決
ニ
不
及
候
故
︑
右
之
科
人
不
差
渡
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用
無
之
候
間
︑
太
廰
へ
罷
出
ニ
不
及
事
之
由
三
郎
左
衛
門
殿
委
細
被
仰
聞
候
ニ

付
︑
通
詞
両
人
得
と
申
含
傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
ヲ
以
太
廰
へ
申
遣
ス

十
八
日
︑
三
郎
左
衛
門
に
呼
び
出
さ
れ
た
龍
田
は
︑
翌
日
が
晴
天
で
あ
れ
ば
︑
藩
主

が
江
戸
へ
の
弔
問
の
た
め
乗
船
す
る
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
た
︒
さ
ら
に
︑
二
十
二
日

を
新
た
な
乗
船
予
定
日
と
し
て
い
た
が
︑
訳
官
使
の
都
合
を
勘
案
し
﹁
心
次
第
ニ
被
仕

候
得
﹂
と
指
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
内
容
は
︑
通
詞
を
介
し
て
訳
官
使
へ
届
け
ら
れ

た
︒〃

右
之
趣
両
人
之
通
詞
両
訳
へ
申
達
︑
尤
裁
判
ヨ
リ
之
口
上
ニ
仕
候
而
申
渡
ス
︑
其

後
両
通
詞
両
訳
と
論
談
之
内
︑
両
訳
申
候
ハ
︑
廿
二
日
前
ニ
殿
様
御
乗
船
被
遊
︑

我
々
儀
御
跡
引
残
之
儀
︑
至
極
迷
惑
成
ル
儀
共
奉
存
候
︑
併
両
様
之
内
一
方
不
被

仰
付
候
而
ハ
︑
幾
重
ニ
も
御
理
申
上
ル
ヨ
リ
外
無
御
座
候
︑
滞
留
之
儀
曽
而
望
ニ

申
事
ニ
無
御
座
候
︑
科
人
拷
問
之
上
ニ
而
白
状
仕
候
而
も
不
仕
候
而
も
和
館
へ
被

遣
︑
其
上
ニ
而
御
吟
味
次
第
ニ
被
仰
付
被
下
候
得
ハ
︑
持
渡
之
書
簡
之
御
返
事
不

承
候
共
︑
我
々
申
分
立
申
事
ニ
候
︑
偏
ニ
御
理
申
上
候
間
︑
御
聞
分
ケ
被
成
可
被

下
候
ニ

(様
欠
カ
)

申
上
候
由
︑
傳
五
郎
口
上
ニ
而
一
々
申
聞
ル
︑
尤
来
月
二
日
ヨ
リ
拷
問
被

仰
付
候
︑
万
一
白
状
不
仕
候
ハ
ヽ
︑
兼
而
被
仰
聞
置
候
様
ニ
和
館
へ
可
被
差
渡

候
︑
随
分
白
状
仕
候
様
ニ
拷
問
ヲ
被
仰
付
之
由
両
訳
へ
傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
申
達

罷
帰
候
由
申
聞
ル

訳
官
使
は
︑
藩
主
が
江
戸
へ
向
け
て
出
発
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
引
き
続
き
滞
留
す

る
こ
と
を
﹁
至
極
迷
惑
成
ル
儀
共
奉
存
﹂︑
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

対
馬
藩
は
忌
明
け
の
後
︑
白
水
が
白
状
し
な
い
場
合
に
限
っ
て
倭
館
へ
の
送
還
を
行
う

と
し
て
い
る
が
︑
訳
官
使
は
白
状
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
倭
館
へ
送
還
し
︑
そ
の
上
で

吟
味
を
行
う
よ
う
求
め
て
い
る
が
︑
対
馬
藩
は
あ
く
ま
で
方
針
を
変
更
す
る
つ
も
り
は

な
い
と
し
て
い
る
︒

同
︵
二
月
︶
廿
一
日

一
今
朝
傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
罷
出
申
聞
候
ハ
︑
昨
日
太
廰
へ
罷
出
候
処
ニ
︑
崔
同
知

申
候
ハ
︑
殿
様
御
乗
船
被
遊
ル
筈
候
様
ニ
承
り
申
候
︑
就
夫
我
々
乗
船
之
儀
ハ
如

何
被
仰
付
御
事
候
哉
と
申
候
故
︑
両
通
詞
申
候
ハ
︑
各
乗
船
之
儀
ハ
来
月
二
日
ヨ

リ
科
人
拷
問
被
仰
付
候
上
ニ
而
︑
如
何
様
共
相
知
可
申
︑
暫
ク
間
も
有
之
事
ニ

候
︑
乗
船
之
儀
ハ
心
次
第
ニ
と
此
程
被
仰
出
候
得
ハ
︑
唯
今
之
通
ニ
被
仕
居
候
而

可
有
之
候
と
挨
拶
仕
候
由
︑
然
処
ニ
軍
官
共
罷
出
申
聞
候
ハ
︑
御
乗
船
被
遊
候

節
︑
□

(閤
カ
)

氏
之
儀
ニ
付
持
渡
之
書
ü
︑
御
通
り
之
節
差
上
ケ
可
申
候
由
︑
口
々
ニ

申
出
候
付
︑
此
儀
至
而
大
切
千
万
成
ル
事
ニ
而
候
間
︑
崔
同
知
能
々
思
案
仕
く
れ

候
得
と
申
候
得
ハ
︑
何
程
致
合
点
候
︑
今
晩
軍
官
中
へ
得
と
可
申
聞
候
間
︑
明
朝

傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
罷
出
く
れ
候
様
ニ
と
申
候
由
︑
両
人
拙
子
へ
右
之
段
々
申
聞

候
ニ
付
︑
私
返
答
ニ
申
候
ハ
︑
此
儀
至
而
太
切
成
ル
事
ニ
而
候
︑
若
左
様
之
首
尾

ニ
罷
成
候
而
ハ
︑
崔
同
知
首
尾
十
分
不
宜
候
︑
思
案
可
有
之
事
と
存
候
︑
道
理
之

立
候
儀
ヲ
得
と
納
得
不
仕
候
故
︑
崔
同
知
分
別
此
場
ニ
而
可
有
之
候
︑
為
念
候

間
︑
今
一
応
承
合
セ
拙
子
へ
可
被
申
達
候
︑
其
上
ニ
而
三
郎
左
衛
門
殿
御
耳
ニ
入

可
申
候
︑
実
否
之
所
不
分
明
候
ニ
付
︑
承
り
之
侭
ヲ
三
郎
左
衛
門
殿
へ
ハ
難
申
上

候
︑
乍
此
上
各
被
罷
出
候
ハ
ヽ
︑
致
納
得
候
様
仕
度
事
ニ
而
候
︑
畢
竟
御
行
列
見

物
も
此
節
ハ
不
入
事
ニ
而
可
有
之
候
︑
御
叱
り
ヲ
蒙
り
被
居
候
同
前
之
儀
ニ
候
得

ハ
︑
崔
同
知
深
ク
遠
慮
可
被
仕
事
ニ
而
候
由
︑
傳
五
郎
・
弥
左
衛
門
へ
も
心
入
之

通
り
申
聞
ル

し
か
し
︑
二
十
一
日
に
は
︑
対
馬
藩
の
態
度
に
業
を
煮
や
し
た
軍
官
た
ち
は
︑
礼
曹

書
簡
を
︑
乗
船
時
の
藩
主
の
﹁
御
通
り
﹂
の
時
に
差
し
出
す
べ
き
だ
と
口
々
に
申
し
出

た
と
い
う
︒
通
詞
ら
は
崔
同
知
に
対
し
︑﹁
此
儀
至
而
大
切
千
万
成
ル
事
﹂
で
あ
る
の
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は
︑
た
と
え
対
馬
で
﹁
相
果
候
迚
も
﹂
生
き
て
朝
鮮
へ
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

覚
悟
で
あ
る
︒
こ
れ
を
受
け
︑
家
老
た
ち
は
翌
日
の
十
五
日
に
龍
田
を
介
し
て
訳
官
使

へ
書
付
を
送
っ
て
い
る
︒

〃
訳
官
共
申
分
ニ
女
事
之
書
ü
受
取
御
返
ü
被
遣
候
歟
︑
其
身
共
帰
国
之
便
右
之
科

人
致
類
船
歟
︑
右
両
様
之
内
致
シ
く
れ
候
得
︑
左
無
之
候
而
ハ
︑
帰
国
之
後
必
定

科
人
ニ
遭
候
段
︑
至
極
迷
惑
存
候
旨
致
書
載
差
出
之
候
︑
書
翰
御
受
取
難
被
成
訳

并
科
人
之
儀
︑
日
本
国
大
喪
之
砌
ニ
候
故
︑
早
速
拷
問
難
申
付
之
旨
委
細
被
申
渡

候
処
ニ
︑
毛
頭
聞
入
不
申
候
段
︑
至
極
不
届
之
事
ニ
候
︑
右
之
科
人
之
儀
︑
訳
官

共
申
分
ヲ
聞
届
︑
弥
其
科
ヲ
正
可
申
之
旨
︑
真
文
ニ
認
相
渡
た
る
事
ニ
候
︑
右
之

真
文
礼
曹
へ
差
出
候
ハ
ヽ
︑
其
身
共
科
ニ
遭
可
申
道
理
決
而
無
之
候
︑
其
上
御
忌

明
候
而
拷
問
申
付
︑
当
所
ニ
而
白
状
不
致
候
得
ハ
︑
弥
対
決
之
為
彼
地
へ
差
渡
事

ニ
候
︑
仮
令
一
月
二
月
及
延
引
候
而
科
ニ
遭
可
申
道
理
猶
又
無
之
候
︑
畢
竟
ハ
年

寄
中
以
連
書
申
聞
候
真
文
之
趣
︑
疑
心
ヲ
加
へ
候
事
と
相
見
無
礼
不
側
之
至
ニ

候
︑
元
来
右
之
科
人
御
忌
明
候
已
後
遂
拷
問
︑
白
状
不
致
候
得
候

(マ
マ
)

︑
朝
廷
へ
差

送
り
右
之
女
と
対
決
い
た
さ
せ
罪
科
ヲ
定
申
筈
ニ
候
間
︑
訳
官
共
御
出
船
跡
ニ
引

残
り
候
段
先
規
無
之
如
何
鋪
事
ニ
候
得
共
︑
不
顧
事
理
無
体
ニ
右
之
科
人
類
船
ニ

而
罷
帰
度
存
シ
儀
候
ハ
ヽ
︑
御
忌
明
候
迄
相
待
可
申
候
︑
拷
問
之
上
白
状
不
致
候

ハ
ヽ
︑
類
船
ニ
而
可
送
越
候
︑
若
も
分
明
ニ
致
白
状
候
ハ
ヽ
︑
先
頃
相
渡
置
候
真

文
ニ
分
明
ニ
致
白
状
︑
罪
科
難
遁
之
旨
書
加
へ
訳
官
へ
可
相
渡
候
︑
勿
論
白
状
之

上
ハ
︑
朝
鮮
へ
差
渡
対
決
致
ニ
不
及
事
ニ
候
間
︑
真
文
ニ
令
書
載
候
通
︑
礼
曹
ヨ

リ
之
返
事
ヲ
相
待
候
而
科
ニ
可
申
付
候
︑
此
旨
訳
官
共
へ
被
申
渡
︑
御
忌
明
拷
問

申
付
候
迄
差
控
可
申
と
申
候
ハ
ヽ
︑
其
身
共
心
次
第
仕
候
様
ニ
可
被
申
渡
候
︑
以

上二
月
十
五
日

年
寄
中

裁
判

家
老
た
ち
は
︑
日
本
は
将
軍
死
去
に
よ
る
﹁
大
喪
﹂
で
あ
り
︑
白
水
へ
の
拷
問
が
行

え
な
い
状
況
で
あ
る
の
を
︑﹁
毛
頭
聞
入
不
申
﹂
態
度
で
臨
む
訳
官
使
を
批
判
的
に
記

し
て
お
り
︑
礼
曹
へ
の
書
簡
に
は
﹁
科
ヲ
正
可
申
之
旨
﹂
と
あ
る
た
め
︑
こ
れ
を
差
し

出
せ
ば
訳
官
使
が
落
度
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
反
論
し
て
い
る
︒
白
水
は

忌
明
け
に
拷
問
を
行
い
︑
白
状
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
倭
館
へ
送
る
と
し
て
い
る
が
︑

白
状
し
た
場
合
に
は
礼
曹
か
ら
の
指
示
を
待
っ
て
処
分
を
行
う
と
い
う
︒
こ
の
日
の
話

し
合
い
は
深
夜
に
ま
で
及
ん
で
お
り
︑
龍
田
は
翌
日
に
三
郎
左
衛
門
へ
の
報
告
を
行
っ

て
い
る
︒

同
︵
二
月
︶
十
八
日

一
三
郎
左
衛
門
殿
ヨ
リ
通
詞
両
人
罷
出
候
様
被
仰
下
ニ
付
︑
今
四
ツ
時
傳
五
郎
・
弥

左
衛
門
同
道
仕
り
︑
三
郎
左
衛
門
殿
御
宅
へ
罷
出
候
処
ニ
被
仰
渡
候
ハ
︑
殿
様
明

日
晴
天
ニ
候
得
ハ
御
乗
船
被
遊
ル
御
事
候
︑
今
度
□

(閤
カ
)

氏
之
儀
付
両
使
不
顧
事
理

ヲ
︑
是
非
科
人
召
連
帰
国
不
仕
候
而
ハ
不
罷
成
候
︑
然
は
御
当
地
ニ
而
譬
命
ヲ
失

ひ
申
共
滞
留
可
仕
と
申
候
間
︑
二
年
ニ
而
も
三
年
ニ
而
も
心
次
第
ニ
滞
留
仕
候

へ
︑
御
返
答
書
ニ
有
之
候
様
ニ
科
人
拷
問
被
仰
付
候
而
︑
白
状
仕
候
ハ
ヽ
日
本
之

法
之
通
ニ
被
差
渡
間
鋪
候
︑
併
御
返
答
書
ニ
有
之
候
様
ニ
︑
礼
曹
ヨ
リ
道
理
立
候

其
訳
被
仰
下
候
ハ
ヽ
被
差
渡
︑
何
分
ニ
も
可
被
行
候
︑
且
又
廿
二
日
ニ
被
致
乗
船

候
而
ハ
先
様
逗
留
之
日
数
も
有
之
事
候
間
︑
心
次
第
ニ
被
仕
候
得
︑
御
忌
明
キ
候

ハ
ヽ
来
月
二
日
ヨ
リ
御
精
進
日
ヲ
も
御
構
イ
無
之
︑
水
責
・
木
馬
貫
・
駿
河
責
と

申
責
ヲ
被
仰
付
事
ニ
候
得
ハ
︑
俄
ニ
埒
明
申
︑
間
鋪
候
首
尾
ニ
ヨ
リ
候
ハ
ヽ
東
武

ニ
而
御
案
内
も
可
被
仰
上
と
之
御
事
候
︑
此
方
ヨ
リ
急
度
御
返
事
被
遊
ル
首
尾
之

事
ニ
無
之
候
間
︑
右
之
趣
ハ
裁
判
方
ヨ
リ
通
詞
ヲ
以
両
訳
へ
申
達
候
︑
尤
裁
判
御
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も
禁
令
ヲ
き
び
し
く
致
候
得
ハ
︑
貴
国
之
法
も
立
︑
日
本
ニ
も
障
り
不
申
︑
無
事

ニ
成
候
事
と
何
も
僉
議
相
究
︑
御
書
簡
ヲ
見
可
申
共
も
不
被
申
候
︑
此
趣
少
ハ
真

文
之
内
ニ
も
相
見
へ
候
得
共
︑
右
之
次
第
分
明
ニ
ハ
認
か
た
き
事
候
故
︑
拙
子
心

入
ヲ
以
各
々
得
と
合
点
被
致
候
様
ニ
申
渡
候
得
と
之
御
事
也

口
上
の
内
容
は
書
簡
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
︑﹁
分
明
ニ
ハ
認
か
た
き
事
﹂
も

あ
る
と
最
後
に
断
っ
て
お
り
︑
書
簡
の
中
に
は
な
い
︑
交
奸
と
い
う
﹁
鎖
細
さ
さ
い

﹂
な
問
題

を
書
簡
に
認
め
て
対
馬
に
送
る
と
い
う
の
は
前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
を
受
け

取
れ
ば
将
軍
へ
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
さ
ら
に
︑
も
し
も
朝
鮮
側
が
犯
人

を
死
罪
に
す
る
こ
と
が
﹁
公
儀
﹂
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
れ
ば
︑
両
国
が
﹁
誠
信
﹂
の
間

柄
と
な
っ
て
百
年
が
経
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
未
だ
に
日
本
を
敵
国
と
見
な
し
て
い
る

た
め
に
死
罪
に
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
を
招
く
こ
と
に
な
る
︑
と
い
う
文
言
を

申
し
含
め
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
白
水
源
七
の
処
置
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
が
あ

る
︒一

真
文
之
趣
礼
曹
へ
被
致
伝
達
候
ハ
ヽ
︑
否
之
御
返
答
可
有
之
候
間
︑
其
趣
当
役
之

訓
導
・
別
差
ヨ
リ
口
上
書
ヲ
以
館
守
迄
可
申
達
候
︑
亦
々
書
簡
ニ
而
被
申
越
而

ハ
︑
右
申
候
通
此
方
処
置
も
難
致
︑
且
ハ
朝
鮮
之
為
ニ
成
不
申
候
︑
扨
は
右
之
科

人
流
罪
之
儀
も
只
今
迄
之
通
先
牢
舎
申
付
置
︑
御
返
答
承
候
迄
ハ
相
待
可
申
候
︑

唯
今
日
本
国
大
喪
之
砌
ニ
候
故
︑
拷
問
等
も
厳
ク
難
申
付
候
︑
弥
分
明
ニ
白
状
被

致
候
ハ
ヽ
︑
其
内
様
子
ニ
ヨ
リ
朝
鮮
ニ
差
送
り
︑
右
之
女
と
対
決
為
致
候
事
も
可

有
之
と
之
御
事
也

こ
れ
に
よ
る
と
︑
白
水
は
現
在
﹁
牢
舎
﹂
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
将
軍
死
去

に
よ
る
﹁
大
喪
﹂
の
た
め
に
厳
し
い
拷
問
な
ど
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
︒
白

水
が
白
状
す
れ
ば
︑
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
朝
鮮
に
送
り
︑
女
性
と
対
決
さ
せ
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
と
伝
え
︑
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
後
︑
龍
田
は
杉
村
三

郎
左
衛
門
の
も
と
へ
出
向
い
て
い
る
︒
こ
の
時
の
報
告
を
見
る
と
︑﹁
科
人
朝
鮮
へ
不

被
差
渡
候
と
御
座
候
処
ニ
︑
両
訳
快
ク
不
存
候
様
ニ
相
見
へ
申
候
﹂
と
あ
り
︑
同
席
し

て
い
た
通
詞
二
名
も
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
︒

翌
日
︑
十
五
日
に
渡
す
礼
曹
へ
の
書
簡
の
準
備
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
訳
官
使
は
乗

船
を
指
示
さ
れ
て
い
た
十
八
日
は
﹁
大
悪
日
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
乗
船
日
の
変
更
を
求

め
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
現
在
の
礼
曹
へ
の
書
簡
で
は
帰
国
し
た
の
ち
﹁
極
而
及
難
儀
﹂

た
め
︑
礼
曹
書
簡
を
受
け
取
る
か
︑
白
水
源
七
を
朝
鮮
へ
渡
す
か
︑
ど
ち
ら
か
の
条
件

を
呑
む
よ
う
願
い
出
て
い
る
︒
こ
の
時
に
差
し
出
さ
れ
た
短
簡
の
内
容
は
次
の
通
り
で

あ
る
︒御

返
事
致
拝
見
候
︑
委
細
ニ
被
仰
聞
候
趣
委
ク
承
届
候
︑
乍
然
此
御
書
付
之
趣
︑

我
々
共
罷
帰
決
而
朝
廷
へ
難
申
上
事
ニ
而
御
座
候
︑
総
体
他
国
へ
使
者
ニ
罷
越
候

は
︑
主
人
ヨ
リ
之
書
状
ヲ
相
届
不
申
︑
亦
ハ
其
返
事
ヲ
受
取
不
申
罷
帰
候
而
ハ
主

人
ヨ
リ
之
咎
︑
如
何
程
ニ
可
有
御
座
候
哉
︑
我
々
身
ニ
御
成
り
被
成
御
覧
被
下
候

ハ
ヽ
︑
我
々
十
分
難
儀
之
段
御
了
簡
可
有
御
座
候
事
と
存
候
︑
我
々
儀
ハ
扨
置
︑

誠
信
之
道
ヲ
以
申
候
而
も
書
ü
御
受
取
不
被
成
︑
御
返
答
不
被
成
候
段
不
宜
事
ニ

存
︑
御
書
付
之
心
持
ヲ
以
申
達
︑
又
々
御
返
事
申
入
候
様
ニ
と
之
儀
不
存
寄
事
ニ

而
︑
我
々
之
自
由
ニ
可
被
成
事
ニ
而
無
御
座
候
︑
願
ハ
先
例
之
通
御
書
簡
御
受
取

被
成
︑
御
返
事
被
遣
候
様
︑
左
も
無
之
候
ハ
ヽ
右
之
科
人
我
々
一
度
ニ
和
館
へ
被

差
渡
︑
館
守
ヨ
リ
被
致
吟
味
候
様
ニ
被
仰
付
候
か
︑
此
両
様
之
内
何
ニ
成
共
御
極

メ
不
被
下
候
而
ハ
︑
我
々
仮
令
御
国
ニ
而
相
果
候
迚
も
︑
生
而
本
国
へ
帰
候
儀
不

罷
成
ル
事
ニ
御
座
候
︑
千
万
難
儀
之
事
勢
御
量
察
被
下
候
ハ
ヽ
︑
忝
可
奉
存
候
︑

以
上

訳
官
使
は
︑
礼
曹
書
簡
の
受
け
取
り
と
白
水
の
送
還
の
ど
ち
ら
も
な
さ
れ
な
い
時
に
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候
間
︑
定
而
貴
国
ニ
も
御
存
知
ニ
而
可
有
之
と
存
候
︑
乍
去
此
方
之
者
ヲ
死
刑
ニ

行
候
間
︑
貴
国
之
人
参
売
出
候
者
ヲ
も
死
刑
ニ
被
仰
付
候
様
ニ
と
ハ
終
不
申
入

候
︑
銘
々
其
国
之
法
式
ニ
候
得
ハ
︑
他
国
ニ
か
ま
ひ
可
申
事
ニ
無
御
座
候
︑
此
度

女
事
仕
出
候
者
も
同
刑
ニ
申
付
候
様
ニ
被
思
食
間
鋪
事
と
存
候
︑
乍
然
貴
国
と
対

州
之
儀
︑
幾
久
下
々
迄
往
来
可
仕
処
ニ
︑
貴
国
之
大
禁
ヲ
犯
シ
候
者
ヲ
其
侭
ニ
差

置
候
而
ハ
︑
貴
国
之
御
法
も
立
申
間
鋪
︑
其
上
兼
々
貴
国
之
御
心
ヲ
体
シ
厳
ク
申

付
置
候
主
意
ニ
も
違
候
得
ハ
︑
其
侭
ニ
■
置
可
申
道
理
も
無
之
候
︑
仍
是
右
女
事

仕
出
候
者
対
決
之
上
罪
状
明
白
ニ
成
候
ハ
ヽ
永
々
流
罪
ニ
申
付
︑
此
以
後
迄
之
定

格
ニ
相
究
可
申
候
間
︑
左
様
ニ
御
心
得
可
成
候
︑
元
来
貴
国
ニ
而
日
本
之
人
ニ
ち

な
ミ
候
女
ヲ
死
刑
ニ
被
仰
付
候
も
至
当
之
御
刑
法
と
も
難
存
候
︑
刑
罰
之
儀
あ
な

か
ち
参
酷
ニ
候
得
ハ
重
而
科
ヲ
犯
候
者
無
之
と
申
ニ
而
も
有
之
間
鋪
候
得
ハ
︑
此

通
ニ
而
も
将
来
之
奸
ヲ
懲
シ
可
申
事
ニ
而
候
︑
乍
此
上
右
之
科
ヲ
犯
候
者
決
而
死

刑
ニ
可
申
付
筈
之
道
理
有
之
候
ハ
ヽ
其
訳
ヲ
委
細
ニ
被
仰
聞
可
被
下
候
︑
何
い
た

し
候
而
も
両
国
誠
信
之
永
久
成
様
ニ
と
存
候
間
︑
幾
重
ニ
も
宜
鋪
御
相
談
可
申
入

候
︑
此
趣
帰
国
之
節
礼
曹
へ
可
被
申
入
候
︑
以
上

月
日

杉
村
頼
母

樋
口
佐
左
衛
門

大
浦
忠
左
衛
門

杉
村
三
郎
左
衛
門

平
田
直
右
衛
門

平
田
隼
人

崔
同
知

韓
僉
正
前

対
馬
藩
は
︑
異
国
の
女
性
と
の
交
情
を
裁
く
法
は
日
本
に
は
な
い
が
︑
朝
鮮
と
の
関

係
を
鑑
み
た
結
果
︑﹁
流
罪
﹂
と
い
う
処
罰
を
下
し
た
︒
長
崎
で
は
唐
人
屋
敷
が
完
成

す
る
ま
で
︑
訪
日
し
た
中
国
人
は
長
崎
市
中
に
散
宿
し
て
お
り
︑
中
に
は
日
本
人
女
性

を
娶
り
子
供
を
儲
け
る
者
も
ま
ま
あ
っ
た
22

︒
ま
た
︑
現
在
の
朝
鮮
で
は
交
奸
は
死
罪

だ
が
︑
国
や
時
勢
に
よ
っ
て
処
罰
の
軽
重
は
変
動
す
る
も
の
で
あ
り
︑
他
国
で
あ
る
対

馬
の
人
間
を
朝
鮮
の
法
に
倣
っ
て
処
罰
す
る
道
理
は
な
い
と
し
て
い
る
︒
流
罪
と
い
う

罰
を
科
す
以
上
︑
将
来
の
交
奸
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に
は
な
る
は
ず
で
あ
り
︑
そ
れ
で

も
な
お
︑
死
罪
に
す
べ
き
道
理
が
あ
る
な
ら
ば
詳
し
く
聞
か
せ
る
よ
う
に
と
申
し
入
れ

て
い
る
︒

家
老
た
ち
か
ら
書
簡
を
預
か
っ
た
龍
田
は
︑
通
詞
と
と
も
に
大
廰
へ
出
向
き
︑
訳
官

使
に
対
し
口
上
を
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

裁
判
龍
田
権
兵
衛
︑
口
上
ニ
而
両
訳
へ
為
申
聞
候
案

一
今
度
被
持
渡
候
礼
曹
之
御
書
翰
被
差
出
候
儀
如
何
ニ
候
段
︑
朝
鮮
ニ
て
も
申
候

通
︑
ケ
様
之
慶
事
之
使
者
ニ
被
被

(
マ
マ
)

差
渡
候
ニ
︑
人
ヲ
死
刑
ニ
行
候
な
と
ゝ
申
不
吉

之
書
簡
ヲ
兼
帯
い
た
し
候
事
︑
如
何
ニ
候
故
︑
其
段
申
入
度
ル

(マ
マ
)

事
ニ
而
候
︑
乍

然
右
之
事
の
ミ
に
て
も
無
之
︑
古
来
ヨ
リ
ケ
様
之
鎖
細
成
事
ニ
朝
鮮
ヨ
リ
書
簡
ヲ

以
被
仰
聞
候
先
例
も
無
之
︑
其
上
右
之
書
ü
ヲ
此
方
へ
請
取
候
而
ハ
︑
早
速
公
儀

へ
不
差
出
候
而
ハ
相
叶
不
申
候
所
︑
元
来
他
国
之
女
ニ
ち
な
ミ
候
と
て
厳
科
ニ
被

行
候
儀
︑
日
本
ニ
而
無
之
事
故
︑
弥
貴
国
ヨ
リ
之
申
分
ヲ
御
尤
と
被
思
食
候
而

も
︑
新
規
ニ
其
法
ヲ
御
立
被
成
候
儀
は
容
易
ニ
埒
明
申
事
ニ
而
無
之
︑
万
一
朝
鮮

ニ
て
ケ
様
ニ
我
国
之
人
ち
な
ミ
候
女
ヲ
極
刑
ニ
被
申
付
候
ハ
如
何
様
之
訳
ニ
而
候

哉
︑
誠
信
以
来
最
早
百
年
ニ
及
候
得
と
も
︑
彼
国
ヨ
リ
ハ
尓
今
我
国
ヲ
敵
国
と
被

存
居
候
底
意
有
之
候
故
︑
男
女
相
ち
な
ミ
︑
国
内
之
陰
事
に
て
も
漏
シ
候
而
ハ
如

何
ニ
候
と
緊
防
被
致
候
事
ニ
候
哉
︑
日
本
ヨ
リ
ハ
一
国
之
様
ニ
被
思
食
︑
御
先
代

信
使
罷
越
候
節
も
武
具
迄
被
遣
候
程
之
儀
ニ
候
所
︑
右
之
こ
と
く
有
之
候
か
︑
又

ハ
大
害
も
無
之
筈
ニ
候
間
︑
琉
球
・
蝦
夷
同
前
ニ
被
致
候
様
ニ
申
談
候
得
な
ど
ゝ

有
候
而
ハ
︑
至
極
気
毒
成
儀
ニ
て
︑
畢
竟
対
州
之
心
ヲ
以
科
人
ヲ
正
シ
︑
向
後
迚
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一

同
︵
二
月
︶
五
日
︑
晴
天
︑
北
東
風

︵
中
略
︶

〃
一
昨
日
致
下
乗
候
由
ニ
而
鰐
浦
ヨ
リ
之
飛
船
︑
今
未
下
刻
廻
着
仕
ル

〃
右
飛
船
ニ
朝
鮮
御
支
配
ヨ
リ
之
御
状
来
ル
︑
意
趣
は
去
々
年
爰
元
ニ
而
女
事
出
入

有
之
節
︑
白
水
源
七
義
相
手
之
由
︑
於
御
国
元
訳
官
崔
同
知
・
韓
僉
正
方
ヨ
リ
以

書
付
御
年
寄
中
へ
申
上
候
付
︑
則
源
七
儀
被
召
捕
︑
籠
舎
被
仰
付
置
候
而
︑
去
年

爰
元
ニ
而
之
次
第
并
源
七
同
宿
之
者
︑
其
外
近
所
之
面
々
遂
吟
味
︑
委
細
申
上
候

様
ニ
被
仰
越
候
付
︑
則
老
頭
箕
原
多
七
・
加
嶋
久
吉
︑
御
徒
目
付
福
嶋
源
兵
衛
・

春
田
源
五
兵
衛
召
寄
︑
夫
々
口
書
致
さ
せ
被
差
出
候
様
ニ
申
渡
ス
︑
吟
味
之
次

第
︑
口
書
等
別
帳
ニ
記
之

一

同
︵
二
月
︶
十
二
日
︑
晴
天
︑
北
東
風

︵
中
略
︶

〃
朝
鮮
御
支
配
へ
之
書
状
并
白
水
源
七
御
詮
儀
ニ
付
︑
爰
元
に
て
何
も
口
上
書
為
致

候
次
第
之
帳
面
入
油
紙
包
箱
壱
︑
鰐
浦
御
関
所
へ
之
書
状
二
通
︑
川
内
宇
佐
右
衛

門
ニ
相
渡
ス

こ
う
し
て
︑
事
件
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
て
初
め
て
︑
白
水
と
同
宿
・
近
所
だ
っ

た
者
の
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
口
上
書
は
す
ぐ
さ
ま
対
馬
藩
へ
と
送
ら
れ

て
い
る
︒

一
方
︑
藩
主
が
弔
問
の
た
め
江
戸
に
向
か
う
と
し
て
︑
二
月
七
日
に
は
訳
官
使
も

﹁
十
五
日
・
十
六
日
・
十
八
日
之
内
乗
船
仕
候
様
ニ
﹂
と
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

交
奸
事
件
と
﹁
斛
枡
一
件
｣21
に
対
す
る
返
答
が
な
く
て
は
乗
船
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
︑
と
主
張
す
る
訳
官
使
に
対
し
︑
龍
田
は
十
四
・
五
日
に
は
返
簡
を
渡
す
と
し
て
︑

ひ
と
ま
ず
十
八
日
を
乗
船
予
定
と
し
た
︒
十
三
日
に
は
礼
曹
に
申
し
入
れ
る
内
容
の
下

書
き
を
︑
家
老
が
連
名
で
書
簡
に
認
め
︑
訳
官
使
に
提
出
し
て
い
る
︒
そ
の
内
容
を
見

て
み
よ
う
︒

同
︵
二
月
︶
十
三
日

︵
中
略
︶

右
之
真
文
太
廰
へ
持
参
仕
候
而
︑
両
訳
へ
相
渡
候
処
ニ
︑
御
返
答
之
真
文
相
達
申

候
︑
得
と
致
拝
見
存
寄
御
座
候
ハ
ヽ
明
日
可
申
上
之
由
申
聞
ル

右
短
ü
之
和
文

〃
白
水
源
七
と
申
者
︑
貴
国
之
女
ニ
ち
な
ミ
次
第
委
細
被
申
聞
承
届
候
︑
此
儀
ハ
兼

而
厳
鋪
申
付
置
候
処
ニ
︑
法
制
ヲ
犯
し
︑
倫
理
を
乱
シ
︑
至
極
不
届
成
者
候
得
ハ

其
侭
差
置
可
申
様
無
之
︑
実
状
ハ
未
相
知
候
得
共
︑
早
速
入
牢
申
付
候
︑
就
夫
貴

国
ニ
而
ハ
本
国
之
人
ニ
ち
な
ミ
候
女
ハ
死
罪
ニ
被
仰
付
候
由
︑
兼
而
承
及
候
︑
此

度
之
女
ヲ
も
前
例
之
通
死
罪
ニ
被
仰
付
︑
此
方
之
者
も
同
刑
ニ
被
仰
付
度
被
思
食

ニ
而
可
有
之
候
︑
乍
然
其
段
ハ
同
刑
ニ
難
申
付
次
第
有
之
候
︑
其
子
細
我
国
人
他

国
へ
致
往
来
候
ハ
︑
薩
州
ヨ
リ
琉
球
へ
罷
渡
候
と
松
前
ヨ
リ
蝦
夷
嶋
へ
罷
越
候
と

対
州
ヨ
リ
貴
国
へ
罷
渡
候
と
ニ
而
候
︑
其
内
薩
州
・
松
前
之
人
︑
琉
球
・
蝦
夷
嶋

ニ
而
男
女
交
会
之
儀
有
之
候
而
も
曽
而
東
武
ヨ
リ
御
禁
制
も
無
之
︑
其
通
ニ
罷
成

被
置
事
ニ
候
︑
二
十
年
前
迄
ハ
長
崎
ニ
而
唐
ヨ
リ
罷
渡
候
者
︑
妻
ヲ
娶
り
子
を
育

シ
留
住
い
た
し
候
者
も
間
々
有
之
候
︑
右
之
通
ニ
候
故
︑
他
国
之
女
ニ
ち
な
ミ
候

者
ヲ
科
ニ
行
候
儀
︑
元
来
日
本
之
法
ニ
無
之
事
ニ
候
︑
乍
然
対
州
之
儀
ハ
貴
国
と

界
ニ
構
へ
︑
代
々
誠
信
ヲ
以
申
通
所
ニ
︑
貴
国
ニ
而
大
禁
ニ
被
成
候
儀
ヲ
能
々
乍

存
日
本
之
法
ニ
無
之
候
而
︑
男
女
之
交
ヲ
心
ま
か
せ
ニ
致
さ
せ
可
申
様
無
之
候

故
︑
兼
而
厳
鋪
申
付
候
事
ニ
候
得
共
︑
死
罪
と
申
程
ニ
ハ
難
行
候
︑
総
体
其
国
之

風
俗
時
勢
ニ
ヨ
リ
刑
罰
之
軽
重
大
小
有
之
候
事
︑
天
下
古
今
之
道
理
ニ
而
候
得

ハ
︑
他
国
之
者
ヲ
も
是
非
ニ
其
国
之
法
之
通
ニ
行
可
申
と
申
道
理
も
有
之
間
鋪

候
︑
仮
ニ
潜
商
ヲ
い
た
し
候
者
ハ
日
本
ニ
而
死
罪
ニ
行
候
法
ニ
而
候
︑
人
参
之
類

ニ
而
も
潜
商
い
た
し
︑
斤
数
大
分
ニ
候
得
ハ
必
定
死
刑
ニ
行
候
儀
︑
毎
度
之
事
ニ
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儀
︑
両
訳
ニ
書
セ
拙
子
へ
宛
候
而
︑
証
文
差
出
候
様
ニ
仕
候
得
と
被
仰
聞
候
ニ

付
︑
奉
得
其
意
候
由
申
上
ル

二
十
二
日
の
記
事
を
見
る
と
︑
捕
ら
え
ら
れ
た
白
水
は
身
に
覚
え
が
な
い
と
話
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
こ
で
︑
三
郎
左
衛
門
は
龍
田
に
対
し
︑
十
月
の
何
日
に
入
館

し
た
の
か
を
訳
官
使
に
書
き
付
け
さ
せ
︑
提
出
す
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
︒

同
︵
正
月
︶
廿
五
日

一
去
ル
廿
二
日
ニ
三
郎
左
衛
門
殿
被
仰
聞
候
女
事
之
証
文
之
儀
︑
後
証
ニ
も
可
罷
成

候
間
︑
拙
子
両
使
江
申
談
証
文
差
出
さ
せ
候
様
被
仰
聞
候
︑
依
之
此
程
両
訳
へ
申

達
置
候
処
︑
証
文
一
封
嘉
勢
傳
五
郎
ヲ
以
遣
之
候
ニ
付
︑
請
取
之
置
証
文
此
所
ニ

記
之

二
十
五
日
に
通
詞
の
嘉
勢
傳
五
郎
を
介
し
て
提
出
さ
れ
た
﹁
証
文
﹂
の
和
文
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
︒

右
之
科
人
館
内
江
出
入
い
た
し
候
儀
︑
幾
度
と
申
数
も
無
之
事
ニ
候
処
ニ
︑

丁
亥
十
一
月
廿
八
日
招
キ
入
可
申
と
致
候
処
ヲ
番
之
者
ヨ
リ
被
捕
候
︑
右
之
女
口

書
之
内
ニ
十
月
十
一
月
之
間
両
度
致
入
館
︑
三
度
目
夜
中
石
垣
ヲ
越
可
申
と
存
候

節
被
捕
候
段
白
状
致
候
︑
然
上
ハ
科
人
も
可
申
逃
様
無
之
存
候

こ
れ
を
見
る
と
︑
女
性
は
捕
ま
る
以
前
に
も
二
度
に
わ
た
っ
て
倭
館
へ
出
入
り
し
て

い
た
と
あ
る
︒
こ
の
証
言
が
あ
る
か
ら
に
は
︑﹁
科
人
も
可
申
逃
様
無
之
﹂
と
あ
る
が
︑

こ
れ
と
前
後
し
て
対
馬
に
あ
る
知
ら
せ
が
も
た
ら
さ
れ
た
︒

【二
月
の
経
過
︼

一
月
二
十
四
日
に
龍
田
へ
届
け
ら
れ
た
の
は
︑
一
月
十
日
に
五
代
将
軍
・
綱
吉
が
逝

去
し
た
と
い
う
知
ら
せ
で
あ
っ
た
︒
二
月
三
日
に
は
訳
官
使
に
も
訃
報
が
伝
え
ら
れ
︑

藩
主
は
弔
問
の
た
め
江
戸
へ
向
か
う
こ
と
と
な
っ
た
︒

同
︵
二
月
︶
三
日

︵
中
略
︶

一
両
訳
申
入
候
ハ
︑
□

(閤
カ
)

氏
之
儀
ニ
付
︑
朝
廷
ヨ
リ
之
御
書
ü
被
差
渡
候
ニ
付
︑
先

頃
可
差
出
と
申
上
候
へ
ハ
︑
か
様
之
儀
ニ
付
終
ニ
朝
廷
ヨ
リ
書
簡
被
差
越
候
例
無

之
ニ
付
︑
差
出
候
事
無
用
ニ
仕
候
得
︑
是
非
此
一
件
之
儀
不
申
上
候
而
不
叶
儀
ニ

候
得
ハ
︑
御
書
ü
之
趣
ヲ
口
上
書
之
真
文
差
上
候
︑
尤
御
年
寄
中
御
聞
届
被
成
候

而
︑
其
御
返
答
ヲ
被
仰
聞
候
節
︑
朝
廷
ヨ
リ
之
書
ü
之
儀
ハ
無
拠
儀
可
有
之
候
ニ

付
御
取
上
ケ
不
被
成
候
︑
御
書
ü
之
趣
口
上
書
ニ
仕
候
而
差
出
候
故
︑
口
上
書
之

趣
ニ
付
而
御
返
答
被
成
候
得
ハ
︑
御
書
ü
ヲ
御
披
見
被
遊
候
同
前
ニ
候
と
有
之
候

様
ニ
御
返
答
被
成
被
下
候
へ
か
し
と
︑
崔
同
知
心
入
之
趣
蜜
ニ
申
聞
候
︑
右
之

段
々
三
郎
左
衛
門
殿
へ
申
上
候
︑
尤
粛
拝
之
願
并
カ
ク
セ
イ
之
儀
ハ
︑
翌
三
日
以

書
付
猶
更
御
年
寄
中
へ
差
出
ス

三
日
の
記
事
を
見
る
と
︑
対
馬
藩
は
礼
曹
書
簡
を
受
け
取
ら
な
い
方
針
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
︒
こ
れ
に
対
し
訳
官
使
は
︑
書
簡
の
内
容
を
口
上
書
と
し
て
差
し
出
し
て
い

る
た
め
︑
口
上
書
に
対
し
て
返
答
し
︑﹁
御
書
ü
ヲ
御
披
見
被
遊
候
同
前
ニ
候
と
有
之

候
様
ニ
御
返
答
被
成
被
下
候
へ
﹂
と
内
談
を
行
っ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
対
馬
藩
で
の
騒
ぎ
が
倭
館
へ
伝
わ
っ
た
の
は
︑
二
月
に
入
っ
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
っ
た
︒﹃
毎
日
記
』20
を
み
る
と
︑
対
馬
船
が
五
日
に
倭
館
に
到
着
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
︒
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後
之
様
子
ヲ
書
伸
︑
右
之
書
簡
此
度
一
所
ニ
差
出
之
︑
科
人
ヲ
同
罪
ニ
被
仰
付
候

様
ニ
可
申
達
之
旨
被
申
付
候
得
共
︑
此
度
御
慶
御
使
者
ニ
罷
渡
候
而
︑
御
慶
之
儀

得
と
仕
舞
不
申
候
内
一
所
ニ
差
出
候
段
︑
如
何
存
中
宴
席
之
節
差
出
シ
可
申
と
奉

存
候
処
ニ
︑
裁
判
被
申
聞
は
︑
右
之
書
簡
差
出
候
而
ハ
貴
島
ニ
殊
外
さ
わ
り
候
事

御
座
候
間
︑
先
右
之
段
口
上
書
を
以
申
入
︑
委
細
御
論
談
之
上
御
返
答
可
有
之
候

間
︑
其
後
如
何
様
と
成
り
共
い
た
し
候
得
之
由
被
申
候
︑
尤
如
何
様
之
訳
ニ
而
ケ

様
ニ
被
申
候
哉
︑
得
と
合
点
も
不
仕
候
得
共
総
体
交
隣
之
道
ハ
書
簡
ヲ
往
復
い
た

し
︑
心
底
ヲ
申
通
シ
候
事
ニ
候
得
ハ
︑
書
翰
ヲ
招
候
様
ニ
と
も
有
之
間
鋪
事
ニ
被

存
候
︑
他
邦
へ
使
者
相
勤
候
者
ハ
被
申
付
候
趣
ヲ
先
申
達
︑
返
事
ヲ
取
罷
帰
候

儀
︑
古
今
不
易
之
理
ニ
而
御
座
候
︑
若
も
書
簡
ヲ
差
出
し
候
事
も
不
罷
成
︑
御
返

答
も
不
承
候
而
︑
我
々
帰
国
之
節
︑
返
事
可
申
様
も
無
之
十
分
致
難
儀
候
段
︑
委

細
不
申
入
候
而
も
御
推
量
も
可
有
之
と
奉
存
候
︑
先
礼
曹
ヨ
リ
被
申
越
候
書
翰
之

心
持
ヲ
書
付
︑
兼
而
御
相
談
之
資
と
奉
存
候
差
出
候
︑
得
と
此
趣
御
了
簡
被
成
︑

早
速
御
返
答
被
仰
聞
︑
右
之
科
人
ヲ
も
法
之
通
ニ
御
正
シ
被
成
︑
両
国
之
法
禁
︑

向
後
共
ニ
厳
鋪
相
立
候
様
ニ
被
成
候
ハ
ヽ
万
々
大
慶
ニ
可
奉
存
候
︑
以
上

己
丑
正
月
日

崔
同
知
印

韓
僉
正
印

口
上
書
に
よ
る
と
︑
館
外
で
捕
ま
っ
た
朝
鮮
人
の
男
女
は
す
で
に
事
件
の
詳
細
を
白

状
し
て
お
り
︑
こ
の
二
人
と
日
本
人
を
対
決
さ
せ
︑
同
罪
︵
死
罪
︶
に
す
る
よ
う
館
守

へ
伝
え
た
が
︑
館
守
は
そ
れ
を
承
諾
せ
ず
今
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
︒
渡
海
訳
官
使
は
礼
曹
の
書
簡
を
持
ち
込
ん
だ
も
の
の
︑﹁
御
慶
之
儀
得
と
仕
舞
不

申
候
内
一
所
ニ
差
出
候
段
︑
如
何
存
﹂
じ
た
た
め
︑
祝
事
が
ひ
と
段
落
つ
い
た
中
宴
席

で
書
簡
を
渡
そ
う
と
思
い
立
っ
た
と
い
う
事
情
が
説
明
さ
れ
︑
対
馬
と
朝
鮮
の
﹁
交
隣

之
道
﹂
は
書
簡
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
﹁
心
底
ヲ
申
通
シ
候
事
﹂
で
成
り
立
っ
て
い
る

の
で
︑
早
々
に
返
答
を
聞
か
せ
る
よ
う
に
︑
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
︒

翌
日
︑
龍
田
は
三
郎
左
衛
門
に
呼
び
出
さ
れ
︑
次
の
書
付
の
内
容
を
渡
海
訳
官
使
へ

伝
え
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
︒

同
︵
正
月
︶
十
七
日

一
今
朝
三
郎
左
衛
門
殿
へ
拙
子
被
召
寄
︑
御
書
付
一
通
御
渡
被
成
候
︑
此
趣
ヲ
口
上

ヲ
以
両
使
へ
申
達
候
様
ニ
と
被
仰
付
ル
︑
則
御
書
付
之
趣
爰
記
ス

白
水
源
七
と
申
者
犯
奸
い
た
し
候
由
︑
両
訳
書
付
ヲ
以
申
聞
候
趣
︑
初
而
令
承
知

驚
入
候
︑
厳
鋪
制
禁
申
付
置
候
処
ニ
︑
法
ヲ
犯
シ
候
由
名
差
シ
有
之
上
ハ
其
侭
ニ

可
差
置
道
理
無
之
︑
早
速
召
捕
ニ
遣
之
︑
追
而
遂
吟
味
申
委
細
両
訳
へ
可
申
候

間
︑
右
之
書
付
之
趣
承
届
候
段
︑
先
両
訳
江
可
申
聞
候
︑
以
上

正
月
十
六
日

此
御
書
付
請
取
太
廰
へ
罷
出
︑
両
訳
へ
口
上
ニ
而
右
之
趣
申
達
ス
︑
尤
源
七
儀
田
舎

へ
罷
下
居
候
ニ
付
︑
早
速
捕
ニ
被
遣
之
候
︑
已
上

同
︵
正
月
︶
十
九
日

︵
中
略
︶

一
白
水
源
七
儀
︑
昨
日
召
捕
致
上
府
候
段
︑
尤
籠
舎
被
仰
付
候
儀
両
訳
へ
申
届
ル

家
老
た
ち
は
︑
名
指
し
さ
れ
た
人
物
が
﹁
白
水
し
ろ
す

源
七
﹂
だ
と
判
明
す
る
と
︑
直
ち
に

白
水
を
捕
縛
す
る
手
筈
を
整
え
て
い
る
︒
白
水
は
一
月
十
八
日
に
捕
ら
え
ら
れ
︑
翌
日

に
は
府
中
で
籠
舎
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
︒

同
︵
正
月
︶
廿
二
日

︵
中
略
︶

一
御
屋
鋪
へ
拙
子
被
召
寄
︑
三
郎
左
衛
門
殿
被
仰
聞
候
ハ
︑
白
水
源
七
儀
︑
去
々
年

十
月
之
儀
曽
而
其
身
不
存
候
由
承
候
︑
然
ハ
十
月
何
日
〳
〵
ニ
入
館
仕
候
と
申
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れ
る
の
は
前
代
未
聞
で
あ
る
た
め
︑
書
簡
を
口
上
書
に
認
め
直
し
提
出
さ
せ
る
よ
う
指

示
を
行
っ
て
お
り
︑
夜
に
は
龍
田
と
崔
同
知
と
の
間
で
相
談
が
行
わ
れ
た
︒

右
之
通
之
御
書
付
ヲ
請
取
之
︑
今
夜
ニ
入
太
廰
へ
罷
出
ル
︑
尤
此
程
崔
同
知
申
聞

候
ハ
︑
内
談
申
度
儀
有
之
間
︑
近
日
罷
出
く
れ
候
様
ニ
申
聞
候
ニ
付
□
と
存
候
︑

罷
出
候
而
物
語
仕
候
後
︑
崔
同
知
申
出
候
ハ
朝
鮮
表
ニ
而
申
入
候
カ
ク
セ
イ
之

儀
︑
兎
角
此
度
申
上
ニ
而
可
有
御
座
候
由
申
聞
候
付
︑
私
返
答
右
御
書
付
之
趣
ヲ

以
テ
申
達
候
得
ハ
︑
崔
同
知
申
候
は
︑
被
仰
聞
候
一
々
承
知
仕
候
︑
此
一
件
之
儀

不
申
上
候
而
ハ
身
分
立
か
ね
︑
帰
国
仕
候
節
朝
廷
方
へ
之
申
分
ケ
無
之
時
ハ
我
々

一
命
も
無
之
と
申
物
成
行
可
申
候
得
ハ
︑
難
儀
千
万
ニ
存
候
︑
此
段
御
聞
分
ケ
被

下
候
而
︑
申
分
之
道
筋
立
候
様
ニ
御
取
持
可
被
下
由
申
候
ニ
付
︑
拙
子
返
答
ニ
各

決
定
之
上
二
而
之
儀
ニ
候
ハ
ヽ
︑
取
次
申
間
鋪
共
府
被
申
候
間
︑
御
書
簡
之
趣
口

上
書
ヲ
被
致
候
而
被
差
出
候
ハ
ヽ
差
上
候
様
ニ
可
致
候
︑
口
上
書
ヲ
被
差
出
候
分

ハ
苦
ル
間
敷
哉
と
存
候
︑
尤
被
差
出
候
節
︑
科
人
之
名
ハ
別
紙
書
付
封
シ
印
判
ヲ

突
可
被
差
出
候
︑
左
様
ニ
無
之
候
而
ハ
不
遠
慮
ニ
可
有
之
候
由
申
入
候
得
ハ
委
細

承
申
候
︑
愈
口
上
書
ニ
仕
候
而
差
出
可
申
候
︑
科
人
名
別
紙
ニ
書
付
可
申
之
由
申

聞
ル
︑
右
之
科
人
名
︑
朝
廷
ヨ
リ
之
御
書
ü
之
内
ニ
有
之
由
承
り
候
故
︑
右
之
通

挨
拶
仕
ル

話
し
合
い
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑
崔
同
知
は
書
簡
を
口
上
書
に
認
め
直
し
て
提
出
す
る

こ
と
に
同
意
し
た
が
︑
交
奸
事
件
の
件
を
対
馬
藩
に
伝
え
な
い
ま
ま
に
帰
国
す
る
こ
と

に
な
れ
ば
﹁
身
分
立
か
ね
﹂﹁
一
命
も
無
之
﹂
ほ
ど
の
厳
し
い
咎
め
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
と
龍
田
に
打
ち
明
け
て
い
る
︒
龍
田
は
交
奸
を
行
っ
た
﹁
科
人
﹂
の
名
前
が
﹁
朝

廷
ヨ
リ
之
御
書
翰
之
内
ニ
有
之
﹂
こ
と
を
知
り
︑
科
人
の
名
は
別
紙
に
書
き
付
け
︑
封

印
を
し
て
差
し
出
す
よ
う
求
め
て
い
る
︒

同
︵
正
月
︶
十
六
日

一
太
廰
へ
罷
出
候
処
︑
崔
同
知
申
聞
候
ハ
︑
今
度

□
(閤
カ
)

氏
之
儀
ニ
付
朝
廷
ヨ
リ
書

簡
持
渡
候
付
差
上
可
申
と
存
候
へ
共
︑
ケ
様
之
儀
ニ
付
而
終
ニ
朝
廷
方
ヨ
リ
書
簡

被
差
越
候
例
無
御
座
候
付
︑
書
簡
之
文
句
口
上
書
ニ
仕
リ
差
出
候
ハ
ヽ
御
取
次
可

被
下
之
由
被
仰
聞
候
ニ
付
︑
則
口
上
書
ニ
仕
差
上
之
︑
朝
廷
ヨ
リ
此
一
件
之
事
ハ

深
ク
被
申
付
候
得
ハ
︑
無
拠
ニ
申
上
候
︑
尤
科
人
之
儀
ハ
御
詮
議
之
上
ニ
而
如
何

様
ニ
も
相
済
可
申
候
へ
と
も
︑
我
々
帰
国
仕
リ
朝
廷
へ
申
述
候
道
筋
立
不
申
候
而

ハ
︑
身
分
共
之
衆
ニ
拘
リ
難
儀
千
万
ニ
候
仕
合
ニ
御
座
候
間
︑
何
分
ニ
も
宜
様
ニ

被
仰
上
可
被
下
候
︑
此
段
偏
ニ
頼
入
候
と
両
訳
申
聞
口
上
書
ヲ
相
渡
候
ニ
付
︑
何

分
ニ
可
有
之
候
も
何
計
候
︑
先
請
取
差
出
可
申
之
由
申
入
候
而
︑
口
上
書
請
取
之

罷
帰
リ
︑
直
ニ
御
屋
鋪
へ
持
参
仕
︑
両
訳
差
上
候
口
上
書
ヲ
三
郎
左
衛
門
殿
へ
差

上

ル
︑
尤

右

之

趣

於

九

老

之

間

ニ

直
右
衛
門
殿

(家
老
︑
平
田
直
右
衛
門
)

・
三

郎

左

衛

門

殿
・

佐
左
衛
門
殿

(家
老
︑
樋
口
佐
左
衛
門
)

・
頼

母

殿

(家
老
︑
杉
村
頼
母
)

御
列
座
ニ
付
︑
論
談
之
次
第
有
増
申
上
ル
︑
尤
両
使
差

上
候
書
付
爰
ニ
記
之

話
し
合
い
の
二
日
後
︑
崔
同
知
か
ら
口
上
書
が
提
出
さ
れ
た
︒
龍
田
は
こ
れ
を
受
け

取
る
と
︑
そ
の
足
で
三
郎
左
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
家
老
た
ち
19

が
集
ま
る
屋
敷
へ
向

か
い
︑
口
上
書
を
提
出
し
︑
話
し
合
い
の
あ
ら
ま
し
を
報
告
し
て
い
る
︒
口
上
書
の
和

文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

右
之
和
文
爰
ニ
記
之

〃
先
頃
貴
国
之
人
︑
我
国
之
女
ニ
交
奸
い
た
し
︑
館
中
へ
不
断
往
来
仕
候
処
ニ
︑
右

之
女
召
捕
致
拷
問
候
処
ニ
︑
一
々
白
状
仕
︑
致
媒
候
者
も
委
細
ニ
致
白
状
候
故
︑

名
指
之
科
人
右
之
女
と
一
処
ニ
対
決
之
上
︑
同
罪
ニ
被
申
付
候
様
ニ
と
館
守
へ
申

入
候
得
共
︑
館
守
一
分
之
了
簡
ヲ
以
断
決
難
被
仕
候
而
︑
段
々
相
延
尓
今
埒
明
不

申
︑
今
度
我
々
渡
海
之
節
︑
朝
廷
ヨ
リ
厳
被
申
付
︑
其
上
礼
曹
ヨ
リ
書
翰
ヲ
以
前
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一
御
用
有
之
ニ
付
︑
御
屋
鋪
へ
罷
出
候
様
と
三
郎
左
衛
門
殿

(
家
老
︑
杉
村
三
郎
左
衛
門
)

ヨ
リ
被
仰
下
候
付
罷
出

候
処
ニ
︑
三
郎
左
衛
門
殿
被
仰
聞
候
ハ
︑
去
ル
五
日
大
廰
へ
島
雄
八
左
衛
門
為
見

廻
被
罷
出
候
処
︑
崔
同
知
八
左
衛
門
へ
□

(閤
カ
)

氏
之
儀
ヲ
申
出
候
︑
因
茲
此
度
御
吟

味
ヲ
科
被
遂
と
被
思
食
候
︑
尤
和
館
ニ
而
裁
判
へ
□

(閤
カ
)

氏
之
儀
︑
渡
海
之
両
使
噂

仕
候
節
︑
貴
殿
論
談
被
致
候
次
第
御
用
記
録
書
載
被
仕
候
ヲ
被
差
出
各
見
聞
仕

候
︑
兎
角
□

(閤
カ
)

氏
之
儀
ハ
御
糺
シ
可
被
成
候
条
︑
先
貴
殿
今
日
大
廰
へ
被
罷
出
候

而
︑
崔
同
知
と
論
談
可
被
仕
候
︑
依
之
御
書
付
壱
通
御
渡
被
成
候
間
︑
此
書
付
ヲ

味
候
而
論
談
仕
候
様
と
之
御
事
ニ
而
︑
御
書
付
一
通
請
取
之
記
ス

こ
の
記
事
に
よ
る
と
︑
一
月
五
日
に
﹁
島
雄
八
左
衛
門
｣18
が
見
回
り
の
た
め
大
廰

へ
向
か
っ
た
と
こ
ろ
︑
崔
同
知
か
ら
交
奸
事
件
に
つ
い
て
の
話
を
切
り
出
さ
れ
た
と
い

う
︒
龍
田
は
︑
倭
館
で
の
渡
海
訳
官
使
と
の
論
談
の
内
容
を
藩
に
報
告
し
て
お
り
︑
家

老
の
杉
村
三
郎
左
衛
門
か
ら
書
付
の
内
容
を
も
と
に
崔
同
知
と
交
奸
の
件
を
話
し
合
う

よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
︒
三
郎
左
衛
門
か
ら
龍
田
へ
送
ら
れ
た
指
示
の
内
容
は
次
の
通

り
で
あ
る
︒

覚

〃
朝
鮮
表
ニ
而
崔
同
知
方
ヨ
リ
カ
ク
セ
イ

(
傾
城
︑
遊
女
)

之
儀
委
細
拙
者
へ
被
申
聞
候
ニ
付
︑
其
節

存
寄
之
趣
申
入
置
候
通
︑
是
非
相
正
シ
不
被
申
候
而
不
叶
儀
ニ
被
存
候
ハ
︑
追
而

何
様
ニ
も
被
申
分
ハ
可
有
之
事
ニ
候
︑
今
度
御
嫡
子
成
之
為
御
祝
事
︑
目
出
度
使

者
ニ
被
罷
渡
候
処
ニ
︑
両
国
之
制
禁
ヲ
犯
し
候
者
を
御
正
シ
被
成
被
下
候
様
と
被

申
達
候
段
︑
此
節
ハ
甚
不
相
応
之
儀
と
存
候
︑
ケ
様
之
目
出
度
時
節
ハ
赦
ヲ
も
被

行
候
程
之
事
候
処
ニ
︑
科
人
ヲ
乞
被
求
候
段
不
当
事
候
︑
譬
ハ
貴
国
ニ
太
子
成
相

済
候
刻
︑
御
祝
詞
之
使
者
不
差
渡
候
節
︑
ケ
様
之
儀
申
越
候
ハ
ヽ
快
ク
可
被
存
事

ニ
候
哉
︑
兎
角
此
節
ハ
先
指
留
被
申
︑
是
非
不
申
正
候
而
不
叶
訳
ニ
候
ハ
ヽ
︑
追

而
い
か
様
ニ
も
可
被
申
聞
事
之
旨
申
入
候
得
ハ
︑
此
節
ハ
先
此
沙
汰
相
止
メ
︑
目

出
度
対
州
へ
渡
海
之
儀
可
申
談
由
被
申
止
︑
其
後
如
様

(何
欠
カ
)

共
噂
不
被
申
聞
候
故
︑
弥

此
度
ハ
不
被
申
出
事
と
相
心
得
居
候
処
︑
頃
日
島
雄
八
左
衛
門
拙
者
へ
咄
申
候

ハ
︑
先
頃
太
廰
へ
参
候
刻
︑
カ
ク
セ
イ
事
ニ
付
而
礼
曹
ヨ
リ
之
御
書
簡
被
持
来
候

由
︑
御
自
分
八
左
衛
門
へ
噂
被
申
候
︑
い
か
ゝ
拙
子
存
知
候
哉
と
尋
申
候
而
︑
御

書
翰
被
持
渡
候
段
初
而
承
驚
入
候
︑
於
朝
鮮
申
談
候
刻
︑
此
節
ハ
被
申
出
候
事
被

相
止
候
事
と
存
候
︑
持
渡
被
申
事
ニ
候
ハ
ヽ
︑
如
何
様
之
訳
ニ
而
不
持
渡
候
而
︑

決
而
不
叶
訳
ニ
候
故
弥
相
止
メ
申
事
は
不
罷
成
候
と
之
儀
可
被
申
聞
事
ニ
候
処

ニ
︑
朝
鮮
表
ニ
而
ハ
不
申
出
心
入
ニ
被
申
聞
︑
爰
元
へ
被
持
渡
候
段
難
心
得
候
︑

乍
然
朝
廷
方
ヨ
リ
之
命
ニ
候
故
︑
難
黙
止
被
存
候
而
︑
是
非
不
申
出
候
而
不
叶
儀

ニ
決
定
被
仕
事
ニ
候
ハ
ヽ
︑
口
上
書
ヲ
以
成
共
可
被
申
聞
事
ニ
候
︑
ケ
様
之
儀
ニ

付
︑
礼
曹
ヨ
リ
終
ニ
御
書
簡
ヲ
以
申
来
候
事
も
無
之
様
ニ
承
及
候
故
︑
不
計
被
差

出
候
而
も
取
次
難
差
出
候
︑
尤
直
ニ
被
差
出
候
共
御
書
簡
ヲ
被
差
越
候
義
︑
夫
々

之
手
筋
有
之
︑
写
等
執
政
中
迄
差
出
内
見
之
上
別
条
無
之
候
ハ
ヽ
︑
前
々
格
式
も

有
之
候
故
︑
其
格
式
ヲ
外
シ
請
取
可
被
申
筈
ニ
無
之
事
ニ
候
間
︑
愈
不
計
被
差
出

事
ハ
如
何
ニ
候
︑
乍
然
朝
廷
之
御
心
入
ヲ
不
被
申
通
段
難
儀
ニ
被
存
候
而
︑
礼
曹

ヨ
リ
之
御
書
簡
之
趣
口
上
書
ヲ
以
被
申
聞
候
は
執
政
中
迄
拙
子
取
次
可
申
談
候
︑

尤
両
国
被
仰
合
之
事
ニ
候
故
︑
執
政
中
被
承
道
筋
立
た
る
事
と
被
存
候
ハ
ヽ
︑
披

露
有
之
御
誠
信
之
事
ニ
候
故
︑
幾
重
ニ
も
詮
議
有
之
可
被
相
正
事
と
存
候
︑
不
計

被
申
出
候
而
ハ
︑
御
当
地
ニ
決
而
不
被
存
事
候
故
︑
各
申
分
無
十
方
事
之
様
ニ
被

存
候
而
ハ
如
何
ニ
候
︑
拙
者
儀
ハ
両
国
之
間
役
儀
ヲ
相
努
ル
事
ニ
候
故
︑
此
段
御

内
談
申
入
候
︑
如
何
被
存
候
哉
︑
存
寄
又
々
承
度
候
旨
可
被
申
達
候
︑
以
上

正
月
十
四
日

こ
れ
に
よ
る
と
︑
三
郎
左
衛
門
は
慶
事
の
使
者
と
し
て
対
馬
へ
渡
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
︑
両
国
の
制
禁
を
犯
し
た
者
を
差
し
出
す
よ
う
求
め
る
の
は
﹁
甚
不
相
応
之
儀
﹂

で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
交
奸
事
件
に
よ
っ
て
礼
曹
か
ら
書
簡
が
差
し
出
さ
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離
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
︒

〃
渡
海
訳
官
崔
同
知
・
韓
僉
正
并
訓
導
申
聞
候
ハ
︑
我
々
儀
東
莱
ヨ
リ
申
聞
候
ハ
︑

此
程
朝
廷
ヨ
リ
東
莱
へ
伝
令
を
以
被
申
越
候
ハ
︑
去
冬
館
外
ニ
而
召
捕
候
女
事
未

相
済
候
ニ
付
︑
幸
今
度
訳
官
罷
渡
候
付
︑
対
州
へ
別
紙
を
以
被
仰
越
候
間
︑
相
手

之
儀
御
出
被
成
候
様
ニ
申
越
候
得
之
由
伝
令
下
り
申
候
︑
就
夫
東
莱
我
々
へ
被
申

聞
候
ハ
︑
此
儀
ハ
度
々
両
訳
を
以
館
守
へ
申
達
候
得
共
︑
御
承
引
無
之
候
ニ
付
︑

其
通
都
へ
も
申
達
置
候
処
ニ
︑
又
々
伝
令
下
リ
右
之
通
ニ
申
来
り
候
︑
然
共
館
守

へ
可
申
進
様
体
も
無
之
候
へ
共
︑
朝
廷
ヨ
リ
申
来
候
を
中
途
ニ
而
差
留
候
儀
も
難

成
候
間
︑
一
応
右
之
通
館
守
・
裁
判
へ
申
達
︑
御
了
簡
之
通
承
之
候
様
ニ
と
被
申

候
由
申
聞
候
付
︑
拙
者
返
答
ニ
申
入
候
ハ
︑
此
女
之
儀
于
今
相
済
不
申
候
哉
︑
此

儀
ハ
度
々
御
返
答
ニ
被
申
進
候
日
本
人
相
対
仕
た
る
に
て
も
無
之
︑
館
外
ニ
而
朝

鮮
人
夜
廻
リ
之
者
召
捕
た
る
事
ニ
候
へ
ハ
︑
取
揚
可
申
儀
ニ
も
無
之
候
ニ
付
其
節

其
通
ニ
返
答
仕
候
︑
然
処
ニ
此
度
別
紙
を
以
可
被
仰
越
之
由
︑
朝
廷
方
思
召
入
と

も
不
被
存
候
︑
東
莱
ニ
も
能
々
御
了
簡
可
被
成
候
︑
不
埒
成
儀
ニ
候
へ
ハ
︑
拙
者

方
へ
折
合
不
申
候
︑
仮
令
対
州
へ
被
仰
越
候
共
︑
拙
者
ヨ
リ
不
申
越
儀
を
家
老
衆

取
揚
可
申
と
も
不
被
存
候
︑
此
度
訳
官
之
儀
ハ
対
州
嫡
子
成
︑
格
別
之
為
嘉
儀
被

差
渡
候
処
ニ
︑
ケ
様
成
凶
事
之
儀
を
可
被
仰
越
之
儀
︑
朝
鮮
之
儀
ハ
不
存
候
へ

共
︑
日
本
之
儀
ケ
様
之
祝
詞
又
ハ
先
祖
之
法
事
抔
仕
候
節
ハ
極
罪
之
者
も
差
免
申

事
ニ
候
︑
然
所
ニ
此
度
之
訳
官
ニ
右
之
段
可
被
仰
越
之
儀
︑
朝
廷
方
ニ
ハ
爰
□
□

(
虫
損
)

次
第
︑
得
と
御
存
知
被
成
︑
何
分
ニ
も
可
被
仰
越
と
存
候
︑
□
□

(
虫
損
)

東
莱
御
了
簡
ニ

可
有
之
儀
ニ
候
︑
都
表
御
返
答
之
儀
ハ
︑
此
方
ヨ
リ
御
差
図
可
申
様
も
無
之
儀
ニ

候
︑
何
分
ニ
も
東
莱
ヨ
リ
宜
御
了
簡
被
成
可
被
仰
越
儀
と
存
候
由
︑
右
三
人
返
答

仕
候
処
ニ
委
細
承
届
候
︑
御
了
簡
之
通
東
莱
へ
可
申
達
由
返
答
仕
ル

朝
鮮
朝
廷
は
交
奸
事
件
が
解
決
し
た
と
は
見
な
し
て
お
ら
ず
︑
今
回
の
祝
事
で
渡
海

訳
官
が
対
馬
へ
渡
る
際
に
︑
相
手
の
日
本
人
を
差
し
出
す
よ
う
求
め
て
き
た
の
で
あ

る
︒
館
守
は
こ
れ
を
﹁
朝
廷
方
思
召
入
と
も
不
被
存
候
﹂
と
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
し
︑

日
本
で
は
祝
事
や
法
事
の
際
に
恩
赦
を
行
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
﹁
凶
事
﹂
を
持
ち
込
む

こ
と
は
な
い
と
抗
議
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
裁さ

い

判は
ん

で
あ
る
龍
田
権
兵
衛
の
日
誌
﹃
裁
判
記
録
』15
を
見
る
と
︑
同
日
の

暮
方
に
は
︑
彼
の
元
へ
も
渡
海
訳
官
使
両
名
と
両
判
事
が
訪
れ
︑
交
奸
事
件
に
関
す
る

話
が
な
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
確
認
で
き
る
︒
龍
田
は
渡
海
訳
官
使
の
送
迎
を
行
う
裁

判
と
し
て
倭
館
に
派
遣
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
︑
朝
鮮
側
は
出
発
を
目
前
に
控
え
た
こ
の

時
期
に
︑
館
守
と
裁
判
へ
事
前
通
告
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
し
て
つ
い
に
︑
十
二
月
十
日
に
は
国
元
か
ら
館
守
へ
渡
海
訳
官
使
が
持
ち
渡
る
書

簡
の
文
面
に
問
題
が
な
い
た
め
︑
出
発
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
︒
十
八
日
に
は
訳
官

使
一
行
が
乗
船
し
︑
朝
鮮
か
ら
対
馬
へ
向
け
て
渡
海
訳
官
使
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ

る
︒

第
三
節

対
馬
に
お
け
る
交
渉

崔
同
知
・
韓
僉
正
を
は
じ
め
と
す
る
総
勢
八
十
七
名
の
渡
海
訳
官
使
一
行
は
︑
十
二

月
二
十
日
に
対
馬
へ
到
着
し
︑
二
十
五
日
に
は
府
中
に
入
っ
た
︒
こ
の
時
︑
朝
鮮
側
は

か
ね
て
か
ら
の
予
告
通
り
︑﹁
礼
曹
﹂
16

が
発
給
し
た
交
奸
事
件
に
関
す
る
書
簡
を
持

参
し
て
い
た
︒
訳
官
使
の
対
応
を
行
っ
た
龍
田
の
業
務
日
誌
﹃
裁
判
記
録
』17
に
は
︑

そ
の
交
渉
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

【宝
永
六
年

一
月
の
経
過
︼

交
奸
事
件
に
関
す
る
記
事
が
最
初
に
現
れ
た
の
は
一
月
十
四
日
の
こ
と
で
あ
る
︒

同
︵
正
月
︶
十
四
日

宝永四（一七〇七）年の交奸（密通）事件に見る対馬と朝鮮の外交交渉（迫田ひなの）
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ニ
而
無
御
座
候
而
ハ
︑
何
事
も
難
相
進
ま
た
は
達
事
ニ
御
座
候
︑
此
儀
は
幾
重
ニ

も
御
理
申
上
候
︑
囚
人
同
類
古
館
ニ
罷
有
候
由
口
書
ニ
も
相
見
へ
申
候
︑
随
分
詮

議
を
詰
︑
重
而
館
近
辺
不
罷
越
候
様
ニ
い
か
様
ニ
も
申
付
様
御
座
候
︑
盗
人
之
儀

ハ
災
を
仕
た
る
者
之
儀
ニ
御
座
候
得
共
︑
右
申
上
候
通
其
夜
之
番
人
命
ニ
も
構
リ

可
申
儀
も
難
計
候
︑
大
勢
之
者
御
介
被
成
儀
ニ
御
座
候
間
︑
幾
重
ニ
も
御
了
簡
被

成
被
下
候
様
ニ
偏
存
願
候
由
申
聞
候
︑
又
々
拙
者
申
入
候
ハ
︑
被
申
聞
候
通
承
届

候
︑
併
□
盗
之
儀
数
度
之
儀
ニ
候
へ
ハ
︑
其
分
ニ
も
難
差
置
候
間
︑
弥
囚
人
其
外

同
類
共
急
度
詮
議
被
致
︑
彼
者
共
申
分
急
度
此
方
へ
申
聞
候
様
ニ
と
申
渡
ス

館
守
は
﹁
ソ
ン
ユ
ソ
ギ
﹂
の
仲
間
を
捕
ら
え
て
捜
査
を
行
い
︑
東
莱
府
へ
届
け
出
る

よ
う
求
め
た
︒
訓
導
は
そ
れ
を
﹁
も
っ
と
も
だ
﹂
と
納
得
す
る
も
︑
東
莱
府
に
届
け
た

場
合
︑
そ
の
夜
の
倭
館
の
番
人
や
両
判
事
な
ど
︑
大
勢
の
人
間
が
ど
の
よ
う
な
咎
め
を

受
け
る
か
分
か
ら
な
い
と
訴
え
て
い
る
︒
館
守
は
こ
の
事
情
を
汲
み
︑﹁
ソ
ン
ユ
ソ
ギ
﹂

と
そ
の
仲
間
の
捜
査
を
行
う
こ
と
と
引
き
換
え
に
︑
東
莱
府
へ
の
報
告
は
行
わ
な
い
こ

と
に
な
っ
た
︒

こ
の
二
日
後
︑
再
び
訓
導
が
館
守
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
際
︑
渡
海
訳
官

使
の
﹁
崔
同
知
｣13
と
﹁
韓
僉
正
﹂
が
同
席
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
五
代
藩
主
で
あ
る

宗
義
方

よ
し
み
ち

14

の
嫡
子
で
あ
る
彦
千
代
の
誕
生
祝
い
と
︑
藩
主
の
江
戸
か
ら
の
帰
国
祝
い
を

兼
ね
︑
朝
鮮
か
ら
対
馬
へ
向
け
て
渡
海
訳
官
使
の
派
遣
が
決
定
し
て
い
た
た
め
で
あ

る
︒一

同
︵
十
二
月
︶
四
日
︑
晴
天
︑
真
西
風

︵
中
略
︶

〃
渡
海
訳
官
崔
同
知
・
韓
僉
正
并
訓
道(導

)

罷
出
︑
訓
導
申
聞
候
ハ
︑
一
昨
日
被
仰
聞
候

朝
鮮
人
盗
人
之
儀
︑
昨
日
詮
議
仕
候
処
ニ
︑
彼
者
申
候
通
古
館
へ
同
類
有
之
由
申

聞
候
付
︑
彼
者
召
寄
候
を
吟
味
候
処
ニ
︑
去
年
已
来
ヨ
リ
同
前
ニ
館
ニ
盗
ニ
入
候

段
白
状
仕
候
︑
此
儀
ハ
別
差
同
列
ニ
罷
上
り
御
詫
可
申
上
儀
︑
本
意
御
座
候
処

ニ
︑
今
日
入
右
之
手
本
之
儀
︑
時
節
之
儀
ニ
御
座
候
へ
ハ
︑
早
速
罷
帰
東
莱
へ
手

本
仕
候
︑
然
ハ
彼
者
共
儀
ハ
盗
人
ニ
其
紛
無
御
座
候
付
︑
東

□

(虫
損
︑
莱
カ
)

へ
御
届
被
成
候

ハ
ヽ
死
罰
ニ
も
可
被
行
候
へ
共
︑
其
首
尾
至
□
□
□
□

(

虫

損

)

申
上
三
□
儀
并
守
門
番
人

何
分
之
科
可
被
行
儀
も
不
相
知
候
︑
左
様
御
座
候
而
ハ
大
勢
之
者
至
極
難
儀
仕

候
︑
其
上
我
々
只
今
迄
別
条
な
く
相
勤
来
候
処
ニ
︑
此
儀
東
莱
へ
御
届
被
成
候
而

ハ
︑
我
々
至
不
首
尾
千
万
ニ
罷
成
候
︑
御
手
前
様
御
心
一
つ
を
以
守
門
番
人
二
至

大
勢
介
リ
申
事
ニ
御
座
候
︑
何
分
ニ
も
御
了
簡
被
成
可
被
下
候
︑
彼
者
共
儀
︑
重

而
館
内
へ
入
来
不
申
候
様
ニ
急
度
追
放
可
仕
候
︑
此
度
之
儀
ハ
幾
重
ニ
も
御
詫
申

上
候
由
︑
達
而
申
聞
候
付
︑
拙
者
返
答
ニ
申
入
候
ハ
︑
彼
者
共
儀
此
所
計
之
事
ニ

而
も
無
之
︑
去
年
已
来
ヨ
リ
度
々
館
内
へ
盗
ニ
入
︑
其
上
同
類
等
も
有
之
︑
旁
重

科
之
者
ニ
候
処
︑
東
莱
へ
御
届
申
入
︑
急
度
御
仕
置
被
仰
付
候
様
ニ
不
仕
候
而
不

叶
者
ニ
候
へ
共
︑
左
様
候
而
ハ
両
訳
至
極
及
難
儀
︑
其
上
所
々
番
人
大
勢
之
者
難

儀
ニ
及
候
由
︑
達
而
理
リ
被
申
聞
候
付
︑
此
度
之
儀
ハ
対
州
格
別
之
御
祝
詞
ニ

而
︑
訳
官
も
被
召
寄
︑
近
々
出
船
砌
之
儀
ニ
候
故
︑
科
人
等
大
勢
之
者
共
何
角
詮

議
ニ
及
候
段
如
何
敷
存
候
付
︑
此
度
儀
御
祝
詞
之
訳
官
ニ
対
し
差
免
候
︑
右
盗
人

并
同
類
之
者
︑
急
度
遠
方
へ
追
放
可
被
致
候
︑
万
一
右
之
内
亦
々
盗
等
ニ
入
候

ハ
ヽ
急
度
東
莱
へ
届
之
︑
両
訳
ニ
至
リ
及
迷
惑
候
様
ニ
可
仕
候
間
︑
弥
堅
被
申
付

候
様
ニ
と
申
渡
候
処
ニ
︑
弥
早
速
遠
方
へ
差
越
可
申
候
︑
万
一
重
而
館
ニ
も
入
候

ハ
ヽ
︑
我
々
儀
何
分
ニ
も
被
仰
付
候
様
ニ
と
金
正
返
答
仕
ル

前
述
の
よ
う
に
︑
今
回
の
訳
官
使
派
遣
は
嫡
子
誕
生
祝
い
の
﹁
対
州
格
別
之
御
祝

詞
﹂
で
あ
っ
た
︒
出
船
が
間
近
と
な
っ
た
今
︑
館
守
は
こ
の
不
祥
事
を
表
沙
汰
に
せ
ず

﹁
御
祝
詞
之
訳
官
﹂
に
免
じ
て
盗
難
事
件
の
犯
人
を
遠
方
へ
追
放
す
る
こ
と
に
合
意
し
︑

事
件
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
次
に
渡
海
訳
官
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
の
は
︑
お
よ
そ
﹁
祝
詞
﹂
と
は
か
け
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而
焼
酎
少
・
宴
席
膳
部
之
品
抔
盗
取
申
候
︑
夜
前
盗
ニ
入
候
次
第
は
︑
暮
方
ヨ
リ

外
太
庁
隠
レ
居
︑
夜
ニ
入
丑
之
刻
時
分
宴
席
門
脇
之
塀
を
越
︑
副
特
送
使
荷
押
物

房
内
物
置
之
あ
け
さ
ま

︵
狭
間
︑
窓
カ
︶

を
放
シ
内
ニ
入
︑
香
袋
壱
・
帷
子
壱
・
木
綿
地
半
壱
・
木

綿
合
羽
壱
・
切
鱈
入
壱
・
多
葉
粉
巻
壱
・
干
魚
十
枚
取
出
候
︑
夫
ヨ
リ
台
所
へ
参

り
︑
又
何
そ
盗
出
し
可
申
と
存
︑
囲
炉
爐
之
火
を
ふ
り
立
候
節
家
来
之
衆
見
合
︑

盗
人
ニ
而
可
有
之
と
申
候
而
召
捕
候
付
︑
盗
人
ニ
而
ハ
無
之
候
︑
女
を
連
参
候

間
︑
差
免
く
れ
候
へ
と
申
候
へ
共
︑
胡
乱
ニ
有
之
由
に
て
︑
則
縄
を
掛
被
申
候
︑

同
類
之
儀
御
尋
被
成
候
︑
一
両
年
已
来
キ
ミ
ユ
チ
ユ
キ
・
キ
ミ
ヲ
ク
リ
・
キ
ミ
ヲ

リ
ミ
と
申
者
共
と
申
合
候
へ
共
︑
右
之
所
々
へ
盗
ニ
入
候
節
ハ
︑
毎
度
私
壱
人
計

忍
入
申
候
︑
右
三
人
之
内
キ
ミ
ユ
チ
ユ
キ
・
キ
ミ
ヲ
ク
リ
ハ
古
館
罷
有
候
︑
去
年

三
月
已
来
方
々
へ
盗
人
入
候
段
御
尋
被
成
候
︑
定
而
右
三
人
之
内
た
れ
そ
為
罷
越

ニ
而
も
可
有
御
座
候
哉
︑
私
儀
ハ
右
申
上
候
所
々
ヨ
リ
外
へ
ハ
曽
而
参
り
不
申

候
︑
此
外
別
而
申
上
候
儀
無
御
座
候
︑
以
上

十
二
月
朔
日

︵
中
略
︶

口
書

私
儀
台
所
へ
臥
り
候
処
ニ
︑
此
ô
日
夜
八
ツ
時
時
分
台
所
へ
人
音
仕
候
付
︑
起
合

見
申
候
処
ニ
︑
い
ろ
り
之
火
を
ふ
り
候
ニ
付
︑
役
人
ニ
而
も
候
哉
と
言
葉
を
掛
候

へ
共
返
答
無
之
ニ
付
︑
心
を
付
申
候
処
ニ
朝
鮮
人
と
相
見
へ
候
故
早
速
召
捕
︑
主

人
并
役
人
呼
り
︑
両
人
共
即
刻
被
罷
出
被
召
捕
申
候
候
︑
尤
私
捕
候
節
︑
彼
者
申

候
ハ
か
く
せ
い

(
傾
城
︑
遊
女
)

召
連
来
候
間
︑
恩(隠

)

密
ニ
成
候
様
ニ
と
申
候
︑
別
而
同
類
も
相
見
へ

不
申
候
︑
以
上

十
二
月
朔
日

古
村
甚
兵
衛
内

忠
兵
衛
印

捕
ら
え
ら
れ
た
﹁
ソ
ン
ユ
ソ
ギ
﹂
は
︑
前
年
の
三
月
ご
ろ
と
五
月
ご
ろ
︑
そ
し
て
今

回
と
三
回
に
わ
た
っ
て
倭
館
で
盗
み
を
働
い
た
と
白
状
し
て
い
る
︒
今
回
は
深
夜
に
宴

席
門
の
脇
の
塀
を
越
え
︑
古
村
甚
兵
衛
の
荷
物
を
物
色
し
た
の
ち
台
所
に
回
っ
た
と
こ

ろ
を
︑
台
所
に
就
寝
し
て
い
た
甚
兵
衛
の
家
来
・
忠
兵
衛
に
発
見
さ
れ
た
︒
忠
兵
衛
は

当
初
︑
彼
を
役
人
か
と
思
い
声
を
か
け
た
が
返
答
が
な
く
︑
注
意
し
て
み
る
と
朝
鮮
人

で
あ
っ
た
た
め
捕
ら
え
た
︒
そ
の
際
︑﹁
ソ
ン
ユ
ソ
ギ
﹂
は
﹁
女
性
を
連
れ
て
く
る
の

で
隠
密
に
し
て
ほ
し
い
﹂
と
頼
ん
だ
と
い
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
朝
鮮
人
が
日
本
人
と
接

触
し
︑
朝
鮮
人
側
に
何
ら
か
の
不
都
合
が
生
じ
た
場
合
︑
女
性
が
そ
の
見
返
り
と
し
て

差
し
出
さ
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
し
て
翌
日
︑
訓
導
が
入
館
し
︑
こ
の
事
件
の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
︒

一
︑
同
︵
十
二
月
︶
二
日
︑
晴
天
︑
西
風

︵
中
略
︶

〃
夜
前
囚
人
之
儀
ニ
付
今
日
訓
導
召
寄
候
処
︑
訓
導
申
聞
候
ハ
︑
朝
鮮
人
昨
夜
御
僉

官
衆
方
へ
盗
ニ
入
候
付
被
召
捕
︑
以
伝
五
郎
被
仰
聞
之
趣
承
知
仕
驚
入
候
︑
囚
人

之
儀
ハ
足
を
も
不
見
出
候
様
ニ
仕
置
候
︑
夜
前
早
速
参
上
仕
此
段
可
申
上
処
ニ
︑

夜
更
候
付
参
上
不
仕
候
由
申
聞
候
ニ
付
︑
拙
者
申
渡
候
ハ
︑
盗
之
儀
夜
前
計
之
儀

ニ
も
無
之
︑
去
年
已
来
ヨ
リ
度
々
盗
ニ
入
候
由
申
出
︑
殊
同
類
之
儀
も
二
・
三
人

古
館
へ
居
申
候
由
口
書
ニ
も
相
見
へ
候
間
︑
右
同
類
之
者
共
其
方
へ
召
寄
急
度
詮

議
被
致
︑
其
段
可
被
申
聞
候
︑
其
上
ニ
而
東
莱
へ
可
相
届
と
存
候
︑
東
莱
之
儀
兼

テ
承
候
ニ
ハ
︑
御
仕
置
被
入
御
念
候
様
承
及
候
処
ニ
︑
ケ
様
之
人
数
多
館
近
辺
ニ

被
召
置
候
段
不
届
之
儀
存
候
︑
両
訳
ニ
至
不
沙
汰
千
万
ニ
存
候
︑
兼
々
申
付
緩
ニ

有
之
故
と
被
存
候
︑
右
同
類
等
詮
議
之
上
東
莱
へ
相
届
可
申
候
間
︑
急
度
遂
詮
議

候
様
ニ
申
渡
候
処
ニ
︑
訓
導
返
答
ニ
申
聞
候
ハ
︑
被
仰
聞
候
通
一
々
御
尤
千
万
ニ

奉
存
候
︑
囚
人
之
儀
同
類
共
詮
議
を
詰
︑
其
上
に
て
東
莱
へ
御
届
可
成
由
︑
左
様

御
座
候
而
ハ
︑
三
所
兵

伏

ヒ
ヨ
ヘ
ツ
キ
ン

并
守
門
其
夜
之
番
人
︑
い
か
程
之
科
可
被
申
付
も
難

相
計
︑
其
上
我
々
ニ
至
︑
何
之
呵
ニ
逢
可
申
も
不
存
候
︑
兎
角
我
々
儀
は
︑
御
影
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能
々
御
了
簡
被
成
︑
都
表
へ
も
宜
被
仰
越
被
下
候
様
ニ
と
存
候
︑
右
之
段
具
ニ
東

莱
へ
申
達
候
様
ニ
と
両
訳
ニ
申
聞
ル

前
任
の
両
判
事
は
倭
館
に
到
着
す
る
対
馬
船
数
の
報
告
ミ
ス
の
責
任
を
負
い
︑
二
月

九
日
に
別
差
︑
三
月
七
日
に
訓
導
が
そ
れ
ぞ
れ
交
代
し
て
い
る
︒
そ
こ
へ
現
状
の
対
処

で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
︑
今
一
度
相
手
の
日
本
人
を
同
刑
で
裁
く
よ
う
︑
朝
鮮
朝

廷
か
ら
新
両
判
事
へ
指
示
が
な
さ
れ
た
︒
こ
れ
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
︑
渡
海
訳

官
使
11

を
派
遣
す
る
際
に
国
元
へ
申
し
入
れ
る
と
も
言
い
含
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑

館
守
は
あ
く
ま
で
女
性
が
館
内
に
入
っ
て
お
ら
ず
︑
日
本
人
が
立
ち
会
っ
て
い
な
か
っ

た
点
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
︒
も
し
も
訳
官
使
派
遣
の
際
に
書
簡
で
直
接
国
元
へ

申
し
入
れ
る
と
な
っ
て
は
︑
両
国
の
関
係
に
差
し
障
り
が
出
る
た
め
︑
よ
く
考
え
た
上

で
朝
廷
へ
報
告
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
︒

〃
又
々
両
訳
ニ
申
入
候
ハ
︑
右
一
件
之
儀
︑
両
訳
ニ
も
拙
者
へ
再
扁
申
聞
ニ
不
及
儀

と
存
候
へ
共
︑
東
莱
差
図
ニ
付
難
差
置
候
付
︑
申
聞
候
段
申
分
ケ
之
上
ハ
急
度
呵

可
申
様
も
無
之
候
︑
乍
然
ケ
様
之
儀
前
々
例
無
之
儀
共
東
莱
何
分
ニ
被
仰
候
と

も
︑
例
無
之
事
ニ
候
へ
ハ
幾
度
も
両
人
急
度
申
可
開
所
ニ
︑
先
訓
導
・
別
差
代
ニ

事
済
候
儀
を
又
々
申
聞
候
段
不
届
千
万
ニ
存
候
︑
両
訳
儀
対
州
ヨ
リ
御
厚
恩
ニ
被

仰
付
候
も
ケ
様
之
無
筋
儀
共
違
脚
ニ
不
及
様
ニ
取
持
候
為
ニ
結
構
ニ
被
仰
付
儀
ニ

候
︑
然
処
ニ
ケ
様
無
筋
目
儀
と
も
申
開
等
不
成
儀
ニ
候
へ
ハ
両
訳
役
儀

□
︵
誤
カ
︶

不
相

勤
儀
と
存
候
︑
向
後
ケ
様
ニ
無
計
方
儀
申
聞
事
ニ
候
ハ
ヽ
︑
対
面
致
間
敷
候
段
申

渡
ス
︑
扨
又
通
詞
諸
岡
助
左
衛
門
へ
申
入
候
ハ
︑
呉
正
・
金
判
事
儀
昨
今
罷
下
候

故
前
々
之
様
子
疾
と
存
無
之
事
ニ
候
︑
假
此
儀
申
出
候
と
も
伝
五
郎
・
助
左
衛
門

儀
ハ
︑
前
々
之
様
子
疾
と
被
存
た
る
事
ニ
候
処
ニ
︑
両
人
ヨ
リ
両
訳
江
申
達
様
不

宜
候
哉
︑
又
々
拙
者
へ
右
之
一
件
申
聞
候
儀
共
︑
伝
五
郎
・
助
左
衛
門
申
達
候
様

悪
敷
故
と
存
候
︑
向
後
ケ
様
成
無
筋
儀
共
申
出
候
と
も
︑
両
人
方
ニ
而
と
く
と
両

訳
ニ
致
合
点
候
様
ニ
申
聞
可
然
由
申
渡
ス

さ
ら
に
︑
先
任
の
両
判
事
の
頃
に
解
決
し
て
い
た
問
題
を
掘
り
返
す
の
は
﹁
不
届
千

万
﹂
で
あ
り
︑
今
後
こ
の
よ
う
な
﹁
無
筋
目
﹂﹁
無
計
方
﹂
こ
と
を
報
告
す
れ
ば
対
面

し
な
い
と
言
い
渡
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
通
詞
へ
事
件
の
事
情
を
知
ら
な
い
新
両
訳
へ
説

明
を
行
い
納
得
さ
せ
る
よ
う
指
示
を
行
っ
て
お
り
︑
こ
の
対
応
が
対
馬
側
に
と
っ
て
は

功
を
奏
し
た
の
か
︑
し
ば
ら
く
の
間
︑
事
件
に
関
す
る
記
事
は
﹃
毎
日
記
﹄
上
に
は
見

ら
れ
な
い
︒

【十
二
月
の
経
過
︼

十
一
月
ô
日
︑
朝
鮮
人
﹁
ソ
ン
ユ
ソ
ギ
﹂
が
倭
館
に
盗
み
に
入
る
と
い
う
事
件
が
起

こ
っ
た
︒
翌
十
二
月
一
日
に
は
口
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
日
の
﹃
毎
日
記
』12

に
は
興
味
深
い
文
言
が
み
ら
れ
る
︒

一
︑
戊
子
十
二
月
朔
日
︑
晴
天
︑
西
風

︵
中
略
︶

〃
副
特
送
使
荷
押
物
古
村
甚
兵
衛
罷
出
申
聞
候
ハ
︑
夜
前
私
房
内
へ
朝
鮮
人
盗
ニ

入
︑
則
召
捕
縄
掛
置
候
由
遂
案
内
候
二
付
︑
家
来
等
相
附
︑
念
入
被
置
候
様
二
申

渡
ス

〃
右
同
断
ニ
付
︑
御
徒
目
付
福
嶋
源
兵
衛
・
春
田
源
五
郎
・
御
徒
横
目
小
嶋
新
四
郎

并
通
詞
嘉
瀬
伝
五
郎
︑
甚
兵
衛
方
へ
遣
之
︑
盗
入
候
朝
鮮
人
并
家
内
者
口
書
為
致

差
出
候
様
ニ
と
申
渡
ス
︑
則
口
書
為
致
持
参
仕
候
付
︑
左
記
之

ソ
ン
ユ
ソ
ギ
口
書

去
年
已
来
館
内
ニ
盗
人
有
之
候
段
︑
御
吟
味
被
成
候
付
有
体
ニ
申
上
候
︑
去
年
三

月
比
︑
町
御
代
官
神
宮
十
蔵
房
内
へ
忍
入
︑
白
米
三
丸
・
木
綿
袷
壱
盗
取
︑
其
後

五
月
比
第
一
船
正
官
人
房
内
二
而
︑
飯
鍋
壱
・
塩
壱
俵
盗
取
︑
同
都
船
主
房
内
二
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〃
両
訳
又
々
申
聞
候
ハ
︑
先
頃
館
外
ニ
而
捕
候
朝
鮮
人
歩
将
并
女
之
儀
︑
前
々
ヨ
リ

日
本
人
相
手
取
仕
候
例
無
之
ニ
付
︑
右
両
人
之
儀
斬
罪
ニ
可
申
付
候
哉
︑
又
ハ
流

罪
ニ
も
可
申
付
哉
之
由
︑
都
表
へ
可
相
伺
候
処
ニ
都
表
ヨ
リ
申
来
候
ハ
︑
此
度
之

儀
前
々
例
無
之
候
と
も
釜
山
浦
・
館
守
・
裁
判
致
対
談
︑
急
度
吟
味
を
詰
︑
双
方

同
罪
ニ
申
付
候
様
ニ
申
来
候
︑
其
段
不
埒
ニ
も
候
ハ
ヽ
対
州
へ
書
簡
を
以
申
達
︑

是
非
相
極
候
様
ニ
と
都
表
ヨ
リ
申
来
候
段
東
莱
ヨ
リ
被
申
聞
候
ニ
付
︑
返
答
ニ
申

入
候
ハ
︑
被
仰
聞
候
段
委
細
承
届
候
︑
乍
然
日
本
之
儀
科
人
ニ
慥
ニ
相
知
候
上
︑

段
々
吟
味
を
遂
申
事
ニ
候
︑
此
度
之
儀
日
本
人
相
対
不
仕
事
ニ
候
へ
ハ
急
度
吟
味

可
遂
了
簡
無
之
儀
ニ
御
座
候
︑
勿
論
都
ヨ
リ
御
差
図
之
由
被
仰
聞
候
へ
共
道
筋
有

之
儀
ニ
候
ハ
ヽ
︑
都
ヨ
リ
御
差
図
迄
も
無
之
︑
東
莱
・
釜
山
ヨ
リ
被
仰
聞
候
と
も

誠
信
之
儀
ニ
候
へ
ハ
︑
急
度
詮
議
可
致
儀
ニ
候
へ
共
右
之
通
吟
味
可
仕
拠
無
之
儀

ニ
候
故
︑
此
段
之
儀
御
指
図
ニ
難
任
候
︑
右
之
旨
東
莱
へ
宜
申
達
候
様
ニ
と
両
訳

へ
申
入
ル

こ
れ
を
み
る
と
︑
館
外
で
捕
ら
え
ら
れ
た
朝
鮮
人
は
こ
れ
が
初
犯
だ
と
主
張
し
て
い

る
︒
館
外
で
未
然
に
捕
ら
え
た
た
め
斬
罪
に
す
べ
き
か
︑
流
罪
に
す
べ
き
か
を
朝
廷
に

問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
︑
釜
山
浦
・
館
守
・
裁
判
と
で
話
し
合
い
を
行
い
︑
捜
査
を

行
っ
た
う
え
で
双
方
の
罪
人
を
同
刑
で
裁
く
よ
う
に
と
指
示
さ
れ
て
い
る
︒
手
続
き
が

行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
︑
書
簡
で
対
馬
本
藩
へ
指
示
を
仰
ぐ
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
︑

館
守
は
こ
れ
に
対
し
︑
捜
査
す
べ
き
根
拠
が
な
い
た
め
︑
指
示
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
東
莱
府
へ
伝
え
る
よ
う
返
答
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
四
月
十
三
日
︑
館
守
へ
再
度
捜
査
の
催
促
が
行
わ
れ
て
い
る
︒

一
同
︵
四
月
︶
十
三
日
︑
晴
天
︑
北
東
風

︵
中
略
︶

〃
両
訳
又
々
申
聞
候
は
︑
先
訓
導
・
別
差
代
ニ
御
聞
被
成
候
︑
先
頃
之
女
事
一
応
御

手
前
様
へ
東
莱
被
申
達
事
相
済
︑
宜
都
表
江
被
致
注
進
候
処
ニ
︑
此
程
都
ヨ
リ

又
々
東
莱
方
へ
申
来
候
は
︑
此
一
件
之
儀
兎
角
只
今
之
分
ニ
而
ハ
不
相
済
事
ニ
候

間
︑
今
一
応
館
守
へ
申
達
日
本
人
同
罪
ニ
申
付
候
得
︑
若
又
御
承
引
無
之
候

ハ
ヽ
︑
対
州
へ
訳
官
差
渡
候
節
︑
書
通
を
以
成
共
可
被
申
入
旨
︑
都
ヨ
リ
申
来
候

由
東
莱
被
申
候
旨
両
訳
申
聞
ル
︑
此
儀
ハ
前
以
東
莱
ヨ
リ
御
自
分
様
へ
被
申
達
候

へ
共
御
承
引
無
之
︑
殊
ニ
ケ
様
之
儀
以
前
も
有
之
候
節
︑
日
本
人
相
手
被
差
出
候

例
無
之
候
ニ
付
︑
事
相
済
ス
都
へ
被
致
注
進
候
処
ニ
︑
東
莱
之
儀
少
々
呵
分
ニ
而

都
表
ヨ
リ
又
々
申
来
候
︑
此
儀
ハ
東
莱
ハ
不
申
及
︑
我
々
至
も
再
扁
難
申
出
儀
ニ

候
へ
共
都
表
ヨ
リ
右
之
通
ニ
申
来
候
付
︑
無
拠
此
段
被
申
越
候
由
申
聞
ル
︑
拙
者

返
答
ニ
申
入
候
ハ
先
訓
導
・
別
差
を
以
東
莱
ヨ
リ
被
仰
聞
候
ニ
付
︑
其
節
御
返
答

申
入
候
而
事
相
済
居
候
処
ニ
︑
又
々
此
一
件
可
仰
聞
候
︑
此
儀
ハ
先
達
而
御
返
答

ニ
申
入
候
通
︑
館
内
ニ
女
を
入
レ
申
た
る
ニ
て
も
無
之
︑
館
外
ニ
而
︑
殊
日
本
人

曽
而
不
立
逢
事
ニ
御
座
候
︑
以
前
古
館
之
節
館
内
に
数
日
女
を
入
置
︑
相
顕
候
節

も
元
ヨ
リ
朝
鮮
人
致
手
引
館
内
ニ
入
申
た
る
事
ニ
候
故
︑
其
方
ヨ
リ
兎
角
ニ
被
仰

掛
も
無
之
︑
勿
論
此
方
ヨ
リ
相
手
も
出
不
申
事
相
済
候
︑
増
而
此
度
之
儀
朝
鮮
人

女
を
館
ニ
入
レ
可
申
と
仕
候
を
︑
館
外
ニ
而
朝
鮮
人
召
捕
相
顕
た
る
儀
ニ
候
へ

ハ
︑
相
手
之
儀
不
相
知
事
ニ
候
︑
右
之
通
先
々
相
済
来
候
儀
︑
拙
者
当
役
ニ
至
先

例
無
之
儀
共
御
請
難
申
候
︑
勿
論
都
ヨ
リ
ハ
何
分
ニ
も
被
仰
越
候
共
︑
此
段
東
莱

御
了
簡
被
成
︑
都
表
之
儀
宜
被
仰
遣
被
下
候
様
ニ
︑
於
此
儀
ハ
幾
度
被
仰
聞
候
共

御
理
申
入
候
︑
扨
又
訳
官
渡
海
之
節
︑
書
通
を
以
可
被
仰
達
と
の
儀
︑
是
又
難
落

着
存
候
︑
爰
元
之
儀
何
扁
館
守
東
莱
申
談
︑
事
済
候
訳
ニ
候
処
ニ
︑
直
ニ
対
州
へ

可
被
仰
越
と
之
儀
︑
何
と
も
難
落
着
儀
共
ニ
候
︑
左
様
候
へ
ハ
館
守
役
・
東
莱
御

役
も
無
之
候
而
も
相
済
可
申
哉
︑
殊
ニ
此
度
之
一
件
末
々
之
無
計
方
仕
形
ニ
候
処

ニ
︑
対
州
ニ
書
通
可
成
と
之
儀
覚
語
ニ
不
及
儀
共
ニ
存
候
︑
勿
論
於
対
州
も
取
上

可
被
申
と
も
不
存
候
︑
左
様
ニ
朝
鮮
ヨ
リ
法
外
御
用
イ
候
ハ
ヽ
︑
此
方
迚
其
訳
ニ

罷
成
可
申
候
︑
左
候
而
ハ
末
々
何
分
之
違
脚
出
来
可
申
も
難
量
候
︑
此
段
東
莱
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〃
今
日
両
訳
致
入
館
︑
加
瀬
藤
五
郎
方
へ
罷
出
申
入
候
ハ
︑
先
月
廿
九
日
之
夜
︑
南

浜
構
ヨ
リ
朝
鮮
人
女
︑
歩
将
召
連
︑
館
内
ニ
入
レ
可
申
と
仕
候
を
守
門
番
人
夜
廻

り
之
節
見
逢
︑
翌
日
東
莱
へ
遂
案
内
候
二
付
︑
右
両
人
共
ニ
被
召
捕
︑
則
籠
舎
被

申
付
︑
其
已
後
為
拷
問
候
処
ニ
館
ニ
申
合
候
仁
有
之
候
由
申
出
候
間
︑
此
段
館
守

可
申
届
由
両
訳
申
候
へ
共
︑
藤
五
郎
・
助
左
衛
門
申
候
ハ
︑
其
夜
日
本
人
立
会
申

た
る
事
ニ
も
無
之
︑
証
拠
も
無
之
儀
︑
う
か
つ
ニ
被
申
達
候
ハ
ヽ
︑
却
而
両
訳
越

度
ニ
可
罷
成
候
間
︑
敏
と
其
方
遂
吟
味
︑
追
而
如
何
様
共
被
申
達
可
然
由
申
入
候

へ
ハ
︑
左
候
ハ
ヽ
今
日
ハ
沙
汰
な
し
ニ
可
仕
由
︑
両
訳
致
合
意
︑
此
方
ニ
而
も
其

段
噂
不
仕
候
︑
両
訳
帰
候
以
後
︑
藤
五
郎
・
助
左
衛
門
此
方
へ
右
之
首
尾
申
聞
候

へ
共
︑
両
訳
方
ヨ
リ
不
申
達
儀
ニ
付
︑
拙
者
ニ
も
不
承
分
ニ
仕
罷
有
也

両
判
事
か
ら
日
本
人
通
詞
へ
伝
え
ら
れ
た
の
は
︑
十
一
月
二
十
九
日
の
夜
︑
見
張
り

の
者
が
倭
館
へ
侵
入
し
よ
う
と
す
る
朝
鮮
人
の
男
女
を
捕
ら
え
︑
取
り
調
べ
を
行
っ
た

と
こ
ろ
︑
館
内
の
日
本
人
と
約
束
が
あ
っ
た
こ
と
を
白
状
し
た
と
い
う
内
容
だ
っ
た
︒

こ
の
報
告
に
対
し
︑
日
本
人
通
詞
・
加
瀬
は
そ
の
場
に
日
本
人
が
立
ち
会
っ
て
い
な

か
っ
た
点
を
強
調
し
た
︒
こ
の
問
題
を
館
守
へ
報
告
す
る
こ
と
は
︑
そ
の
ま
ま
国
際
問

題
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
︑
館
守
へ
の
報
告
は
証
拠
を
固
め
て
か
ら
と
い
う
通

詞
の
意
見
に
朝
鮮
側
も
合
意
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
翌
日
に
も
訓
導
が
通
詞
の
も
と
を

訪
れ
︑
東
莱
府
か
ら
事
件
を
館
守
へ
報
告
し
調
査
を
行
う
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
と
報
告

し
て
お
り
︑
十
六
日
に
は
実
際
に
館
守
へ
の
報
告
が
な
さ
れ
た
︒

一
同
︵
十
二
月
︶
十
六
日
︑
晴
天
︑
西
風

︵
中
略
︶

〃
両
訳
致
入
館
︑
拙
者
方
へ
罷
出
申
聞
候
ハ
︑
先
月
廿
九
日
之
夜
南
浜
構
ヨ
リ
朝
鮮

人
男
壱
人
︑
女
を
館
内
ニ
入
レ
可
申
と
仕
候
を
︑
守
門
番
人
夜
廻
之
節
見
逢
︑
東

莱
へ
遂
案
内
候
ニ
付
︑
右
両
人
共
ニ
召
捕
被
致
吟
味
候
処
ニ
有
体
ニ
白
状
仕
候

故
︑
其
侭
難
被
差
置
︑
都
へ
被
致
注
進
候
ニ
付
此
段
御
耳
ニ
入
申
候
︑
勿
論
東
莱

ヨ
リ
此
段
申
達
候
様
ニ
と
ハ
不
被
申
候
へ
共
︑
注
進
被
致
候
様
子
︑
風
説
ニ
も
御

聞
可
被
成
と
奉
存
︑
内
々
ニ
而
御
知
申
上
候
由
申
聞
候
ニ
付
︑
拙
者
返
答
ニ
申
入

候
ハ
︑
東
莱
之
儀
兼
而
承
及
候
ハ
︑
万
事
御
仕
置
之
儀
詳
ニ
被
仰
付
候
由
承
届
候

処
ニ
︑
右
之
通
朝
鮮
人
不
届
成
仕
形
之
段
︑
常
々
東
莱
被
仰
付
不
宜
候
故
と
被
存

候
︑
其
方
御
下
知
不
宜
儀
︑
何
分
之
了
簡
ニ
而
我
等
へ
申
聞
候
哉
と
相
尋
候
処

ニ
︑
両
訳
申
候
ハ
︑
拙
者
儀
館
中
下
知
仕
候
故
︑
為
心
得
申
聞
候
通
又
々
申
聞
候

故
︑
委
細
承
届
候
︑
其
元
之
儀
際
木
等
少
ニ
而
も
日
本
人
越
候
へ
ハ
何
角
被
申
事

ニ
候
︑
増
而
館
中
之
儀
︑
石
垣
構
之
儀
ニ
候
へ
ハ
︑
朝
鮮
人
越
可
申
と
仕
候
段
不

届
千
万
ニ
存
候
︑
向
後
之
儀
堅
左
様
無
之
様
ニ
︑
両
訳
ヨ
リ
末
々
之
者
共
へ
急
度

申
付
置
候
様
ニ
申
達
候
処
ニ
︑
委
細
承
届
候
段
返
答
仕
罷
帰
ル
︑
拙
者
返
答
ヨ
リ

彼
方
ヨ
リ
も
何
角
と
可
申
掛
様
子
ニ
有
之
候
へ
共
︑
此
方
よ
り
館
内
之
儀
ニ
曽
而

か
ゝ
ハ
リ
不
申
︑
彼
方
仕
形
不
宜
候
段
︑
再
扁
申
達
候
故
︑
外
之
儀
不
申
出
也

両
判
事
か
ら
事
件
の
報
告
を
受
け
た
館
守
は
︑
今
回
の
入
館
未
遂
は
朝
鮮
側
の
監
督

不
行
き
届
き
が
原
因
で
起
こ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
倭
館
へ
報
告
す
る
の
か
︑
と

切
り
返
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
両
判
事
は
︑
館
中
の
下
知
を
行
う
館
守
の
﹁
心
得
﹂

の
た
め
の
報
告
だ
と
返
答
し
て
い
る
が
︑
館
守
は
あ
く
ま
で
倭
館
と
は
関
わ
り
が
な
い

こ
と
と
し
て
朝
鮮
か
ら
の
捜
査
の
要
求
を
拒
否
し
て
い
る
︒

【宝
永
五
年

一
～
四
月
の
経
過
︼

さ
ら
に
︑
宝
永
五
年
の
﹃
毎
日
記
』10
を
見
る
と
︑
一
月
ô
日
に
は
朝
鮮
朝
廷
か
ら

の
指
示
が
届
い
て
い
る
︒

一
同
︵
一
月
︶
ô
日
︑
晴
天
︑
西
風

︵
中
略
︶
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先
其
分
ニ
成
リ
居
申
候
︑
去
年
信
使
在
江
戸
之
内
三
使
ヨ
リ
崔
同
知
を
以
被
申
聞

候
ハ

ヽ
︵
誤
カ
︶

︑
向
後
交
奸
い
た
し
候
者
有
之
候
ハ
ヽ
死
罪
ニ
申
付
可
然
候
︑
此
義
朝

廷
之
命
を
受
来
候
故
︑
若
も
及
違
難
候
ハ
ヽ
登
城
を
も
不
致
︑
公
義
へ
直
訴
可
申

候
間
左
様
相
心
得
候
様
ニ
と
被
申
︑
其
趣
短
簡
ニ
相
認
被
指
上
候
︑
此
方
ヨ
リ
御

返
答
と
成
候
ハ
︑
元
来
日
本
之
法
ニ
他
国
人
と
男
女
交
奸
い
た
し
候
と
て
死
罪
ニ

被
行
候
法
無
之
候
︑
乍
然
対
州
之
義
ハ
他
方
と
ハ
違
候
へ
ハ
朝
鮮
ニ
而
大
禁
ニ
被

成
候
を
そ
の
ま
ゝ
に
い
た
し
置
可
申
様
無
之
︑
日
本
之
法
ニ
ハ
無
之
事
ニ
候
へ

共
︑
朝
鮮
ニ
対
し
永
々
流
罪
ニ
可
申
付
之
旨
︑
先
年
書
付
を
以
申
入
候
事
ニ
候
︑

只
今
公
義
へ
直
訴
被
成
候
と
て
死
罪
ニ
行
候
処
ニ
と
ハ
決
而
不
被
仰
付
事
ニ
而
︑

殊
両
国
交
聘
之
御
使
者
ニ
御
渡
被
成
︑
ケ
様
之
義
被
仰
立
登
城
可
被
相
心
抔
と
有

之
候
ハ
ヽ
︑
至
極
不
当
事
ニ
存
候
へ
と
も
畢
竟
対
州
之
処
置
疑
し
く
思
召
所
よ
り

直
訴
を
も
被
成
と
の
事
ニ
候
へ
ハ
御
無
用
ニ
被
成
候
様
ニ
と
申
候
て
も
︑
迚
も
御

信
用
有
之
間
敷
候
間
︑
其
段
は
御
勝
手
次
第
ニ
被
成
候
︑
兎
角
死
罪
ニ
行
可
申
と

の
返
答
ハ
決
而
不
被
成
候
之
由
被
仰
切
︑
其
旨
大
概
返
簡
ニ
相
認
被
遣
候
所
︑
左

候
ハ
ヽ
此
通
り
ニ
約
條
を
御
究
被
下
候
様
ニ
と
被
申
三
ヶ
条
書
付
被
指
出
候
︑
其

趣
別
而
差
支
候
事
も
無
之
候
ニ
付
︑
弥
其
通
り
ニ
向
後
ハ
被
成
之
由
ニ
而
双
方
約

條
之
御
取
替
し
有
之
候
︑
則
別
紙
ニ
写
被
遣
候
新
定
約
條
之
事
ニ
候
間
︑
館
中
之

者
に
何
も
約
條
趣
得
と
合
意
仕
り
︑
交
奸
之
義
無
之
様
ニ
堅
被
申
付
候

右
正
徳
二
年
二
月
︑
樋
口
内
記
へ
遣
ス

二
つ
目
は
︑
正
徳
二
︵
一
七
一
二
︶
年
の
二
月
に
︑
国
元
か
ら
館
守
で
あ
る
樋
口
内

記
へ
送
ら
れ
た
書
状
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
正
徳
元
年
に
江
戸
へ
派
遣
さ
れ
た
通

信
使
は
対
馬
藩
に
対
し
︑
今
後
交
奸
し
た
者
は
死
罪
に
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
︒
要

求
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
︑
江
戸
城
へ
の
登
城
を
拒
否
し
︑
将
軍
へ
直
訴
を

行
う
と
迫
っ
た
が
︑
最
終
的
に
は
﹁
辛
卯
約
条
﹂
と
呼
ば
れ
る
三
か
条
の
約
条
を
締
結

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
︒

辛
卯

一
︑
倭
館
出
館
強
奸
者
︑
以
一
罪
論
断

一
︑
和
奸
及
強
奸
未
成
者
︑
永
遠
流
竄

一
︑
女
人
自
入
館
所
淫
奸
者
︑
以
次
律
施
行

右
之
書
付
信
使
記
録
之
内
ニ
無
之
︑
考
異
子
之
内
ヨ
リ
写
シ
置
ク

最
後
の
記
事
は
﹁
辛
卯
約
条
﹂
の
条
文
で
あ
る
︒
こ
の
条
文
は
信
使
記
録
の
う
ち
に

記
載
が
な
か
っ
た
た
め
︑﹃
考
異
子
﹄
の
中
か
ら
写
さ
れ
た
と
あ
る
︒

条
文
の
内
容
は
︑
①
倭
館
を
出
て
強
奸
し
た
者
は
死
罪
︑
②
和
奸
・
強
奸
未
遂
の
者

は
永
久
流
罪
︑
③
女
性
が
入
館
し
︑
交
奸
を
行
っ
た
者
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
適
用
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
約
条
は
︑
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
交
渉
を
経
て
締
結

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
︑
事
件
の
経
過
を
追
っ
て
み
よ
う
︒

第
二
節

事
件
の
発
覚
と
倭
館
に
お
け
る
交
渉

事
件
の
知
ら
せ
が
倭
館
へ
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
︑
宝
永
四
︵
一
七
〇
七
︶
年
十
二
月

四
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
日
の
﹃
毎
日
記
』9
を
確
認
す
る
︒

【宝
永
四
年

十
二
月
の
経
過
︼

一
同
︵
十
二
月
︶
四
日
︑
晴
天
︑
北
穴
西
風

︵
中
略
︶

〃
両
訳
寒
気
為
見
廻
拙
者
方
へ
罷
出
候
付
︑
煮
麺
・
吸
物
・
御
酒
・
菓
子
等
出
之
︑

追
付
罷
帰
ル

〃
右
同
断
ニ
付
︑
通
詞
加
瀬
藤
五
郎
・
諸
岡
助
左
衛
門
︑
相
勤
ル
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す
具
体
例
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
れ
は
結
果
的
に
︑
交
奸
事
件
に
対
す
る
朝
鮮
側
の

危
機
感
を
さ
ら
に
煽
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

そ
れ
で
は
︑
そ
の
十
年
後
に
起
こ
っ
た
宝
永
四
年
の
事
件
は
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た

ど
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
分
類
紀
事
大
綱
』8
に
あ
る
三
件
の
記
事
を
も
と
に
︑
事
件
の

概
要
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒

交
奸
一
件

一
先
月
廿
九
日
之
夜
︑
南
浜
之
構
ヨ
リ
歩
将
朝
鮮
女
を
召
連
︑
石
垣
を
越
入
館
可
致

と
仕
候
を
︑
守
門
番
人
夜
廻
り
之
節
見
合
︑
東
莱
へ
遂
案
内
候
ニ
付
︑
早
速
両
人

共
ニ
召
捕
籠
舎
ニ
申
付
た
る
由
ニ
候
処
︑
去
ル
五
日
両
訳
致
入
館
︑
返
事
加
勢
藤

五
郎
・
諸
岡
助
左
衛
門
方
へ
罷
出
︑
右
之
首
尾
何
角
申
掛
候
へ
共
︑
日
本
人
立
合

不
申
館
内
江
入
り
候
ニ
而
も
無
之
候
故
︑
取
上
不
申
貴
殿
江
も
不
申
達
候
処
︑
去

ル
十
六
日
両
訳
用
事
有
之
由
ニ
而
貴
殿
方
へ
罷
出
︑
彼
女
之
次
第
返
詞
を
以
申
達

候
付
︑
返
答
ニ
被
申
聞
候
ハ
︑
当
東
莱
之
儀
ハ
万
事
御
仕
置
方
審
ニ
有
之
段
内
々

承
及
居
候
処
︑
此
度
之
仕
形
ニ
而
存
候
へ
ハ
︑
常
々
之
被

□
︵
仰
カ
︶

付
様
不
宜
故
と
被

存
候
︑
其
上
両
訳
之
下
知
緩
か
せ
成
ル
義
を
不
心
得
候
而
︑
何
分
之
了
簡
ニ
而
此

方
江
申
聞
候
哉
之
由
被
申
入
候
処
ニ
両
訳
申
候
ハ
︑
此
段
東
莱
ヨ
リ
被
申
達
ニ
而

ハ
無
之
候
得
共
︑
御
手
前
儀
館
中
之
行
規
も
被
成
候
故
為
心
得
申
達
候
由
申
候

付
︑
貴
殿
返
答
ニ
此
事
曽
而
館
内
江
不
抱
事
故
取
合
不
被
申
候
而
彼
方
之
仕
形
不

宜
候
段
︑
再
三
被
申
聞
候
得
ハ
︑
両
訳
も
外
之
事
不
申
出
罷
帰
候
由
︑
定
而
最
早

又
々
可
申
出
様
子
ニ
無
之
由
ニ
候
得
共
︑
東
莱
聞
通
り
︑
如
何
可
有
之
哉
之
由
委

細
紙
面
之
趣
承
届
候
︑
先
ハ
当
分
不
及
異
論
相
済
一
段
之
事
候
︑
乍
然
此
一
事
は

御
壁
書
ニ
も
有
之
候
通
︑
館
中
之
御
制
禁
ニ
而
候
処
︑
近
年
ハ
間
々
窃
ニ
女
を
隠

し
入
レ
候
由
風
聞
有
之
︑
兎
角
此
方
江
其
相
手
無
之
候
而
右
之
風
聞
無
之
筈
と
存

候
処
︑
此
度
之
仕
形
ニ
而
ハ
弥
慥
成
ル
義
と
相
聞
へ
候
︑
自
然
此
方
相
手
致
露
顕

候
而
ハ
御
法
を
相
背
候
の
ミ
な
ら
す
双
方
異
難
致
出
来
候
而
︑
館
内
之
行
規
緩
せ

ニ
有
之
様
ニ
相
聞
︑
至
而
不
宜
事
ニ
候
故
︑
此
事
別
而
厳
ク
御
制
禁
相
︑
在
館
之

面
々
堅
御
行
規
を
守
り
候
様
不
被
申
付
候
ニ
而
ハ
相
留
止
申
間
鋪
候
︑
此
後
は
在

館
之
侍
中
ハ
勿
論
︑
役
目
町
人
下
々
に
不
限
右
之
御
法
を
違
背
仕
候
輩
ハ
少
も
無

依
怙
用
捨
︑
急
度
可
被
遂
案
内
候
︑
兎
角
事
顕
レ
候
上
ニ
而
は
何
程
之
厳
科
ニ
被

処
候
而
も
無
詮
事
ニ
候
間
︑
此
義
ニ
付
少
ニ
而
も
疑
敷
仕
形
之
族
被
聞
及
候
而
厳

密
ニ
被
遂
穿
鑿
︑
早
々
帰
国
可
被
申
付
候
︑
尤
御
横
目
中
・
御
目
付
江
も
其
旨
得

と
被
申
合
︑
別
而
此
事
之
行
規
被
相
勤
候
様
ニ
可
被
申

右
宝
永
四
年
十
二
月
廿
八
日
︑
樋
口
久
米
右
衛
門
へ
申
遣
ス

一
つ
目
の
記
事
は
︑
宝
永
四
年
の
十
二
月
二
十
八
日
に
国
元
か
ら
倭
館
の
館
守
で
あ

る
樋
口
久
米
右
衛
門
に
差
し
出
さ
れ
た
書
状
で
あ
る
︒
国
元
に
は
︑
館
守
か
ら
﹁
十
一

月
二
十
九
日
の
夜
に
︑
朝
鮮
人
の
男
女
が
塀
を
越
え
︑
倭
館
に
侵
入
し
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
を
見
張
り
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
︑
朝
鮮
側
か
ら
の
追
及
が
始
ま
っ
た
﹂
と
い
う

報
告
が
あ
ら
か
じ
め
な
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
女
性
の
入
館
は
倭
館
で
の
﹁
御
制

禁
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
近
年
は
ひ
そ
か
に
﹁
女
を
隠
し
入
レ
﹂
て
い
る
と
い
う
噂
が
ま
ま

あ
っ
た
と
い
う
︒
も
し
も
相
手
の
日
本
人
が
露
顕
し
て
し
ま
っ
た
場
合
︑
藩
の
決
ま
り

に
背
く
だ
け
で
な
く
︑
両
国
の
差
し
障
り
と
な
り
︑
ま
た
倭
館
内
の
風
紀
が
乱
れ
て
い

る
と
い
う
評
価
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
た
め
︑
館
内
の
﹁
御
行
規
﹂
の
遵
守
を
徹

底
さ
せ
︑
少
し
で
も
疑
わ
し
い
者
は
早
々
に
帰
国
を
申
し
付
け
る
よ
う
に
︑
と
の
指
示

が
な
さ
れ
て
い
る
︒

交
奸
集
書

一
先
年
交
奸
之
義
ニ
付
為
拷
問
白
水
源
七
被
差
渡
候
節
︑
向
後
対
州
之
者
朝
鮮
之
女

ニ
交
通
い
た
し
候
ハ
ヽ
︑
永
々
流
罪
ニ
被
申
付
候
間
︑
其
旨
朝
廷
方
へ
申
達
候
様

ニ
と
年
寄
中
ヨ
リ
崔
同
知
へ
真
文
ニ
認
相
渡
候
処
︑
其
後
分
明
成
返
答
も
無
之
︑
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宝
永
四
︵
一
七
〇
七
︶
年
の
交
奸
︵
密
通
︶

事
件
に
見
る
対
馬
と
朝
鮮
の
外
交
交
渉

迫
田
ひ
な
の

は
じ
め
に

近
世
の
日
本
に
お
い
て
︑﹁
四
つ
の
口
｣1
と
呼
ば
れ
る
外
国
へ
の
窓
口
が
開
か
れ
て

い
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
︒
そ
の
中
で
も
︑
中
世
か
ら
近
代
ま
で
朝
鮮

に
存
在
し
た
倭
館
は
︑
約
十
万
坪
と
い
う
広
大
な
敷
地
に
四
～
五
百
人
の
日
本
人
が
常

駐
し
︑
対
馬
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人
や
使
節
に
よ
っ
て
外
交
・
貿
易
が
行
わ
れ
た
場
所

で
あ
っ
た
︒
互
い
を
欺
か
ず
争
わ
ず
︑
真
実
を
以
て
交
わ
る
と
い
う
﹁
誠
信
の
交
わ

り
｣2
の
精
神
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
の
日
朝
外
交
は
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
な
る
が
︑

そ
の
陰
に
は
常
に
先
人
た
ち
の
懸
命
の
努
力
が
あ
っ
た
︒
近
世
に
お
け
る
朝
鮮
と
の
外

交
・
貿
易
は
幕
府
で
は
な
く
︑
対
馬
藩
が
一
手
に
担
っ
て
お
り
︑
倭
館
で
行
わ
れ
る

諸
々
の
折
衝
が
︑
近
世
の
日
朝
交
流
を
支
え
る
柱
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
近
世
の
日
朝
関
係
は
よ
く
﹁
交
隣
﹂﹁
善
隣
﹂
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ

る
が
︑
朝
鮮
と
い
う
外
国
に
あ
り
な
が
ら
︑
大
勢
の
日
本
人
が
滞
在
し
た
倭
館
の
中
で

は
︑
対
馬
と
朝
鮮
の
人
々
が
交
流
を
行
い
な
が
ら
生
活
を
営
む
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
件

が
生
じ
た
︒
倭
館
に
お
い
て
特
に
重
大
な
問
題
と
さ
れ
た
の
が
︑﹁
交こ

う

奸か
ん

｣3
(
密
通
︶

と
﹁
潜
商
﹂︵
密
貿
易
︶
で
あ
る
︒
倭
館
を
完
全
な
女
人
禁
制
の
施
設
と
し
て
管
理
下

に
お
い
た
朝
鮮
に
と
っ
て
︑
と
り
わ
け
女
性
問
題
の
統
制
は
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
︒

本
稿
で
は
﹃
西
南
学
院
大
学
博
物
館
研
究
紀
要
﹄
第
九
号
所
収
の
拙
稿
4

で
検
討
し
た

元
禄
三
年
の
事
件
に
続
き
︑
宝
永
四
︵
一
七
〇
七
︶
年
の
交
奸
事
件
に
つ
い
て
︑
一
次

史
料
で
あ
る
倭
館
館
守
5

の
﹃
毎
日
記
﹄
や
︑
外
交
官
で
あ
る
裁さ

い

判は
ん
6

の
﹃
裁さ

い

判は
ん

記
録
﹄

の
該
当
期
間
の
翻
刻
を
行
い
︑
倭
館
と
対
馬
で
行
わ
れ
た
交
渉
の
経
過
を
復
元
・
検
討

す
る
︒
な
お
︑
紙
幅
の
都
合
上
︑
草
梁
倭
館
の
構
造
や
構
成
員
︑
約
条
等
の
規
定
に
つ

い
て
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
︒
こ
れ
ら
の
詳
細
は
田
代
和
生
﹃
新
・
倭
館
︱
鎖
国
時

代
の
日
本
人
町
﹄︵
ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
一
一
︶︑
尹
裕
淑
﹃
近
世
日
朝
通
交
と
倭
館
﹄

︵
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
一
︶
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

第
一
節

宝
永
四
年
の
交
奸
事
件
の
概
要

ま
ず
初
め
に
︑
宝
永
四
年
の
事
件
の
前
段
階
と
な
る
の
が
︑
元
禄
十
︵
一
六
九
七
︶

年
に
発
生
し
た
交
奸
事
件
で
あ
る
︒
こ
の
事
件
は
草
梁
に
住
む
﹁
テ
ル
セ
キ
﹂
と
い
う

男
が
︑
梁
山
の
女
性
二
名
を
日
本
語
通
訳
官
で
あ
る
判
事
の
側
仕
え
の
仕
事
と
騙
し
て

誘
い
出
し
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
︒
倭
館
の
塀
の
前
で
女
性
た
ち
が
声
を
上

げ
︑
見
張
り
に
気
付
か
れ
た
﹁
テ
ル
セ
キ
﹂
は
女
性
た
ち
を
置
い
て
逃
走
し
た
が
︑
彼

の
母
親
か
ら
﹁
飯
束
喜
兵
衛
﹂
と
い
う
日
本
人
の
と
こ
ろ
へ
身
を
隠
し
て
い
る
と
い
う

情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
︒﹁
テ
ル
セ
キ
﹂
は
飯
束
の
も
と
で
旅
の
支
度
金
を
調
達
し
︑

逃
走
す
る
計
画
を
立
て
て
い
た
よ
う
だ
が
︑
飯
束
は
朝
鮮
人
を
匿
う
こ
と
は
藩
の
禁
止

事
項
で
あ
る
と
し
て
﹁
テ
ル
セ
キ
﹂
を
追
い
返
し
た
と
供
述
し
て
い
る
︒
倭
館
で
は
建

物
の
空
室
か
ら
敷
地
内
の
山
の
中
に
至
る
ま
で
が
捜
索
さ
れ
た
が
︑
こ
の
捜
査
が
杜
撰

な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
対
馬
側
は
東
莱
府
か
ら
の
疑
い
が
強
ま
る

の
を
恐
れ
︑
飯
束
に
対
し
帰
国
で
は
な
く
謹
慎
を
申
し
付
け
て
い
る
︒

結
局
︑
事
件
は
不
問
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
時
飯
束
と
家
来
三
人
の
ほ
か
に
﹁
白

水
与
兵
衛
﹂
と
い
う
名
前
の
人
物
が
挙
が
っ
て
い
る
︒
飯
束
と
白
水
は
こ
の
わ
ず
か
九

か
月
後
に
﹁
潜
商
﹂︵
密
貿
易
︶
を
行
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
︑
飯
束
は
館
内
で
自
害
︑

白
水
与
兵
衛
と
潜
商
相
手
の
朝
鮮
人
は
倭
館
で
死
罪
と
な
っ
て
い
る
7

︒

こ
の
元
禄
十
～
十
一
年
の
事
件
は
︑
交
奸
事
件
の
犯
人
を
野
放
し
に
す
る
こ
と
は
倭

館
の
統
制
を
緩
め
る
こ
と
と
同
義
で
あ
り
︑
潜
商
な
ど
の
事
件
を
誘
発
す
る
こ
と
を
示

宝永四（一七〇七）年の交奸（密通）事件に見る対馬と朝鮮の外交交渉（迫田ひなの）

(

一
︶
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西南学院大学博物館所蔵

「12世紀ラテン語聖書写本『ローマの信徒への手紙』」

下園 知弥

12世紀ラテン語聖書写本「ローマの信徒への手紙」

12世紀／ヨーロッパ（西欧)／羊皮紙に手彩／西南学院大学博物館蔵 法量：48.2×31.5cm
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資料裏面



１．資料概要

西南学院大学博物館所蔵の本資料（登録番号：

C-b-113）は、12世紀にヨーロッパ（西欧の何処

か）で制作されたと推定されるラテン語聖書写本の

零葉である。素材は羊皮紙（動物は不明）であり、

表面および裏面に手書きのラテン語で新約聖書

「ローマの信徒への手紙」の冒頭から第３章の途中

まで記されている。手書きの文字の大半は黒色のイ

ンク（没食子インクか）で記されているが、一部の

頭文字（イニシアル）には黒色以外の顔料が使用さ

れており、また冒頭のイニシアルPにはかつて貼ら

れていた金箔（ギルディング）の痕跡が見て取れ

る。テクストがはっきりと読み取れる箇所も残って

いるものの、全体にわたって紙面の損傷と顔料の剥

落が生じており、後世に書冊の装丁の一部として再

利用されていた痕跡も認められる（中央を走る二本

の深い折り皺は、おそらく書冊の背の部分であろ

う)1。つまり、決して良い状態で保存・継承されて

きた写本ではない。

以上が、本資料を一見して読み取れる情報であ

る。資料の状態に鑑みれば、中世の写本の実物であ

る点を加味しても、史料的価値が非常に高いとは言

い難い。とはいえ、時代背景をふまえて、書体や剥

落した部分に関する考察を深めることで、いくつか

興味深い事実が浮かび上がってくる。

本資料紹介では、まず、資料の歴史的価値を明ら

かにするために、12世紀における写本制作の時代状

況について概説したのち、書体の変遷史を確認す

る。次いで、本資料の大きな特徴の一つであるイニ

シアルに関する考察の手がかりとすべく、12世紀を

中心としたロマネスク期におけるイニシアルのヴァ

リエーションについて確認する。そして最後に、本

資料の書体的・形態的・装飾的特徴について総括し

たい2。

２．12世紀における写本制作

印刷文化が到来する以前、西洋中世において書物

は写本として制作されていた。そして写本制作の中

心地は、ある時期までは修道院写字室であったと考

えられている。この状況が大きく変化するのは、修

道院ではなく世俗の書記者・書記工房が台頭して以

降のことである。この変化は中世後期には確定的な

現象となっているが、むろんそれは、ある年代に一

気に起こったわけではなく、徐々に起こっていった

と考えるべきである。たとえば写本学者クリスト

ファー・ド・ハメルは、1100年までに修道院の書物

生産の場に世俗の書記者・装飾芸術家が関わるよう

になっており、1200年までには世俗の書記工房が平

信徒に写本を販売していたことに言及している3。

また、『12世紀ルネサンス』の著者ハスキンズは、

12世紀の修道院における写本制作の変化として、雇

われの写本制作者が多くなっていったこと、修道士

の筆写係さえ雇われ仕事をするようになったことに

言及している4。彼らの言及が示しているように、

12世紀は写本制作にとってまさしく変容期であっ

た。その変容は、一言で言えば「職業としての写本

制作者」の出現であり、中世後期における世俗の書

記工房隆盛の前触れであった。

写本の制作者から制作された写本の側に焦点を移

すと、現存する12世紀の写本として、さまざまな

「装飾写本 illuminated manuscript」の逸品に出会

うことができる。美術史においては「ロマネスク

期」にあたる12世紀は、今日の歴史研究・美術研究

では̶̶かつての「暗黒の中世」観とは異なって

̶̶独自の優れた芸術様式を花咲かせた時代として

評価されている。写本においてもまた、『ウィン

チェスター聖書 Winchester Bible』（モルガン・ラ

イブラリー所蔵）や『ハインリヒ獅子公の福音書

Evangeliar Heinrichs des Löwen』（ヘルツォーク・

アウグスト図書館所蔵）などの壮麗な装飾写本が知

られており、これらの写本ほど有名でなくとも、世

界各地の博物館・図書館に保存されている12世紀写

本には優れた芸術品と評価できるものが数多く存在

する。

一方で、シトー会修道院の写字生による意図的に

装飾性を控えた写本もまた、この時代を象徴する一
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つの流れである。シトー会の修道院長クレルヴォー

のベルナルドゥスによる修道院内で行われる過度な

装飾に対する批判5は、豪華絢爛な装飾写本だけが

この時代の志向ではなかったことを示唆している。

事実、12世紀中頃に制作されたシトー会写本『クレ

ルヴォー大聖書 』 (Troyes, BM, 0027 [ Abbaye

Notre-Dame de Clairvaux]）は、「モノクローム

monochrome」と呼ばれる単色の下地に白色のみで

表わされた極めて個性的な装飾文字が描かれてお

り、シトー会士が写本制作に際して過度な装飾を避

けていたのは明らかである（もっとも、そのシトー

会修道院すらも、その後間もなく複数の色彩を使用

した装飾文字を復活させており、時代の主流に合流

していったという事実には注意が必要である6）。し

たがって、この12世紀という時代は、「装飾の華や

かさ」において時代特有の個性が明確に認められる

ものの、その個性は時代全体を支配する形式とまで

は言えず、多種多様な装飾写本が各地で制作されて

いた時代として考えなければならない。

写本全体から「聖書写本」に焦点を絞ると、12世

紀という時代の興味深い点が一層明らかとなる。ク

リストファー・ド・ハメルは、11世紀から12世紀頃

までの聖書写本を「大型聖書 Giant Bible」に代表

させている7。実際、この時代に制作された聖書写

本の完本・断片の法量を確認すると、後世に比して

大判のものが多く制作されていたことがわかる。こ

の傾向が大きく変わるのは13世紀の第２四半世紀以

降であるが、技術革新によって極薄羊皮紙が生産可

能になり、極端に縮小されたゴシック体が発案され

たことがその変化の技術的要因である。

ではなぜこのような技術革新が生じたのかと問う

ならば、この時代の知的環境に答えを求めることが

できるだろう。というのは、12世紀から13世紀にか

けては大学 universitasの草創期から発展期にあた

り、大学神学部で特に必要とされていたのが一冊で

総覧できるタイプの聖書、すなわち「パンデクト聖

書 Pandect Bible」、それも携帯可能なサイズのも

のだったからである8。つまり、13世紀の技術革新

以前は、素材と技法の制約上パンデクト聖書はどう

しても大型本となってしまうが、その規格では大学

学問には不便であったため、技術革新が求められ、

利便性に優れた小型パンデクト聖書が発明された、

ということであろう。また、ラウラ・ライトが指摘

するように、小型パンデクト聖書は旅する説教師に

とっても非常に都合の良い書物であった9。そのた

め、説教師からの需要もこの技術革新の主因に勘案

して良いように思われる。いずれにしても、当時の

「需要」と「技術」の二要因が聖書写本の形態に大

きな影響を及ぼしていたのは確かであろう。

12世紀から13世紀への聖書写本の顕著な変化は、

西南学院大学博物館の所蔵資料によっても確認する

ことができる。図１は本資料紹介のテーマであると

ころの12世紀の聖書写本（左）と13世紀の聖書写本

（右）を並べて撮影した写真である。12世紀聖書写

本の法量は48.2×31.5cmであり、これに対して13

世紀聖書写本の法量はわずか15.0×10.0cmである。

むろん、西洋各地の数多の工房・写字室において手

作業で制作されていたゆえに、12世紀聖書写本のす

べてが同資料のように大判だったわけではないし、

13世紀聖書写本についても同様であるが、この「法

量の変化」は聖書写本の年代を特定する上での一つ

の観点にはなりうるだろう。
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図１ 12世紀大型聖書写本と13世紀小型聖書写本の比較



３．書体の変遷――プロトゴシック体の出現

では次に、写本の「書体」に観点を移したい。12

世紀は、書体の変遷においても大きな変化が起こり

つつあった時代、すなわち「ゴシック体 Gothic

script」の黎明期であった。8世紀末にカール大帝

の宮廷学者アルクィヌスによって「カロリング小文

字体 Carolineminuscule」が発案されて以降、西洋

写本の主要な書体はカロリング小文字体となり、こ

の流行は12世紀まで継続していた。しかし、11世紀

より徐々にカロリング小文字体の字形に変化が生じ

始め、13世紀には全く違った印象を与える字体、す

なわちゴシック体へと移行した。12世紀はちょうど

その移行期にあたる時期であり、古書体学で言うと

ころのプロトゴシック体（初期ゴシック体）の登場

期に位置付けられる10。

上記の説明から明らかなように、カロリング小文

字体とゴシック体は書体発展の過程において直接繋

がっている二書体であり、その移行期にあたるプロ

トゴシック体は両者の特徴を備えたものとなってい

る。つまり、「ゴシック」と呼ばれてはいるものの、

この書体はカロリング小文字体の特徴を色濃く留め

ており、11世紀から12世紀前半頃にかけての写本に

見られる後期カロリング小文字体とかなり近しい印

象を与えるのである（図２-３）。そのため、この二

つの書体を区別するのは、場合によっては困難な作

業となる。

加えて注意したいのは、西洋写本におけるカロリ

ング小文字体からプロトゴシック体ないしゴシック

体への移行は、ある年代・ある地域で一気に起こっ

た変化ではないという点である。プロトゴシック体

が現れるようになって以降も、少なくとも12世紀の

間は、カロリング小文字体は西欧各地で長らく使用

され続けていた。したがって、12世紀のラテン語写

本というだけで書体を確定できるわけではなく、同

様に、書体の特徴からのみ写本の制作年代を精確に
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図２（上）
後期カロリング小文字体の写本
The Walters Art Museum, Ms. W.5, f. 95v.

11世紀、ヴェアデン（ドイツ）
Gospels of Abbot Dudenより、ヨハネ伝冒頭部分

図３（下）
プロトゴシック体の写本
The Walters Art Museum, Ms. W.18, f. 84v.

1130年頃、ロチェスター（イギリス）
Rochester New Testamentより、ヨハネ伝冒頭部分。



特定できるわけでもないのである。ここに12世紀写

本を調査する上での一つの困難が存している。

以上のように書体の考察に際して留意すべき点は

多々存するが、さしあたり本資料紹介において重要

なのは次の点である。すなわち、12世紀写本の中に

は、カロリング小文字体からゴシック体への書体の

段階的変化の過程をうかがい知ることのできる興味

深い資料が数多く含まれており、本資料紹介で扱っ

ている写本もまた、そのうちの一つなのだ、という

点である。

４．装飾写本の隆盛――さまざまなイニシアル

現存する西洋中世の写本の中でもとりわけ人々の

目を惹きつけるのは、「装飾写本 illuminatedmanu-

script」と呼ばれるタイプの写本であろう。装飾写

本とは、写本の紙面̶̶主としてテキストの余白や

欄外、あるいは挿絵を描くために予め割かれた空白

部分など̶̶に顔料や貴金属などを用いて絵図や意

匠を凝らした装飾文字が描かれたものを指し、早く

は古代末期から現れるようになり中世から近代初頭

にかけて隆盛を迎えている。この種の写本に描かれ

ている装飾は、時代や地域ごとに一定の傾向・様式

を見出すことができるため、書体と共に写本の年代

推定に欠かせない要素の一つとなっている。

装飾写本の中には「イニシアル initial」と呼ばれ

る装飾文字が存在するが、これは装飾的に記されて

いるところの文頭の最初の一文字ないし数文字、つ

まり文字通り頭文字（イニシアル）のことを指す。

このイニシアルは、西洋中世において多くのヴァリ

エーションが生み出されており、写本学・芸術学に

おいてはその類型ごとに特定の名称も付せられてい

る。代表的な例を挙げると、大きく描かれた装飾文

字の余白部分に人間や動物を描きこむ「居住イニシ

アル inhabited initial｣(図４）、居住頭文字の中でも

特定の主題や場面を示すように人物等が描かれてい

る「物語イニシアル historiated initial｣(図５）、描

かれている人物等の身体で字形を表現している「体

操イニシアル gymnastic initial｣(図６）がイニシア
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図４
居住イニシアル British Library, Harley 2801, f. 151.

12世紀、アルンシュタイン（ドイツ）
イニシアルTの余白に狩人と兎が描かれている。

図６
体操イニシアル British Library, Additional 16984, f. 3.

12世紀の第４四半世紀、オランダもしくはフランス
イニシアルSが怪物の身体で表現されている。

図５
物語イニシアル British Library, Arundel 91, f. 26v.

12世紀、カンタベリー（イギリス）
イニシアルMの余白部分に竜退治をする大天使ミカエルが描かれている。



ルの類型としてよく知られている11。

美術史におけるロマネスク期は、シンプルなイニ

シアルのみならず、上記のようなさまざまなイニシ

アルが盛んに描かれていた。そのことは、現存する

12世紀写本の実物をいくつか検めればすぐさま明ら

かになる事実である。したがって、12世紀写本の図

像分析に際しては、イニシアルの図像が解読に耐え

うるかたちに残されている写本はもちろんのこと、

一部剥落してしまった写本の解読においても、上述

の類型が一つの手がかりとなる。

５．本資料の書体的・形態的・装飾的特徴

これまで確認してきた12世紀写本文化の背景をふ

まえた上で、西南学院大学博物館所蔵の「12世紀ラ

テン語聖書写本『ローマの信徒への手紙』」につい

て、その注目すべき特徴を分析・考察してみたい。

第一に、本資料の書体についてであるが、多くの

特徴が後期カロリング小文字体と一致する。たとえ

ばa,e,d,gのような円形部分のある字形は、全体的

に曲線部分が丸みを帯びており、ゴシック体のよう

な多角で表された曲線とは異なっている（図７）。

ではこの写本の書体はカロリング小文字体と断定し

て良いかと言われると、判断に苦しむ部分がある。

それはたとえば、p,m,n,rといった字形である（図

８）。これらの字形の角ばった縦線などは、カロリ

ング小文字体よりはゴシック体に近しい印象を与え

るものであり、これらの字形だけ見るとゴシック体

と判断したくなる。ここで想起したいのは、ゴシッ

ク体はカロリング小文字体が徐々に変化して生まれ

た書体であるからして、この二書体の境目を明確に

画定することは困難だという事実である。そしてこ

のような「あわい」の書体こそが、古書体学や写本

学において「プロトゴシック体」と呼び習わされる

書体なのである。

したがって、結論としては、本資料の書体はカロ

リング小文字体とゴシック体の双方の特徴を備えた

「あわい」の書体、すなわちプロトゴシック体とい

うことになる12。
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図７ a,e,d,gの部分拡大図

図８ p,m,n,rの部分拡大図

図９ ｢キリスト・イエス」の装飾文字

図10 イニシアルPの部分拡大図



なお、冒頭のテキストや欄外のガイド・レター13、

一部単語（amen等）は大文字で記されており、大

文字部分はこの時代の慣例に即してアンシアル体と

なっている。また、イエス・キリスト（キリスト・

イエス）の名前については、中世ラテン語写本の多

くに見られるように、文字の縦線の一部に（本来不

要な）横線を引いて十字架の形態にした装飾文字で

記されている（図９）。この装飾文字“XPI IHSU

(CHRISTI IESU)”のSには、文字の先端部分が植物

のような特徴的な意匠となっており、現時点では特

定に至っていないが、制作地域を推定する重要な判

断材料であるように思われる。

第二に、資料のサイズに注目したい。本資料のサ

イズは48.2×31.5cmとなっており、この規格は、

たとえばモルガン・ライブラリー所蔵の聖書写本

MS M.11と非常に近しい。また、大英図書館のよ

うな他の欧米図書館においても、同年代・類似規格

の聖書写本は複数所蔵されている。したがって、他

館が所蔵する断片ないし完本の写本から本資料の

元々のすがたを推定することは可能である。むろ

ん、裁断された写本断片であるため、印刷本とは異

なって、原本の精確な構成・規格について断定する

ことは不可能である。確実に言えることは、小型パ

ンデクト聖書が登場する以前、書体から考えれば12

世紀に、比較的大判で制作されていた聖書写本の一

部だと言うことである。

第三に、イニシアルについて考察したい。本資料

には二箇所、イニシアルPの装飾文字が認められ

る。一つは表面・左段最上部の剥落してほとんど見

えなくなっているP̶̶これは『ローマの信徒への

手紙』の冒頭テクストPaulus servus christi iesuの

最初の文字Pを表している̶̶、いま一つは表面・

右段中央の赤文字で記されたP̶̶これは同書第１

章26節のPropterea tradidit illosの最初のP (ro) を

表している̶̶である。後者のPについては特筆す

べき点は無く、いわゆるルブリック14と呼ばれる赤

インクで記された強調文字のイニシアルである。他

方、前者の装飾文字については考察の余地がある。

先述したように、12世紀写本におけるイニシアル

にはさまざまなパターンがある。本資料の冒頭の装

飾文字Pがイニシアルの一種であることは明らかで

あるが、問題は「複数あるイニシアルの類型のどれ

に該当するのか」という点である。言い換えれば、

この大部分が剥落してしまって顔料のごく一部しか

残っていない装飾文字は、元々どのような図像だっ

たのか、という問題である。この問題について、現

在残されている痕跡（図10）を確認しつつ、これよ

り考察していきたい。

本資料のイニシアルPには、少なくとも二種類の

顔料と金箔を使用した痕跡が認められる。また、イ

ニシアル部分の輪郭を定めているガイドラインも残

されているため、概形を再構成するのは難しくな

い。おそらくその概形は、ガイドライン部分に沿っ

て赤色の顔料で下地（背景）が塗られており、その

上から金箔（ギルディング）でPの線描部分が表現

されている、というものであろう。実際、細部や使

用している顔料こそ異なるものの、同様の手法でイ

ニシアルPが描かれている12世紀の写本も存在する

（図11）。

現在残されている部分から再構成するのが難しい

のは、Pの円形内側の余白部分である。この余白部

分に何が描かれていたのかは、剥落が激しいため、

現存部分を頼りに確定させるのはほぼ不可能であ

る。しかしながら、この部分を推測することは本資

料の考察において重要な意義を持つ。なぜならば、

ここに何が描かれているかによって、イニシアルの

どの類型であるのかが変わってくるからである。す

なわち、全面が塗りつぶされているか何らかの文様

のみが描かれている場合にはシンプルな「イニシア

ル」となり、人物や動物が特定の文脈・物語無しに

描かれている場合には「居住イニシアル」となり、

何らかの文脈・物語を示すかたちで人物や動物が描

かれている場合には「物語イニシアル」となるので

ある。

それでは、本資料のイニシアルはどの類型である

と考えられるだろうか。これらの類型はいずれも同

時代の写本で確認されているため、可能性としては

すべての類型が当てはまりうる（図11-13）。そして
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図11（左）
イニシアルP
British Library
Arundel 370, f. 1.

12世紀後半
イギリスもしくはフランス

図12（中）
居住イニシアルP
British Library
Harley 2833, f. 119v.

12世紀第３四半世紀
フランス（おそらくアンジェ）

図13（右）
物語イニシアルP
（聖アンブロシウス）
British Library
Harley 7183, Vol. 1, f. 1.

12世紀第２もしくは第３四半世紀
中部イタリア（フィレンツェか）

図14（左）
物語イニシアルP
（聖パウロ）
British Library
Royal 3 C III, f. 3

13世紀前半
イギリスもしくはフランス

図15（右）
物語イニシアルP
（聖パウロ）
British Library
Royal 3 C I, f. 161.

12世紀第４四半世紀
イギリス



資料のイニシアル部分の剥落が激しいゆえに、いず

れの類型でも再構成することが可能であろう。その

うえで、筆者が最も可能性が高いと考えるのは「物

語イニシアル」である。その理由は次の二つであ

る。

第一に、本資料が新約聖書の『ローマの信徒への

手紙』だという点である。物語イニシアルは、必ず

しもというわけではないが、イニシアルが記されて

いるテクストの原著者ないし関連人物が描かれると

いう傾向がある。そして『ローマの信徒への手紙』

をはじめとする「パウロ書簡」の場合、著者は聖パ

ウロなので、これらの書簡ないしその註解書の物語

イニシアルにはしばしば聖パウロの図像が描かれる

のである（図14-15）。

第二に、現存する顔料に青色と赤色が認められる

点である。西洋中世の図像における聖人・キリスト

の祭服は、しばしば青色の下着と赤色の上着で表現

される15。この傾向は聖パウロも例外ではなく、パ

ウロの祭服がこの二色で表現されている作例は多数

存在する（図14）。したがって、本資料のイニシア

ル部分に残されている青色と赤色の顔料の一部は、

聖パウロの衣装の表現であった可能性が考えられ

る。

ただし、いま述べた解釈には難点もある。まず、

第一の点についてであるが、写本の物語イニシアル

には必ずしも著者や関連人物の図像が採用されるわ

けではない16。『ローマの信徒への手紙』の写本に

ついても、たとえば大英図書館のRoyal 4 D VIの当

該箇所（f.19r.）では、冒頭のイニシアルPの中に

聖パウロではなくイエス・キリストの図像が描かれ

ている。また、本資料のイニシアルはそもそも物語

イニシアルではない可能性すら考えられる。その場

合、Pの余白部分に描かれている図像はむろん聖パ

ウロではない。

第二の点についていえば、確認できている顔料の

みでは人物の描写は不可能だという問題がある。つ

まり、人物を描くためには肌色の顔料が不可欠であ

るが、現存する図像からは肌色の顔料を視認するこ

とができないのである。肌色の箇所の顔料だけが完

全に剥落してしまった、という可能性もありうる

が、初めからこの図像には肌色の顔料は使用されて

おらず、青色と赤色のみで彩色されたシンプルなイ

ニシアルであった可能性も十分に考えられる。

このように、本資料のイニシアルの解釈には多く

の問題点が残されており、解決のためには同年代の

装飾聖書写本を更に調査する必要があるだろう。し

たがって、本資料紹介で確定的な結論を出すことは

できないが、それでもやはり、聖パウロの図像が描

かれた物語イニシアルの可能性があるということは

強調しておきたい。

おわりに

本資料紹介では、西南学院大学博物館が所蔵する

12世紀聖書写本の零葉について、現状の分析・考察

に基づくおおよその特徴を指摘した。零葉は孤立し

た断片であるからして、その全容を再構成するため

には、同時代の同類型の写本の参照が必須となる。

とはいえ、本資料の失われたイニシアルの図像のよ

うに、参照してなお本来のすがたを推測するのが難

しい箇所も存在する。自館の所蔵資料のディテール

を調査研究によって解明しきれないことは学芸員と

して遺憾であるが、イニシアルの図像は世界中の図

書館に数多の作例が保存されているため、それらの

作例と比較することで今後解明される見込みがない

わけではない。

西南学院大学博物館には、本資料だけでなく、複

数の西洋中世写本の零葉が収集・保存されてい

る17。その多くは、未だ詳しい資料調査が行われて

おらず、中には資料の原本が特定されていないもの

すらある。これらの写本の資料調査を行うこともま

た、所蔵館の今後の課題であることを、学芸員の自

戒として最後に書き留めておきたい。

註
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聖人の姿が描かれるだけで明確な主題が定められていると見なされ

て物語イニシアルに区分されるのが慣例であるが、聖人伝における

特定の場面を描いているのでなければ、聖人の図像も居住イニシア

ルに区分しても問題ないように思われる。いずれにせよ、描かれた

イニシアルを既存の特定の術語と一対一対応させることにさほど意

味はなく、重要なのは「何が描かれているか」を分析することであ

り、イニシアルの類型は図像解釈の方向性を示唆する参考情報の一

つに過ぎない。

12 本資料紹介では当該資料の書体を「プロトゴシック体」として規定

しているが、プロトゴシック体の特徴の発現がまだ明確ではないと

して、プロトゴシック体に近しいという注意書き付きの「後期カロ

リング小文字体」として規定することもできる。

13 ガイド・レターについては次の文献を参照。Michelle P. Brown,

Understanding Illuminated Manuscripts: A Guide to Technical

Terms, London, The J. Paul Getty Museum in association with The

British Library, 1994, p. 64. 本資料のガイド・レターは、たとえば

表面左上部の隅に記されたPAの文字が該当する。このガイド・レ

ターは冒頭の単語Paulusの最初の二文字を表していると思われる。

14 Cf. Michelle P. Brown, op. cit., p. 111.

15 青色と赤色の組み合わせは、あくまでも中世における聖人・キリス

トの衣服彩色の代表例であり、その他の色彩が同時代の写本で採用

されている例はある。たとえば、大英図書館所蔵の写本Royal 2 C II

のf. 69v.にはイニシアルの中に聖パウロの図像が描かれているが、

そこでは緑色と赤色と無地の組み合わせで聖パウロの祭服の色が表

現されている。

16 Cf. Raymond Clemens and Timothy Graham. Introduction to

Manuscript Studies, Ithaca, Cornell University Press, 2007, p. 29.

なお、同書では“Many historiated initial bear no direct relationship

to the accompanying text but rather afford the artist the

opportunity to indulge a taste for the fantastic or to record

interesting aspects of contemporary life, including details of scribal

and artistic practice.”と断言されているが、この指摘が妥当である

かどうかは慎重に検討する必要がある。物語イニシアルがテクスト

と直接関係していないように思われるケースが現存する写本に多々

見られるのは事実であるにしても、テクストと明らかに関連づけら

れた物語イニシアルも多く認められ、また一見すると関連がなさそ

うな物語イニシアルも現代の我々がテクストとの関連性を見つけら

れていないだけという可能性も十分に考えられる。

17 2021年度現在、西南学院大学博物館が所蔵している西洋写本は全10

点である。いずれもラテン語写本の零葉であり、時代別の内訳は、

12世紀写本が３点（C-b-113, C-b-117, C-b-140）、13世紀写本が１

点（C-b-133)、1400年頃の写本が１点（C-b-134）、15世紀写本が

３ 点（ C-b-021, C-b-027, C-b-119 )、16 世 紀 写 本 が １ 点

（C-b-105)、17世紀写本が１点（C-b-029）となっている。
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下園 知弥（しもぞの ともや） 西南学院大学博物館教員（助教・学芸員）
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